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は じ め に

昭和63年(1988年)5月 に発表 されたEIAJシ ンタ ックスルールは、同時に開発 された電子

機器業界 の取 引用 のEIAJ標 準 メ ッセージと組 み合わ されて、EIAJ標 準を確 立 し、 同業 界 の

EDI標 準化 の推進 に大 きな貢献 を した。 このEIAJシ ンタ ックスルールは、全業 界のEDI標 準

化に対応 で きるよ うに拡 張改良 され、平成3年(1991年)4月 にCIIシ ンタ ックスル ール試作

バ ージ ョンと して発表 された。そ して、石油化 学業 界で平成4年(1992年)7月 に最初 の導 入

が行われ、平成4年(1992年)9月 に リ リース されたCIIシ ンタ ックスル ール1.10に よって実

用化 した。

平成5年(1993年)3月 には、バ イナ リーデ ータを導入 したCIIシ ンタ ックス ル ー ル1.11

&1.51に バ ージ ョン ・ア ップ され、EIAJシ ンタ ックスルール も吸収 して、今 日に至 っている。

それか ら2年 経過 した現在、CIIシ ンタ ックスルールは10以 上 の業界 に導 入 され稼働 す ると

ともに、業界 を越 えた業際EDIに も適 用 され るよ うにな り、標 準 メ ッセージも多数 開発 され、

ファ ミリィ全体 をCII標 準 と呼ぶ ように なっている。

本報告書 では、 この よ うに発展 して きたわ が国のEDI標 準化 の歴史 を述べ るとともに、CII

標 準の最新 の成果 で ある 「業 際EDIプ ロジェク ト」 について、その概 要を述べ る。 また、ます

ます ニーズが増 加 しつつ あ るCIIシ ンタ ックスルールをベース とした 「標準 メ ッセ ージ」の設

計方法 について、その ポイ ン トを述べ る。この中では、国際標準 メ ッセー ジであ るUNSMと の

互換性 を重 視 した設計方 法について も述 べ る。

CII標 準 の実用化 に よ り、わ が国のEDI標 準化 のベースは確立 され た と考 え る。 しか し、現

段階では、まだ まだ プライベ ー ト・フ ォーマ ッ トに よるEDIが 主流を 占めてお り、すべての業

界で、標準EDIへ の移 行努力 が さらに活発 に行われ なけれ ばな らない。標 準EDIへ の移 行 に

は、少な くない手 間 と費用 が必要 になるため、短期 間で実現す る ことはなかなか困難 であるが 、

将来 の産業界 の発展 のた めに、1日 も早 くな し遂げ られ ることを願 うものであ る。本報告書 が

それ に寄与 で きれば幸 いであ る。

最後 に、CII標 準 の確 立に多大な るご協力 とご支援 をいただいた関係各位に対 し、感謝 の意

を表す る。

平 成7年3月

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー
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第1編 業 際EDIパ イ ロ ッ ト ・モデ ル の調 査 研 究 開発

第1編 では、平成4年 度 か ら3年 間にわた り実 施 され た通 商 産業 省 の フ.ロジ ェク トで あ る

『業際EDIパ イ ロ ッ ト・モデルの調査研 究開発』 について述べ る。

本 フ.ロジ ェク トは、少量多頻度発注やJUST-INTIMEな どの導入 に よって問題化 した とされ

る物流 の効 率低下を、EDIの 導入に よって改善 しようとい う目的 で始 ま った。 しか し、これ ま

でEDIは 商業取 引に導入 されて きてお り、物 流には導 入 され ていなか った ため 、物 流 分野 で

EDIが 有効 か ど うかを運用実験を実施す ることに よって、実証 す る ことに主 眼が置かれ た。

EDI標 準 と して は、CII標 準を用 いた。平成4年 の段階では、CII標 準が もっ とも実用的で あ

り、 またわが国 のEDIに 適 していたか らであ る。3年 を経た現在(平 成7年)で も、まだ同 じ

こ とが言 え、本 プ ロジェク トの運用実験 のために構築 されたEDIシ ステム(パ イ ロッ ト ・モデ

ル)は 、実験終 了後、実用 システム として稼働 している。

さて、EDI標 準 に は 国際標 準 もあ り、 国連 でUN/EDIFACTの 開 発 が続 い てい る。UN/

EDIFACTとCII標 準は異な る規格 で、そ の関係について心配 す る専門家 も多 い。 しか し、本

プ ロジ ェク トでは2つ 以上規格が あって も、そ れを適切に使 い分け る ことで、効率的なEDIシ

ステ ムを構築 で きると確信 してい る。産業情報化推進 センター で は、 かね て か ら、 国 内EDI

にCII標 準を適用 し、国際EDIにUN/EDIFACTを 適用す る方針を決 定 して い るが 、本 フ.ロ

ジェク トもそ の方針 にそ って進 めて いる。ただ し、UN/EDIFACTの 開発 が遅れてい るため、

まだ、国内EDIと 国際EDIを 融合 させ た システ ムを構築 し、実験 に よってその有効性 を確 かめ

ることがで きないのが残念 で ある。 いつれ、UN/EDIFACTが 開発 された時 、 この ことを実行

し、 国 内EDIと 国際EDIの 融 合法を確立 した い と考 えてい る。

本編 は、報告 書r業 際EDIパ イ ロッ ト ・モデル の調査研究 開発 一 皿 通商産業 省』か らの抜粋

である。平成4年 度 か ら3年 間にわた るプ ロジ ェク トの概要 と平成7年 度 の運 用実験結果 を中

心 にま とめて ある。 さらに プ ロジェク トの詳細 が必要な場合 には、下 記に示 す4種 の報告書 を

参照 していただ きたい。

・ 『業 際EDIパ イ ロ ッ ト・モデルの調査 研究開発 一皿 通商産業省』

・ 『業 際EDIパ イ ロ ッ ト・モデルの調査 研究開発 一皿(電 子機器業 界 での詳細)』

・ 『業 際EDIパ イ ロ ッ ト・モデルの調査 研究開発 一皿(鉄 鋼業界 で の詳細)』

・r業 際EDIパ イ ロ ッ ト・モデルの調査 研究開発 一皿(流 通業 での詳細)』
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第1'章EDIを 取 り 巻 く 客 観 情 ・勢

1.1EDIの 始 ま り

(1)米 国の運輸業 界 の問題点 と提 案

1970年 頃、米 国の陸運 業界は海運業界 と激 しい競争を していたが、陸運業界 には大 き

な 問題 があ った。す なわ ち、昔決 め られた複雑怪奇 な運賃体 系や東海岸 と西海岸間で必

ず発生す る継送 に伴 う面倒 な事務処理 な どであ る。 これを解決す るために、抜本的な運

賃体系 の見直 しと事務処理 の合理化 が必要 とされ た。 このため、事務処理 の合理化方法

につ いて、様 々な コンピュータの応用法 が提案 されたがV中 で も異彩 を放 っていたの が、

陸運業界 の団体 で あるTDCC(TradeDataCordinateCommitee)の 提案 である。この提

案 は、陸運業 界の各種伝票 の交換 を、ネ ッ トワー クに よる電 子的な交換 に代 えて、事務

処理 の合理化 を しようとい うアイデ アで、EDI(ElectronicDataInterchange)と 名付 け

られ ていた。 これがEDIの 始 ま りであ る。最大 の特徴は 、電 子 デ ー タの フ ォーマ ッ ト

で、TDCCシ ンタ ックスル ール と呼ばれた。 これは、ANSIX.12の ベ ースになった もの

で ある。1

この提案 はGE社 な どの後 押 しに よ り実用化 され、つい最近 まで稼働 して いた。 こ の

時代 のネ ッ トワーク機器 の主流 は、テ レックスであ り、TDCCシ ンタ ックスルール に は

テ レックス処理 がベ ースにな った と考 え られ る部分がい ろいろある。最新 のEDIと 異 な

り、 トランス レーターな どは原則 として使わず 、送信側は手 入力でデー タをつ くり、受

信側 はプ リンターへ打 ち出す ことを原則 とした。ただ し、VAN機 能 と組み合わ され て、

メール ボ ックスが使われ ていたので、一度入 力 したデ ータを再度使 うことや、他 の場所

へ転送す る ことが で きた。

TDCCシ ンタ ックスルールは、ANSIX12の ベ ースにな った ばか りでは な く、 ヨー

ロッパ でのTDI(TradeDataInterchange)開 発 のきっかけに な り、UN/EDIFACTの

開発につ なが った。 さ らに、そ の可変長 とい う思想は、わ が国のCII標 準に も影響を与

え、EDIと い う言葉 も しだいに一般化 され、今 日に至?て い る。、

(2)チ ェー ンス トアの標準化 とオ ンライ ン取 引'・

わが国で は、昭和50年 前後 に コンピ ュータネ ッ トワー クの応用 が、様 々な機 関で様 々

な角度か ら検討 されたが、実用 システ ムとして稼 働 した の は 、金融 業 の ネ ッ トワー ク

(全 銀為 替交換 システム等)の みであ った。
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そ の後、暫 く大 きな動 きはな く、 日本 チ ェーンス トア協会(JCA)が 、昭 和57年 に

JCA手 順 とチ ェー ンス トア統一 フ ォーマ ッ トを制定 す る まで待 つ こ とに な った。 日本

チ ェー ンス トア協 会 で 通 信手 順 や ビジネ ス フ.ロ トコル の標 準 が構 築 され る と、大 手

チ ェー ンス トアは、取 引先(発 注先)と のオンライ ン化 を進 めだ した。 これを、 オ ンラ

イン取 引 と呼んだ。わが 国のEDIの 始 ま りであ るが、米国 とは違 い、固定 フ ォーマ ヅ ト

が使われた。昭和60年 に電気通信事業法 が改正 され ると、 オ ン ライ ン取 引 の導 入 は 、

チ ェーンス トア以外 の業種 も加 わ って急速 に進 み、オ ンライ ン取 引 ネ ッ トワー クと呼ば

れ る ようにな り、つ いには、ネ ッ トワー ク化戦略 と呼ばれ る ように な った。 この時期 に

は、多数 の業界VANが 構築 された。

1.2国 際情勢 と国内情勢

(1)米 国/カ ナ ダの状況

ほとん どの業界で、EDIが ひ ろ く普及 してお り、い まやEDIで の取 引が常識化 してい

る。標準化 も非常 に進 んでお り、約5割 がANSIX.12に よるEDIで あ るとい う。EDIは

従来、法人 間の継続取 引で、物 理的輸送 が必要な取 引に応用 され ていたので あるが、物

理的輸送 が不要 な取 引に も使われ る よ うにな った。例 えば、新 聞広告 の取引が ある。 こ

の取 引では、依頼 主か ら新聞社へ の広告 文 の引渡 しを電 子的に行 え るの で、発注か ら決

済 までのす べての処理をEDIで 処 理す る ことがで きる。そ こで、 もは やEDIで は な く

EC(ElectronicCommerce)だ とい う認識 がかな り一般化 して きてい る。

(2)ヨ ー ロッパ の動 向

ヨー ロッパ でのEDIの 普及率 はそれほ ど高 くない。イギ リスの流通業 界の普及率が高

く、次 いで、 ドイ ツを中心 と した 自動 車業 界や電子機器業界 で普 及率が高 くな って いる。

その他 は、普 及が始 まったばか りで、本 格的 な普及 は これ か らであ る。

EDIの 内容 は、基本 的なデ ータ交換(例 えば、受発注 データ交換)が 中心で、米 国の

ような高度 な ものは、 まだ ない。

(3)ア ジアの状況

韓国、 シ ンガポールな どで、EDIネ ッ トワー クの構 築 が行 わ れ て い る。 しか しなが

ら、 いつれ も実験 的な もので、本格的 なEDIの 構築 は これ か らで あ る。 同様 な レベル

で、オース トラ リアで もEDIが 稼働 して いる。ただ し、台湾、マ レー シア、香港を は じ

め多数 の国や地域 でEDIの 導入予定 が ある。
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1.3国 際貿易 とEDl

ここでは、わが国 を中心 とした国際貿易へ のEDIの 導入状況につ いて述 べ る。全体的に

は、EDIの 導入 は ご く僅 かであ り、 普及は これか らとい う状況 であ る。

導入 が進 まない大 きな理 由は、対象件数が少な く、EDIの 効果 が十分に発揮 で きないこ

とに ある。 このために 、グ ローバルな国際EDIは 実験的 なもの しか な く、現存す るのは、

ローカルに展 開 して いる貿易関連業務用 のEDIの みである。そ の代表 例は、税 関を中心 と

した輸 入通 関のたあ のネ ッ トワークで、広 い意 味でのEDIと して捉 え るこ とが で きる。そ

の他、航空会社 間ではAWB(航 空貨物運送状)の 電子的な交換 が行 われ てお り、EDIと し

て捉 える ことがで きる。

国際 貿易では、船 荷証券(BL)、 イ ンボイス、パ ッキ ング ・リス ト、原産地証 明証 な どの

独特 の書類 が多数使わ れているが、 いつれ もサイ ンの問題があ り、EDI化 された とい う報

告 はない。

また、大手製造業や大手総合商社 な どは、現地法人 との間を 自社 ネ ッ トを使 ってデ ータ

交換 してお り、国際社 内EDIと も言 うべ きシステ ムがかな りある。件数が少 ない場合 は、

FAXの 利 用が一般 的で、EDIの ニーズは、まだ まだ少ない よ うであ る。 しか し、テ レック

スに よる取 引は激減 した よ うである。

1.4わ が国におけ るEDlの 普及状 況

(1)全 体動 向

わ が国では、流通業 界を中心 にEDIが 普及 してお り、最近 、製造業 界での普及率 も拡

大 して いる。 しか し、普及が進 んでい る業種 と進 んでいない業種 の差 が激 しく、 これは

わが国 のEDI普 及 の特徴 であ る。EDI導 入社数 は、4万 社～5万 社 の 間 と考 え られ る

が、正確 な数字 は不 明であ る。 それで も米国に次いで、世界 で2番 目の普及国 であるこ

とは間違 いない。

標 準化 の面 で見 ると、現状 では流通業 界で固定長方式 に よる標 準化が定着 している。

一方 、製造業界 では標準化 が遅れ てお り、最新 の可変長方式 の標 準で あるCII標 準 の導

入に よ り、 よ うや く標準化が進 みだ した。 しか し普及率は、電 子機 器業界で は5割 に達

してい る ものの(通 常、EIAJ標 準はCII標 準 に含 める)、 製造業界全体 では1割 に も達

して いない。
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(2)流 通業界

わが国 のEDI普 及の中心 であ る。 この業 界では、チ ェース トアス トア 統一 フ ォーマ ッ

トやそれ をベ ースに改造 した ロー カル ・フ ォーマ ッ トが使われ ているが、 いつれ も固定

・長 である。大 き く分けて、3つ の タイフ.のEDIシ ステムが ある。大手小売店 を中心 とす

るEDIネ ッ トワー ク、大手 メーカーを中心 とす るEDIネ ッ トワーク(系 列 ネ ッ トワーク

とも言われ る)、 そ して問屋 を中心 とす るEDIネ ッ トワー クであ る。このなかで、問屋 を

中心 とす るEDIネ ットワークは少数派 であ る。 また、大手 メーカーと問屋 のEDIネ ッ ト

ワー クは、それぞれ独立 したネ ッ トワー クで、別名業界VANと 呼ばれ る。 大 手 小売店

を中心 とす るEDIネ ットワークは複数 あ るが、ネ ッ トワー ク同士の相互接続が可能で あ

り、実際に行われて いる。それ 以外 のEDIネ ッ トワークは、相互接続につい ての特別な

考慮 がな されな いまま構築 された ネ ッ トワークで、そのため、EDIネ ッ トワー クとは呼

ばずに通常業界VANと 呼ぶ。業界VANが 多数構築 された後 、 業務 上 の必 要 性 もあ っ

て、業界VAN間 の相互接続が試 み られたが、かな りの手間 と コス トがか か るため広 く

普及す るに至 っていない。簡単 に相互接続で きる ようにす るためには、業 界VAN自 体

の改造 が必要 であ り、根本 的な解 決は未だな され ていない。

(3)製 造業界 、建設 、電 力業界他

製造業界 とい って も多数 あ るが、EDIの 導入 が進 んでいるのは、電 気 ・電 子業界を中

心 とした業 界、鉄 鋼、石油化学 な どの素材 を中心 とした業界 であ る。

① 電 子機 器、重電、電線

製 造業界 のなかでは早 くか らEDIの 普及が進 んでいる。既に業界標準が確立 してお

り、すべてCII標 準が採用 されて いる。電 子機器 業 界 は 、わ が 国 の製 造業 のな か で

は、一番EDIの 導入が進 んでい る。

② 鉄鋼業界(メ ーカー、商社 、中間加工物流 ほか)

固定 フ ォーマ ッ トであるが、昭和60年 頃か らEDIが 導 入 されてい る。現在 、CII標

準 に よる業際EDI(造 船 ・中間加工物流)の 導入が行 われてい る。

③ 石油化学

昭和60年 ごろか ら、倉 庫業 者 とのEDI(プ ライベー ト・フ ォーマ ッ ト)が 実施 され

てい る。現在 、CII標 準に よる総合商社 、専門商社 とのEDIが 導入 され てい る。

(4)建 設 、住宅産業

CII標 準 に よるEDIの 業界標 準化後 、EDIの 導入が活発化 している。
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(5)電 力 ・ガス業界

① 電力 を中心 と した業 界(重 電 、電線)

電子機器 業界 に次 いで早 くか らEDIの 導入 が行 われた。 現 在 は、CII標 準 に よる

EDIの 導入 が活 発化 している。

② ガス業界

CII標 準に よる業 界標 準を作成 中であ り、今後 、EDI導 入が活発 化す る と考 え られ

る。
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第2章 標 準 化 の 動 向 と 方 向

2.1わ が国にお ける標準 化の歴 史

わが国で は、 これ まで、様 々な業界 で帳票 の標準化作業が行われ て きた。 その うちの ご

く僅かな ケースだけが実行 に移 され 、今 日業界標準 と して定着 してい る例 が あ る。EDI

(以前 は、オ ンライ ン取引 と呼ばれた)の フ ォーマ ッ ト標準化作業 は、昭和50年 代後 半か

ら始 まってい るが、昭和50年 代 にはす でに活発な標 準化作 業 が行 わ れ て い た米 国 に比 べ

る と、そ の歴史 は まだ短 い とい うことがで きる。

(1)鉄 鋼業界 の フ ォーマ ッ ト標 準化作業

昭和43年 か ら、㈹鋼材倶楽 部で高炉 メーカーと商社間(鉄 鋼業 界)で 交換す る帳票 の

標準化作業 が行われ た。 この検討 では、帳票 の標準化 には至 らず 、昭 和45年 に 、発 注

書、送 り状/請 求書 で使 われ るデ ータエ レメン トの標準 化 が行 わ れ た。 さらに 、昭 和

47年 には、磁気 テ ープに よる情報交換 の一般化に対 応 し、データエ レメン トの標 準化を

ベースに、 この磁気 チーフ.・フ ォーマ ッ トの標準化 が行 わ れ 、実 際 に使 わ れ る よ うに

な った。 これは、 日本 におけ る標 準化 のパイオニア として有名 にな った ものであ る。 さ

らに、この磁気 チー フ。・フ ォーマ ッ トは、昭和60年 以後か ら活発化 したEDIの 構築に も

採用 され 、今 日で も高炉 メーカーと商社 間で使用 され ている。

この フ ォーマ ヅ トは、1メ ッセ ージ当た り1Kbyteを 越 え る長 さ(平 成 元年 版:1.2

Kbyte)を 持 つ固定長形式 のやや特殊 な もので、他の業界 で採用 され ることはなか った。

(2)日 本 チ ェー ン ・ス トア協会の フ ォーマ ッ ト

昭和50年 代には、大手 チ ェーン ・ス トアでは集配信 シス テ ム と称 す るネ ッ トワー ク

を積極 的に構築 していた。 これは、チ ェーン ・ス トア加盟店 のオ ーダー情報を本部 に集

めて一括 す るシステ ムで、デ ータエン トリー ・システ ム とも呼 ばれ た。 本部 に集 め た

デー タは、問屋 お よび メーカーへ の発注情報 として送 るので、社 内 シス テムとEDIを 結

合 した新 しいシステ ム(ネ ッ トワーク)が 誕生する ことにな った。当時 は、このEDIを

オ ンライ ン取引 と呼んだ。 この時、 日本 チ ェーン ・ス トア協会 では、通信手順 の標準 と

してJCA手 順を発表 し、フ ォーマ ッ トの標準 として、チ ェーン ・ス トア統一 フ ォーマ ッ

トを発表 した。 さらに、標準 ター ンアラ ウン ド伝票 を発表 し、チ ェー ン ・ス トアのネ ッ

トワーク構築 に必要 な標 準が一通 り整備 された。 この標 準を、大手 チ ェーン ・ス トアが

採用 したの で、 以後 、大手 チ ェー ン ・ス トアのEDI規 格 は統一 され、今 日に至 るまで使
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用 され る ことにな った。 、'

JCA手 順は、後 でJ手 順 に名称 が変更 され 、わが国の代表 的業界標準 にな っている こ

とは、よく知 られ ている。チ ェー ン ・ス トア統一 フ ォーマ ッ トは、このJ手 順 と組み合わ

せて使 う固定長 の フ ォーマ ヅ トで、他 の流通各業界 でのEDI構 築 のベ ースに な り、現在

で もこの系統 に属す るフ ォーマ ッ トが多数使 われてい る。

(3)流 通業界 の業界VANと 標 準化

昭和60年 の電気通信事業法 の改正以後 、多数 の業 界VANが 構i築された 。業 界VAN

とは、同一業 界内の企業 グル ープあ るいは同業他社 である大 手企業 間の業 務提携 に よっ

て、共同のネ ッ トワーク構 築 ・運 営主体(法 人 また は任意法 人)を 作 り、共同セ ンター

やデ ータベ ースそ して共同 ネ ッ トワークを作 って、EDIな どの ネ ヅ トワーク ・サ ー ビス

を行 うもので ある。多 くは、○○ ネ ッ トワー クや ××VANな どの名前が付いてい る。

業界VANは 、特 に流通業界 で積極的 に構築 され、ネ ッ トワー ク化戦略 とも言われ た。

業界VANを 構築す る時 は、そ の業 界VAN独 自の標準 が作成 され るのが普通 で、ほ とん

表2-1標 準化 の年表

年 代 日 本 米 国 欧 州

1970年

・鉄鋼業界の項目標準化
・全銀為替交換 システムの構築 ・TDCCシ ンタヲクスルール の 提 案

・TDI規 格の開発
・UN/ECEでTDI規 格 の 正 式

採用
1980年 ・ECで のTEDISプ ロジェクト

・1982年JCA手1順 及 び チrン

ストア 統 一 フォーマヲト制 定 ・1983年ANSI
.X12

(第1版)制 定

EDI-EDI論 争

1985年 UN/JEDI結 成

・業界VANの 構築活発化 ・1986年ANSI .X12

(第2版)制 定

・1987年EIAJ標 準 の 開 発

・1988年EIAJ標 準 普 及 ・1988年(1987年 末)EDIFACT制 定

・1988年 米 国 ・欧 州EDIFACTボ ー ド設 置

1990年 ・1990年 日本JRT正 式 参 加 ・1990年JRT開 始

・1991年CIIシ ンタックスルール 開 発

・1992年CII標 準 確 立 ・1992年EDIFACT移 行 案

・1994年EDIFACT融 合 案
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どの業界VANの 標 準がチ ェーン ・ス トアの標 準を参考 に して作成 された 。 そ の結 果 、

流通業界全般 的に、概略 同一の標 準化 が達成 され ることにな ったが、細 部 は業 界VAN

ご とに異 な るため、業界VAN間 の相 互接続は困難 にな った。

業界VANと い う名称は、特定 の業 界に一つ とい う意味合いであ るが、 実 際 に は、 自

由競争下 で業 界VAN組 織 が作 られたため、一 つの業 界に複数 の業界VANが 設立 され 、

多端末現 象発 生 の要 因にな って しまった。 さ らに、それ ぞれ の業界VANの 規 模 が 当初

予測 の よ うに大 き くな らず 、平成元年 以後は、運 営面 で もい きず ま りを見 せ る よ うに

な ってい る。

(4)電 子機 器業界 の標準化(EIAJ標 準 の確立)

昭和61年 、流通業界 での業界VAN構i築 が活発化 す るなか で、製造業界 の電 子機器 業

界で も大手企業を 中心 に、業界VANの 構築準備が進 んでいた。 この まま進 めば 、 大手

組 み立 て メーカーへ の納 入者 である部 品 メー カーでは、多端末現象 の発生が避 け られ な

い と見 られて いた。

聞 日本電子機械工業会(EIAJ)で は、既に、流通業界 で顕在化 していた多端末現象 を

避 け るため に、昭和62年 にrオ ンライ ン取 引運 営委 員会』を設置 し、㊥ 日本 情報処理 開

発協会 ・産業情報化推進 セ ンターと共 同で、EDI標 準化 の検討を開始 した。検 討 は、昭

和50年 代後半に標準化 を達成 したチ ェー ン ・ス トアの標準 を参考 に して、行われた。

検討の結果 、チ ェーン ・ス トア型 の固定長形式 では実現 困難 な ことが次第 に明確 にな

り、昭和62年 末 には、標 準化作業が行 き詰 まった。そ こで、固定長形式 の採用を諦 め、

新 しい可変長形式 の採用 で事態の打開を図 ることに し、当時最新 の技術 として入手可能

だ った米 国のANSIX.12を 参考に した分析が行われた。そ の結果、可 変 長 方式 で あれ

ば、我慢 可能な範囲 に問題点 を押 し込め る ことが分か った。同時に、ANSIX.12の よう

なデータセ グメ ン トの組み合わせ より、 メ ッセー ジに と って よ り基 本 的 な要 素 で あ る

データ項 目の組 み合わせ の方が、 メ ッセージ作成時の柔軟性が大 きい ことが分か り、結

局 、新 たにEIAJシ ンタ ックスル ールが開発 され た。

標準 メ ッセージは、EIAJシ ンタ ックスル ール の開発 と平行 して開発 され、昭和63年

4月 に 『EIAJ情 報化対応標準lA』(暫 定版)と い う名称 で、公開 の標 準 と して発表 され

た。

この標 準は、業界VANを 越 えた概念 を生 み出 した こ とで も画期 的で あ った。 標 準 の

中に、ネ ッ トワー クの構成 やVAN間 接続 の方法 が含 まれ ていた。 したが って、 昭和63
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年 に この標準 が実運用 され た時、す ぐにVAN間 接続が行われた。 これ らの基本 的 手法

がすべ て公 開であ ったので、すでに米国 で行 われていたEDIサ ー ビスの実現 への第一歩

とな った。 尚、1Aの 正式版 は平成元年5月 に発行 されてい る。

2.2Cll標 準の開発 と実用化

EIAJ標 準の開発 と実用化 は、わが国 の標準化 の転機 にな った。それ までの標準化で は、

成 功 して も しな くて も、その規格 の詳細 が発表 され る ことは稀 であ った。一方、『EIAJ情

報 化対応標 準1A』 は、有償 では あ ったが、一般 に頒布 され 、その規格 を守 ことを条件 に誰

で も使 うことが可能 とされた。 また、可変長 の標 準では、 トランス レーターの使用が不可

欠で あるが、 トランス レーターは聞 日本電子機械工業会か ら格安 で提供 された。そのため、

この標 準の運 用が始 ま り、その効果が実証 され るとす ぐに、他 の製 造業 界か らの問い合わ

せが多数寄せ られ、実際に導入 した い とい う要 望 も多 くな った。 ここで、問題が発生 した。

『EIAJ情 報化対応標準1A』 は、その規 格を守 こ とを条 件 に誰 で も使 うこ とが 可能 で

あったが、電子機器業界専用 に設計 され てお り、マイナ ーチ ェンジを必要 とす る業界で は

使 えな いことにな った。マイナ ーチ ェンジす る必要があ るのは、標 準 メ ッセージである。

しか し、EIAJシ ンタ ックスル ール は、多数 の業 界の標 準 メ ッセ ージを運 用 す る よ うに は

設計 されていない。EIAJシ ンタ ックスル ールの拡 張が必要 にな った。 この拡 張 の結 果 誕

生 したのが、CIIシ ンタ ヅクスル ールであ り、CII標 準 であ る。

(1)シ ンタ ックスル ールのJIS化 調査

昭和63年1月(正 確 には、昭和62年12月)にEDIFACTシ ンタ ックスルール がISOに

登録 され(ISO9735)、 国際標 準が発行 した。 これ を受 けて、工業技術 院で は、 平成 元

年4月 か ら2年 間に渡 って、シ ンタ ックスル ールのJIS規 格制定 に関す る調査 を行 った。

しか し、わ が国では電子機器業界 のみが、可変長(EIAJ標 準:EIAJシ ンタ ックスルー

ル)のEDIを 運 用 してい るだけで あ り、EDIFACTシ ンタ ックスル ール については使用

例がないため、 シ ンタ ックスル ールのJIS規 格化 は時期 尚早 とされた。

また、JIS化 され るシ ンタ ックスル ールは、国 内の全業界 で使 え ることと、漢 字 が使

用可能な こ とが条件 とされた。EIAJシ ンタ ックスル ールは電子機器業界 向け で汎 用性

が少ない こ とが問題 とされ、EDIFACTシ ンタ ックスル ール は漢字 が使用 で きない こと

が問題 とされた。
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(2)CIIシ ンタ ックスル ールの開発

平成3年 始 め、主 な製 造業6業 種 と総合商社 の有志 が集 ま り、㊥ 日本情報 処理開発協

会 ・産業情報化推進 セ ンター(CII)が 提案 したEIAJシ ンタ ックスルールの拡張案につ

いて検討 が行われ た。 その結 果 、EIAJシ ンタ ックス ル ー ル との互換 性 につ い て再 度

チ ェックす ることな どを条 件に、CII案 の開発について了承 され、平成3年4月 にCII

シンタ ックスルール試作 仕様LOOが 完成 した。

次 いで、平成3年5月 に、CIIト ランス レーター開発委員会 が組織 され、コンピュー タ

・メーカーお よび ソフ トウ ェア ・メーカー約20社 の参 加 の も とに、CIIシ ンタ ックス

ルール試作仕様1.00の 見直 しと、CIIト ランス レーターの開発 が行 われ た。この結果 、平

成4年4月 にrCIIシ ンタ ックスル ール1.10』 とCIIト ランス レー ターが完成 し、 いつ

で も実用化 可能 な状態 にな った。

(3)国 内標 準の確立(CIIシ ンタ ックスル ールか らCII標 準へ)

平成3年 には、CIIシ ンタ ックスルールの開発 と平 行 して、主要 な製造業 の有志 に よ

り、EDI標 準化の方針 に関 して検 討が行われ、平成2年 度 の通商産業省機械情報産業局

の私 的諮 問機 関であ る情報処理 相互運用環境整備委員会 で提 案 された、国内取 引に 国内

標準 を用 い国際取 引に国際標 準を用い る方式 を取 り入れ ること と、国 内標 準にCIIシ ン

タ ックスルール を適用 す ることを決定 した。

国際標準 であるUN/EDIFACTに ついては、標準 メ ッセ ージの開発が進 ま ない こ と

と当面 国際EDIの ニ ーズが少な い ことか ら、国内EDIの 構 築 を優 先す る こ と と して 、

CIIシ ンタ ックスル ール と ともに用 いる標準 メ ッセ ージの開発 を ど うす るか が、検討 さ

れ た。

しか し、この時参 加 した多 くの業界 は、昭和60年 以後、業 界 でのデータ項 目の標準化

に関す る検討 が行わ れてお り、 い くつかの業界 では、既 に、EIAJ標 準を 真似 て 自業 界

の標準 メ ッセー ジの原 案を作成 していた。そ こで、国内標 準 メ ッセー ジを新た に開発 し

て各業界 がサブセ ッ トを切 りだす方式 よ りも、各業界 の標 準 メ ッセー ジを尊重 して、 こ

の メ ッセー ジ群 とCIIシ ンタ ックスル ールを組み合わ せて 『CII標 準』 を確立 す る方 が

合理 的だ とされ た。

この結果 、業界 ごとに 同種 の情報、例 えば注文情報 、がで きる ことになるが、 これは

『BPID』(ビ ジネ スプ ロ トコル管理機 関識別子)で 区別 す るこ ととし、標 準 メ ッセージ

はそれ ぞれの業界 で管理す る ことになった。そ こで、『BPID』 の割 り振 りを管 理す る委
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、十
CII標 準 メ ッic-eジ 群

EIAJ標 準 A業 界 標準 B業 界 標準 c業 界 標準

(標準 メ ヅセージ) (標準 メ ヅセージ) (標準 メ ッセー ジ) (標準 メ ヅセー ジ)

.購 巡, 書B－ 分 …
`` ふ■ 凸▲

:EIAJ

iシ ンタ'1タXith・th CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル

詩 饗 一鉄CII-EDIサ ー ビ ス

図2-1CII標 準構 成 とCII-EDIサ ー ビス

員会 として、デ ータタグ委員会 が 産 業情 報化 推 進 セ ン ター 内に設 置 され 、た だ ち に 、

rBPID』 の割 り振 りが行われ た。 現在(平 成7年3月)、12の 標 準 メ ッセー ジ作成 機関

が 『BPID』 を持 ってい る。また、標準 メ ッセー ジの管理 と開発 を業 界 ごととす る ことに

した ことと、CIIシ ンタ ックス ルールがEIAJシ ンタ ックスル ール の上方互 換 と して 開

発 されたため、EIAJ標 準 はCII標 準にス ムースに含 め る ことがで きた。

こ うして、平成4年4月 までに 、CII標 準 が構築 された。

(4)CII標 準の実用化

平成4年6月 に東京で開催 され たEDICOM'92でCII標 準 が報 告 され る と と もに、

CII標 準のデモが実施 され た。 次 いで、平成4年7月 に、石 油化 学業界で最初 のCII標

準 に よるEDIが 実用稼 働 し、9月 に、CIIシ ンタ ックスル ール110の 規格書 が正式 に発

行 され た。 さらに、 当プ ロジェク トの初年度 の運 用実験 として、電子機 器業 界 と物流業

界間の業際EDIに も適用 され、平成5年1月 に運 用実験 が行 われた。

(5)CIIシ ンタ ックスル ールの機 能追加

平成4年7月 の石 油化学業 界で の実用化以後 、 マルチ メデ ィア化 の検討 が建設業 界の

要望を受けて行われ 、CADデ ー タや イメージ ・デー タを取 り扱 える ように、バイナ リー

・デ ータの導 入が行 われた。 この拡張 オプシ ョン機能 は、平成5年3月 に完成 し、最新

のCIIシ ンタ ックスルールのバ ージ ョンは 『1.11お よび1.51』 とな って い る。 また、
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CIIシ ンタ ックスルール の メンテナ ンスは、産 業情 報化 推 進 セ ン ター 内 に設置 され た

『シ ンタ ックスル ール検討委員会』 で行 っている。

(6)CII標 準 の特徴

CII標 準 は共通 のCIIシ ンタ ックスル ール と、業 界 ごとの標 準 メ.ッセ ージで構成 され

てい る。 ここでい う業界 とは、業種 ではな く、取引の範 囲を意味 してい る。例 えば、電

子機器業 界(EIAJ)と い うのは、電 子機器 製造業 の ことではな く、電 子機 器製造業の取

引先業種 を含 めた取 引の範 囲を意味 してい る。 したが って、EIAJ標 準 メ ッセ ー ジは、

電子機器業 界 の他 、重電業界や電線業界 で も使 うもので あ る。 鉄 鋼標 準 は 、高炉 メー

カー、中間加工 メーカーや総合商社 で使 うものであ り、場合 に よっては、造船 メーカー

や 自動 車 メーカーで も使 うものである。 すなわち、CII標 準 の標 準 メ ッセージは取引 の

種類 に沿 って作 られ て お り、取 引 の種 類 に応 じて 、業 界 名が 付 け られ て い る。 業 界

VANの 業界 とは、異な る意味であ る。

表2-2CII標 準 の普及状況

平成元年 2年 3年 4年 5年 6年 備考

電子機器

石油化学

鉄 鋼

建 設

住宅産業

電 力

ガ ス

電 線

電機機器

総合商社

自動車

物流業際

金融業際

ホームセンクー

流通一般

予 定

,一

一

,-F,.,一..

一

検討中, トライアル(運 用実験), 実用稼働
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表2-3CII標 準 －UN/EDIFACT比 較 表(そ の1)

項 目 CII標 準 UN/EDIFACT

名 前 CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル EDIFACT(ISO9735)

産業情報化推進セ ンター(シ ンタック UN/ECE-WP.4(SDGグ ル

管理機関 スルール検討委員会) 一 プ)

1.11及 び1.51(1.51は1.11に

現 バ ー ジ ョ ン 長 大 バイナリーデータを 追 加 した もの,1.11で 1988年 版(2～3年 後に次期バ ー

シ は 、32767byte以 下 の バイナリーデの 使 用 が ジ ョンに改訂予定)

可能,他 の機能 は同一)

可変長 データ項目単位の可変長 同 左
ン

文 字(X)(32767byte以 下),

浮動小数点十進数(N)(30桁 以下), 文字(X),浮 動小数点十進数(N)

デ ー タ 固定小数点十進数(9)(30桁 以下), (デ ータ長制限な し)

夕 項目属性 年月 日(Y)(60r8桁),

(デ ータ長) 漢 字(K)(32767byte以 下), 注)次 期バ ージ ョンで は、長大バ イナ
バ イ ナ リー(B) リーと漢字を追加予定。

長 大 バ イ ナ リー(0～ 。。byte)

ツ

注)次 期バージ ョンでは、漢字 シフ ト

漢字導入方式 標準 メ ッセー ジ上で、漢字項 目を明示 コ ー ドで 、 電 文 上 で 明 示 。

ク 32767byte以 下 の 時 、 デ ー タ 項 目 と し

バ イ ナ リー 導 て定義可能。 注)次 期バ ージョンでの導入方法 は、

入方式 長 大 バ イ ナ リ ー は 、 通 常 、 フ ァ イ ル と 不 明 。

し て 定 義(ト ランスレーターの インタフェース による)。

ス

デ ー タ エ レメ ン ト、 ま た は 、 複 数 の デ データエ レメ ン ト単位 の暗示方式,デ
一夕エ レメ ンをセ ッ トに した明示方式 一タセグメ ン ト単位 の暗示方式,デ ー

繰り返 し方式 (規格上 はデータエ レメ ン ト単位の暗 タセグメント単位の明示方式(通 常使
ル 示方式 もあ るが、通常使わない)。 用 されない)。

データセグメン ト単位で特 に制限な し

繰 り返 しの 明示方式 により36重 まで (暗示方式を使 うとセ グメ ン ト・コ リ
1 ネス ト ジョンが起 きやす い)

データセグメン トに付 け られたセ グメ

データ項 目特 デー タ項 目に付け られたデータタグ番 ン トタグとセ グメ ン トタグ内の位置に

ル 定方式 号により特定 よ って特定

データ長の特 データ項 目に付け られた レングスタグ 2種 類のセパ レーターによって特定(

定 (バイナリー表 現)に よ って 特 定 コンポーネント・デ一夕セパレ一夕,デ ータエレメント●セパレータ)

セグメ ン トの データセ グメ ン トに付 け られたセグメ

特定 セ グメ ン ト無 し ン トタグで特定

セグメ ン ト長

の特定 〃 デ ー タ セ グ メ ン ト ・セ パ レ一 夕 で 特 定

メ ッセ ー ジの メッセージ・ヘヲダー、TFDエ リ ア(デ ー タ 項 メッセージ・ヘッダー・セグメント、 セグメントの 並 び 、 メッ

構造 目 の 並 び)、 メヲ七一ジトレーラ で 構 成 セージ・トレーラ・セグメンドで 構 成
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表2-3CII標 準 －UN/EDIFACT比 較 表(そ の2)

項 目 CII標 準 UN/EDIFACT

機能 グループ 機 能 グループ・ヘーダー・セグメント 、 メッセージの 並 び

の構造 機能 グループ無 し 、 機 能 グループ・トレーラ・セグメント で 構 成

メ ッ セ ー ジ ・ メヲセージ・グルーア・へーダー 、 メッセージの 並 び 、 メッ メッセージ・グループ・へーダー・セグメント 、 機 能 グループの

シ グループの構 セージ・グルーア・トレーラ で 構 成 並 び 又 は メヲセージの 並 び 、 メッセージ・グルーア・ト

ン 造 レーラ・セグメント で 構 成

タ

ツ 交換ベース ファイル転送 同 左
ク

ス レコー ド型(固 定長、可変長), 非構造型(不 定長)
ル ファイル形式 非構造型(不 定長) 注)レ コー ド型の規定がないので、通
| 注)1.51は 透 過 モ ー ドの み 常 ロ ー カ ル ・ル ー ル で 対 処

ル

EDIサ ー ビ メッセージ・グループ・ヘーダー で 経 路 選 択 、VAN 不明(特 にルールな し)、 新バー ジョ
ス 間接続指定可。 ンで考慮される可能性有り。

シンタックスルール・バー

ジョン 管 理 メッセージ・グ加 プ・へーダー で 明 確 に 表 示 不完全(新 バー ジョンで改善予定)

CIIト ラ ンス レ ー タ ー,各 種 メ ー カ EDIFACTト ラ ン ス レ ー タ ー,日 本 製 は

名前,製 造メ 一が発売 中、仕様適合性が良好な もの 現在の ところない,仕 様適合性試験制
卜 一 カ ー 等 に対 してCII推 奨制度有 り。 度 はない。
ラ

ン 文 字 コ ー ド、 漢 字 コ ー ドの 標 準 と ロ ー 不明(標 準の文字 コー ドは義務化 され
ス データ項 目属 カルの変換 は標 準装備、 日付 の6桁 一 ていない,次 期バ ージ ョンで は義務化
レ 性変換機能 8桁 変換 も装備 される予定)
一

夕 修飾子処理 CIIシ ンクヲクスルール に は 修 飾 子 無 し 変換 テーブルで対応

1

そ の 他 、EDIフ ラット・ファイル と 標 準 と を 相

その他 互に変換する機能を持っ 同 左

全世界で一つを開発 ・管理,サ ブセ ッ

全体体系 業界 ごとの開発 ・管理 トによる国 ・業界単位 メ ッセー ジ

メ 標準 メ ッセージ開発機 関,但 し、全体

管理機関 の調整を産業情報化推進セ ンターで実 UN/ECE-WP.4(国 連 ・欧 州

施 経済委員会 ワーキ ング ・パーティ4)

ツ

データ項 目 スペ シフィックデータ項 目 ジェネラライズ ド・データ項 目

セ セグメ ン トの集合(並 び)お よびデー

表現形式 データ項 目の集合(並 び)で 表現 夕項目の集合(並 び)で 表現

1 EDIフ ラットファ 標 準 メ ッセ ー ジが そ の ま まEDIフ ラヲ} 標 準 メ ッ セ ー ジ は特 にEDIフ ラヲトファイル

イルのモデル ファイルの モ デ ル と な る 。 のモデル とは関係ない。

ジ UN/ECE-WP.4定 期会合資料

規格書 各標準メッセージ開発管理機関で発行 として配布

メ ッセ ー ジの 各標準メッセージ開発管理機関が発行
運用方法など する規格書などで説明。 未 整 備
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表2-3CI・1標 準 －UN/EDIFACT比 較 表'(そ の3)

項 目 CII標 準 UN/EDIFACT

データセ グメン トがな いので、必要な 必要なデータ項 目を抽出 し、既 に作 成
データ項 目を抽 出 し、並べ るだけで、 されているデータセ グメ ン トとのマ ッ

容易に作成可能。 もっとも、繰 り返 し チ ングを考えなが ら、かっ、既 にあ る

構造などを、安 直に決めてはな らない 標準メ ッセージへの影響が少 な くな る

標準メ ッセー 。既にあるデータ項 目はそのまま使用 よ うに考慮 し、慎重 にデ一夕セグメ ン

メ ジの作成方法 し、新規 のデータ項 目にっいては、新 トを設計 し、データセ グメ ン トの並 び

規にデータタグ番号 を付 ける。 を作 る。

新規の標準 メ ッセー ジが既存の標準 メ 新規の標準 メ ッセー ジを作 ると、他の
ッ七一 ジに影響す ることはない。 既存の標準 メ ッセー ジに影響 が出る場

ツ 合が多 い。
したが って、標準メ ッセ ージの作成 は

難 しいので、国際標準 と して開発され

た標準 メ ッセージをベースと して、業
セ 界用等 のサ ブセ ッ トを作成す ることで

対応す る。

標準 メ ッセ ージ作成時 に、標準化を進 様 々な標準 コー ドが用意 されて いる。
1 デ ー タ コ ー ド めなければな らない。幾つかのデータ 但 し、業界内のサブセ ッ ト作成時に適

ユ ー ドに つ い て は 標 準 コ ー ドが あ る 。 合性な どをチ ェックす る必要が ある。

既存のデ ータ 属性 やデータ長の変更 などは、一般 に
ジ 項目の変更 影響が太き過ぎて不可。 同 左

データ項 目の削除 ・追加 は必ずデ一夕セグメ

既 存 の メヲセージ 対象 メ ッセー ジへの影響 のみ。一般的 ントの変更を伴 うので、一般的に他 の多
へ の データ項 目 に追加 は容 易。 くの メヲセージ へ 影 響 が 及 ぶ,し た が って

の削除 ・追加 慎重に実施 しなければな らない。

標 準 メ ッ セ ー

ジ利用方法 2社 間個別取決め 同 左

E メ ッセ ー ジの トラ ン ス レー タ ー の バ ー ジ ョ ン管 理 機

バージョン 管 理 能で対応 同 左

EDIフ ラットファイル

D の設計 標準メ ッセ ージをモデル と して設計。 特 にモデルはない。

交換 メ ッセー JISXO201,XO208に 義 務 化 さ れ て い る 2柱 間個別取決め(推 奨コードはあるが

ジ文字 コー ド (特別の調整不要)。 義務化 されて いない)。
1

全 銀 手1順 、J手 順(1.11で の み で 、 バイ

交換用通信ツ ナリザ 一夕は 使 え な い)、F手 順 、H手 順 F手 順、H手 順、その他の手順 の時 は
一 ル 、その他ファイル転送手順 別途 ローカルルールが必要

運
EDIネ ッ ト CII-EDIサ ー ビス が 整 備 さ れ て' EDIFACT-EDIサ ー ビ ス は 、 ま だ 整 備

ワ ー ク い る 。 されていない。

用
その他 製造業の大 手業界団体や コンピュータ コンピュータベ ンダーで、導入に関す

ベ ンダーで導入 に関する相談が可能。 る相談が可能。
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したが って、業界 ごとの標 準 メ ッセ ージが多数開発 され る心配 はな く、現在10種 類 の

標準 メ ッセー ジ ・シ リー ズが 開発 され てい るが 、将 来 も20種 類 以下 で国 内全体 を カ

バーで きる。

また、CIIシ ンタ ックスル ールは、異機種 コンピュータ間での漢字交換 を可能 とす る

とともに、建設業界 のEDIや 製造業のCALSサ ポー トで必要 とされ るバ イナ リー ・デー

タの交換 に も対応 してお り、今後長期 に渡 って、使用 に耐え るもので ある。

2.3海 外 の 標 準 と 国際 標 準 化

海 外 の標 準'と して は 、米 国 のANSI.X12お よび ヨー ロ ッパ のTDIが あ り、国 際標 準 と し

てはUN/EDIFACTが あ る。

(1)ANSI.X12

ANSI.Xl2は 、TDCCシ ン タ ックスル ール を 改 良 して 昭 和58年(1983年)に 標 準 メ ッ

セ ー ジ と と もに 制 定 され た米 国 内用 の 標 準 で あ り、昭 和61年(1986年)の 第2版 に な っ

て 、実 用 的 規 格 に な った と言 わ れ る。 昭 和62年(1987年)以 後 、 急 速 に 普 及 し、 現 在

(平 成7年)で は 、 米 国 のEDIの 約 半 分 は 、ANSI.X12規 格 で運 用 され て い る と言 う。

わ が 国 の企 業 で も米 国 と の 国際EDIにANSI.X12を 使 用 して い る例 が あ り、米 国 で の

国 内EDI、 国 際EDIを 問わ ず 使 用 され て お り、 ヨー ロ ッパ で も米 国 と の取 引 に 使 用 され

て い る例 が あ る。

ANSI.X12は 、現 在 、第3版 が使 わ れ て い るが 、1997年 に第4版 が 制 定 され る こ とに

な って い る。後 術 の 国 際標 準 化 との 関連 で、1997年 以後 のANSI.X12の メ ンテ ナ ンスや

運 用 に つ い て 、現 在 、検 討 が 続 け られ て い る。

(2)TDI

TDI(TradeDataInterchange)は 、 米 国 で のTDCCシ ンタ ッ クスル ー ル の提 案 を 見

て 、 ヨー ロ ッパ で 開発 され た規 格 で あ る。1980年 頃 に 、UN/ECE(国 連 欧 州 経 済 委 員

会)が 、 ヨー ロ ッパ のEDIの 正 式 規 格 と して採 用 し、TDI規 格 を ベ ース と したEDIシ ス

テ ムの 開 発 で あ るTEDISフ.ロ ジ ェ ク トが 、 当時 のECに よ っ て 開 始 され た 。 こ の 規 格

は 、 イ ギ リス の 流 通 業 界 な どで採 用 され た が 、 ヨー ロ ッパ 全 体 と して は普 及 が進 まず 、

1983年 の米 国 で のANSI.X12制 定 以 後 、UN/ECEはTDI規 格 に こだ わ らな い 国 際統 一

規 格 開発 に 、 方 針 を 変 更 した ため 、1990年 まで に 、 この 規 格 は公 式 文 書 上 か らは 消滅 す

る こ とに な った。 しか しな が ら、現在 で もイ ギ リス で は 、TDI規 格 のEDIが 稼 働 して い
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る。 また、ODETE・(ヨ ー ロッパの 自動車業界)やEDIFICE(ヨ ー ロッパの電 子機器業

界)で は、TDI規 格 で使 われた標 準 メ ッセージをEDIFACTシ ンタ ックスルール と組 み

合わせてEDIを 運 用 してい る。

(3)UN/EDIFACT

前述 した ように、UN/ECEは 、1985年 頃 か ら、新 たな国際統－EDI規 格 の開発を 目

標 として、米国のANSI.X12グ ル ーフ.に対 して、共同 開発 の呼びか けを行 った。呼びか

けに応 じた米国 と ヨー ロッパ の間 で最初 に行われ たのは、EDI-TDI論 争 で ある。(A-

NSI.X12に よるデ ータ交換は、EDIと 呼 ばれ ていた。)'

論 争 の結 果 、UN/JEDI(UN-JointEDI)カ ミ組 織 され 、EDIで もTDIで もない

EDIFACTシ ンタ ックスル ール の開発 が始 まった。EDIFACTシ ンタ ックスル ール は、

1987年 末 までにISO規 格 と して登録 された。並行 して開発 され て い た標 準 メ ッセ ー ジ

は、イ ンボイスである。 しか しなが ら、イ ンボイスは1988年 ま でに 開発 は完 了 せず 、

UN/JEDIの 後継組織 と して整備 された地域別EDIFACTボ ご ドに、他 の標準 メ ッセー

ジの開発 とともに引 き継 がれた。

1990年 には、標準 メ ッセージ設計方 針 の抜本的変 更が あ り、それ以前 の標準 メ ッセー

ジは事実 上すべて放棄 された。 そ して、 国際標準で あるに もかか わ らず 、1992年 のEC

市場統 合を ターゲ ッ トとして開発が進め られた。現在 、1992年 バー ジ ョンが もっとも実

用的 とされ るのは、このこ とと大 き く関係 してい る。1992年 以後 も標 準 メ ッセー ジの開

発は続 いてお り、 この中には新 規 メ ッセ[ジ の追加 だけでな く、既存 メ ッセー ジの変 更

もかな り多 いことか ら、EDIFACTの 不安定性 とい う非難 の大 きな原因にな ってい る。

現状でのEDIFACTの 普及速度 は、当初予測 された よ りず っと遅 い。その原 因につい

て様 々な角度か ら検討 が行われ、対策 が行われ ている。

(4)ANSI.X12]UN/EDIFACT連 携 プ ラン ・

1992年 米 国のANSI.X12グ ル ーフ.は、1997年 のANSI.X12第4版 の開発完了を もっ

て、ANSI.X12の 開発 を完了 し、以後、UN/EDIFACTの 開発を行 うことを決め た。こ

れは、UN/ECEで のEDIFACTの 開発進展 に対応 す る処置 と考 え られ る。そ の後 、何

度か米国の産業界に対 して、1997年 以後順次UN/EDIFACTを 採用す る よ う説 得 が試

み られたが思 いのほか難航 し、1995年10月 に作 成 され た妥協案 が よ うや く認 知 され る

ところ とな った。 この妥協案 の骨 子は、

① 米国 のEDIに 支障が ない よ うにEDIFACTシ ンタ ックスル ール の機 能 を強 化す
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る(シ ンタ ックスル ールの改定)。

② 米国 のEDIに 支障 がない よ うに標準 メ ヅセージを強化す る(改 定す る)。

③UN/EDIFACTの ドキ ュメン トを充実する。 一

④1997年 以後 も、ANSI.X12の メ ンテナンスを行 う。必要で あれば、新規 メ ッセ ー

ジも開発す る。

⑤1997年 以後 は、UN/EDIFACTを 米国 の正式規 格 と し、ANSLX12は デフ ァク

ト ・スタ ンダー ドとす る。

で ある。

ただ し、米 国の産業界 には根 強い反対 があ り、上記の⑤ が削除 され た形 で実施 され る

方 向で ある。その結 果、1997年 以後 もANSI.X12は 米国標準 と して維持 され る見込 みで

あ る。

2.4標 準化にお ける問題点 と当面 の対応

EDIの 標 準化は、国際 レベルの標準化 も指 向され る よ うにな り、大局 的には方 向が見 え

て きた とす るこ とがで きる。 しか しなが ら、具体的内容 そ して各論 となる と、 まだそれ ほ

ど確定 的方 向や スケ ジュールが あ るわけで は ない。また、標 準化 とは法律や規制では な く、

あ くまで も標準利用者 の コンセ ンサスを踏 まえた 自主 的努力で ある。

この よ うな状況 のなか で、標 準のユーザ ーである各企業 がそれ ぞれ どの よ うにシステ ム

構築計 画を立て るのか は、大 きな関心事 となろ う。当フ.ロジ ェク トは、その計画を検討す

る時に有効な情報や システム化案(業 際EDIの コンセブ.ト)を 提供す るもので あるが、 こ

こで、当 プ ロジ ェク トがベ ース とした標準化案 について述 べ る。

(1)国 内EDIと 国際EDIの 分離

グ ローバル な ビジネスの展 開、ボーダー レス取 引の時代 な ど、たいへん耳障 りの よい

キ ャ ッチ ・フ レーズが流行す る今 日であるが、概 して、 これ らのキ ャ ッチ ・フ レーズは

具体性 に乏 しい。確か に、 国際貿 易や海外調達そ して生産拠点 の海外 シフ トな どが増加

してい る ことは誰 で も認め る ところであ り、国際化 は時代 の流れ であ る。 しか し、そ の

よ うな現象 と産業界 の個別 の取 引 とを直接結 びつけ るの には、無理 があ る。

個別 の海外取 引につ いて見 れば、長 い間に変化 して きて い るが、 以前 と根本 的 に か

わ った訳 ではな い。現在 で も、国内取 引 と国際取 引では大 きな違 いがあ り、その違 い 自

体 は、 あま り変化 していな い。例 えば、以前 は ドル以 外 で の価 格 表 示 や決 済 は原則 な
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か った ところに、 円ベースが導 入 された程度 で ある。 しか し、 ここで言 う円とは、国際

通貨 としての円であ り、国内の円 とは区別 され るものである。 国際取 引では、以前 と同

じよ うに国際通貨 に よる取 引を しなければな らない。 この よ うな違 いを考 え る時、国 内

EDIと 国際EDIを 分けて考え るのが 自然で あるが、一方 で、新 しい方 向を打 ち出す考 え

方 もあろ う。 さらに別 な発想 として、国 内EDIの 優 先整備 とい うの もあ る。い くら海外

取 引が増加 した とい って も、全体 で見れ ば、 まだ圧倒的 に国内取 引が多い。順番 と して、

こち らの方 を優先す るのが合理 的であ ることにつ いては、大 きな支持 を得 られ ると考え

られ る。

す なわ ち、様 々な考 え方 が存在す る。 ただ し、 このプ ロジ ェク トは どの よ うな方 向が

望 ましいかを決 めるフ。ロジェク トではな く、国内業 際EDIの 有効性 を検証 す るプ ロジ ェ

ク トである。 は っき りしてい る 目標 は、 国 内の業 際EDIの 技 術 的確 立 で あ り、 国 内

EDIと 国際EDIを 分離す るとい う有力な方法 がある とい う点を念頭 に置 いて、検討を進

め るものであ る。

(2)国 内EDIの 標準

国内業 際EDIの 構 築方針駕決め るに当た って、標準化 を ど うす るかは、大 きな課題 で

ある。不幸に して、CII標 準 とUN/EDIFACTが 開発 され て しま ったために、わが 国で

は、その選択 に苦慮 す るとい う見かたが ある ようだ が、2つ の中か ら最適 な選択 がで き

るとい う前 向 きな検討 を したい と考え る。

当 プロジェク トでは、業際EDIの 実用 的な コンセ プ トの構 築 と標 準 メ ッセー ジの具体

化が 目的であ り、かつ、ただちに実用化 で きる ことを条件 と して いる。そ こで、標準 に

も以下の条件 が必要 とな る。

① す でに安定 してい る標 準で ある。

② 国内標準 としての最適化 が可能 であ る。

③ 技術 的 ツールが充実 してい る。

④ 標準 メ ッセー ジの開発 が容易であ る。

⑤ 可能 であれ ば、現在標準化 を推進 してい る業界 の標 準 と適合 している方 が よい。

これ らの条件か ら判 断す ると、 この フ.ロジ ェク トではCII標 準 の採用 が有利 とい う結

論 になる。 このフ.ロジ ェク トにUN/EDIFACTを 使用 す る場 合の問題点 を敢 え て述 べ

れば、以下 となる。 シンタ ックスル ール(ISO9735)の 改定 が予定 されていて、かつ、

標 準 メ ッセー ジの改定 も頻繁 であ る。国際標 準 メ ッセ ー ジ(UNSM)の 枠組 み を守 る
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と、国 内標 準 と しての最適化 が難 しい。技術的 ツール(ト ランス レーターな ど)が 充実

していない。 まだ 、現状 では、 カタカナや漢字 が使 えない。 現在、製造業界 な どでは、

CII標 準 を使 ってい る。

さらに、平成2年 度 の通商産業省 の情報処理相互運用環境 整備 委員会 の電子 デー タ交

換分科会では 、当面 の標 準化 の方 向 として、国 内EDIで はCII標 準 の使用 を提案 してい

る。

結 論 として、現 時点での最適解 として、CII標 準の採用 となる。

(3)国 際EDIと の融 合

短期的 には ともか く長期 的には ど うなるのであろ うか。いかに確か らしい想定 して も

予測 である ことには変 わ りはないが、国際標準 とは異 なる標 準を国 内へ導入す る代わ り

に、敢 えて予測 と対策を述 べ ることとす る。

第一に、国内標 準へ漢字を導 入 した瞬間、国 内EDIと 国際EDIと は別扱 いす る意思 が

明確にな った と自覚 しなけれ ばな らない。国 内EDIと 国際EDIを 同一 にす るのな らば、

国際性 のな い漢字 の使用 は避 けなければ な らないか らであ る。われわれ は、国 内EDIと

国際EDIを 分け る ことで、 よ り合理 的で使 いやす い国 内向け物 流EDIが 構 築 で きる メ

リッ トを得 る。第二 に国内物流 と国際物流 では大 きな違 いがあ る。EDIの 関係者(フ.レ

イヤ ーと言 う)か ら して違 って くる。そ こで、業務処理上 は国内物 流 と国際物流部 門を

分け るのが普通 であ る。 これ は、別 々のシステム体系たな ることを意味 している。 シス

テ ムが別 々で あれ ば、国内 と国際 の標準 が異 な っていて も支 障があ る ことにはな らない。

第三 に、 ニーズの大 きい順 にシステムを作 るのが合理的だ とす ると、最初 に作 るのは、

国内の業 際EDIで あ る。先 に述べ た ように、UN/EDIFACTを 明 日か ら開発 す る シス

テ ムに適用す るのには、まだ、未解決な 問題が あま りに多い。一 方、将来構築 が予定 さ

れ る国際物 流 のEDIで は、UN/EDIFACTも 安定 し、スムースに導入す る こ とが可 能

であろ う。 この時 、国内 と国際 は別 々のシステ ムにな っているので、 システ ム的な問題

が発 生す ることはない と予想す る。

この時重 要 なのは、UN/EDIFACTが 安定 している ことで あ り、 そ うな る よ うにわ

が国 も国際標準化 に積極的 に参加 して努力 しなければな らない。 ただ し、わ が国だけで

UN/EDIFACTを 安定 させ ることは不 可能 で、国際協力が不可欠 であ る。 そ のために、

国際協 力関係を さらに強化す る よう、わが 国は努力す る必要 があ る。
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(4)CII-UN/EDIFACT相 互 コンバ ーター

しか しそれ で も国内標準 と国際標準 を分離 す ることに対 す る不 安 を いだ くEDIユ ー

ザ ーが いるか も知れ ない。その不安へ の解答 として、図2-2の 国 内標 準 と国際標準を分

離 した時 のEDIユ ーザ ーの システ ムの概念 図を示 してお く。図2-2に よって、異 なる標

準 の他 に従来 の ロー カル標準 も含 めて、簡 単に統 合 システムの構 築が可能な ことが分か

る。

さらに、 当 プロジェク トでは も う一 つの融合方法 の可能性 を実証 して、 この項 の解 と

す る。それ は、『CII-UN/EDIFACT相 互 コンバー ター』で ある。これが実用 的であれ

ば、EDIユ ーザ ーは単一の標準を使 いつつ、国 内EDIと 国際EDIの 一 本 化 が可 能 とな

る。 ただ し一 本化す るのはEDIだ け であ り、業務処理その ものは一 本にな らな いので、

標 準の一本化 は想像 され ている よ りは メ リヅ トが少 ない ことも理解 していただ きたい も

のであ る。
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第3章 業 際EDIパ イ ロ ッ ト ・モ デル調 査 研 究 開 発 の 目的

3.1EDIの 量的拡大 と質 的拡 大

(1)EDI取 引先の拡大

昭和60年 頃の大手企業 では、EDIに よる取引先の数 は、多 くて も100社 程度 であ り、

大手取 引先 のEDIの パ ー トナーであ る企業(多 くは、受注者(納 入業者))で は、大 口納

入先数 社 とい うのが相場 であ った。 しか し、昭和61年 頃 のネ ッ トワー ク化戦 略の流行 以

後 、EDI導 入企業は急速 に拡大 してい くが、その主な理 由は、大手小売店や 大手組 み立

て メーカーが、商 品や部 品の調達先 との取 引を徹底的にEDI化 しよ うと した こ とに よ

る。 ・ 「

発注処 理(調 達)が 、従来型 の書類方式 とEDI方 式 の併用 よ りは、EDI－ 本化 の方 が

メ リッ トが大 きい ことは明確 であ り、調達側 での取 引の100%EDI化 へ の流れは必然 的

であ る。 この流れ は、受注側 に も及 んで来 る。受注側 では、納入商品 の調達や納 品物 生

産 のための部品調達 のEDI化 を進 める ことになる。 こ うして、南流の末端か ら順 に上流

へ 向けてのEDI化 の波が進行す る。 これは、EDIの 量 的拡大 である。

(2)受 発注処理 か ら トータルEDIへ

多 くの企業 では、受発注処理 のEDIが 先ず構築 され る。そ して 、最 初 に1社 だ った

EDI取 引先 が拡大 され、前述 した よ うに量 的拡大 のフ ェーズに入 る。量的拡大 が一段落

す る と、今度は受発注処理 の次 の納品処理 のEDI化 が始 まる。これがEDIの 質 的拡大 で

ある。

EDIを 構築す る時に、 もっとも重要 な ことは、パー トナーとの信頼 関係 であ る。受発

注処理 のEDIが 構 築 された時 の信頼関係をベ ースに、質 的拡 大 が行 わ れ る。 した が っ

て、初期 の質 的拡 大は、発注者 と受注者 間で対処 で きる業務処理 が対 象にな る。例 えば、

納入期 日な どを指示す る処 理、出荷デ ータ(納 品デー タ)を 送 る処理 そ して検収 データ

を送 る処理 な どは、 この2者 間の検討でEDIを 構築す る ことが できる。標 準化 で も同 じ

ことが言 え、発注 業界 と受注業 界 との合同検討 で可能 である。 したが って、多 くの業界

で、質的拡大 は、 この部分か ら始 まる。

受注者が 自社便 で納入す るのであれば、 この範囲で納 品に係わ るEDIを トー タル化す

ることが で きる。 しか し近年 、発 注者 と受注者 間の取 引か ら見れば第3者 である輸送専

門業 者に、輸送 を委 託す ることが一般化 して きた。 この方 が合理 的だか らである。 しか
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し、第3者 が関係す る業務処理 のEDI化 は、発注者 と受注者間 の検討だけ では、EDI化

が難iしくな る。

(3)業 際EDIの 発生

前述 した よ うに、第3者 の関係す るEDIを 業際EDIと して認識す る。納 品関係 の業務

処理 にEDIを 適用 す ると必ず発 生 して くるEDIで 、EDIの 質 的拡大に伴 うメイ ンテーマ

とも言 え る。

物流 の合理化 が進 むにつれ、従 来型 の 自社便中心か ら雇車便、路線便そ して宅配便 の

活用 とい うよ うに、輸送方法 その ものが拡大 してきた。現在で は、様 々な輸送方法 を最

適に駆 使 して物流 コス トを下げ ることが、極め て重要 とされ る。最適 に駆使す るために、

物流情 報 システムの構築が不可欠で あ り、そ の神経系 に相 当す るEDI(業 際EDI)が 重

要性を増 して くる。業際EDIは 、EDIの 量 的拡大 のあ と始 ま った質 的拡 大に必要不可欠

の要素 と言 え よう。

3.2業 際ED1パ イ ロ ッ ト ・モデル

(1)業 際EDIの 明確化

ここで、業 際EDIを 改めて、明確化 してお こ う。業際EDIは 、前述 した ように 、発注

者 と受注者 間の取 引(南 流)か ら見て第3者 が参 加す るEDIで あ る。納 品時の輸送業者

は、正 に この第3者 に当た り、荷主(わ が国では一般 的に受 注 者)と 輸 送 者 とのEDI

は、業 際EDIで ある。 これ と同 じよ うな ケースは他 に もある。'発注者 と受注者 の取引を

商社 が取 り次 いだ とす ると、商社 は第3者 に当た り、商社 取 引 も厳 密 に言 えば 、業 際

EDIで ある。納 品の際 に中間加工 が行 われれば、中間加工業者 とのEDIも 業際EDIで あ

り(中 間加工業者 は第3者)、 支払 い時 に現 金ではな く、銀行 を使 えば、銀行 とのEDIも

業際EDIで ある。

立場 を変 えて、輸送 者か ら見 ると、運賃 を銀行経 由で決済す る と銀行 とのEDIは やは

り業際EDIで ある。 しか し、輸送 者に と っては、荷主 との取 引(輸 送依頼)は メーン取

引であ り、む しろ業 際EDIで は ない。 この よ うに業際EDIの 種類 は多数 あ り、かつ、ど

の立場 か ら見 るかに よって、変化 す るものである。

しか し、本 プ ロジ ェク トでは、荷主(主 に受注者)か ら見 た 時 に第3者 が介 在す る

EDIを 業 際EDIと す る。
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(2)業 際EDI標 準化 に おけ る問題点

業界標 準化 と業際標準化 では、技術的差異がそれほ ど大 きいわけ ではないので、第2

章で述 べた方 針に したが って、CII標 準 を適用す ることが可能 である。もち ろん、実際 に

運用実験 を行 って検証 す る必要 があるが、すでに、当 プ ロジ ェク トで は、平成4年 度か

ら5年 度 にかけての運 用実験 で検証 してい る。

しか し、標 準 メ ッセ ージの作成では、業界 メ ッセー ジに比べて、難 しくな って くる。

EDIの 標準化の基本要素 は、規制や強制 ではない関係業 界の 自主的な合意 とそれ に基 づ

く具体化(EDIの 構築)で ある。従来 の商流 の標準化 で あれ ば 、発 注業 種 と受 注業 種

の2者 間の検討 でEDI標 準化 に必要 な合意 を形勢で きた。 しか し、業際EDIで は、 これ

に第3者 を含 めて合意 を達成 しなけれ ばな らない。関係者 が2か ら3に 増加す るので、

1.5倍 難 し くなるのか とい うとそ うではな く、指数級数 的に難 しさが増 加す る。 納 品 の

EDI(物 流業際EDI)で は、発注業者 と受注業者 の他 に、倉庫業者 と輸送業者 を参 加 さ

せなければな らない。

ところで、倉庫業 者や輸送業者か ら見 ると、サー ビス対 象 とな る発注業者や受注業者

は、多岐 に渡 るので、極 端に言えば、金融業 を除 くすべ ての業種 を検討 に参加 させ なけ

れ ばな らない。わ が国には、100を 越 える業種があ ると考 え られ るが 、例 え ばそ れ らの

代表が一つ のテーブルにつ き、合意 を形成す るとい うことが、実際 に可能 とは思 えない。

業際EDI標 準化 の問題点 は、正 に この点 にある。

(3)限 定 的モデルか ら一般 的モデルへ のアプ 同一チ

一度 に一般的な業際EDI標 準を確立 しようとすれば
、検討す る場を作 ることか ら して

無理 が生 じて くる。 た とえ検討す る場が作 れた として も、広 大な対象分野を念頭 におい

て、新 し く標 準を作 ろ うと して も、人間の頭 がつ いていかない。 したが って、業際標 準

を具体的 に まとめ よ うとすれば、対 象範 囲をある程度絞 ることが必要 にな る。

対象を絞 って確立 した業際標 準は特殊解 なので、 これ を拡 張 して一般 解 を作 るア プ

ローチに は問題が ないわけではない。 例 えば、EIAJ標 準 は特 殊解 で これ を拡 張 して

CII標 準 とい う一般解 を作 った とい う実績 があ る。この時、電子機 器業界は、EIAJ標 準

か らCII標 準へ移行 す る必要性が生 じる ことにな ったが、 上方 互換 性 に よ り自動 的 に

CII標 準 にな った のか とい うと、そ うではな く、 多少 な りと も影響 が 出て しま った 。

EIAJ標 準 か らCII標 準への変化 は シンタ ックスル ールのバ ージ ョンア ップ と同様 の結

果 とな り、CII標 準 の機能 を使 お うとすれ ば、少な くとも トランス レーターを交換す る
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必要が発生 した。そ こで、特殊解 か ら一般解へ のアプ ローチは無駄 を発 生す るので避け

るべ きだ とい う意見 も根 強 くある。

しか し、最初か ら一般解を作 れ る可能性 はほぼ ゼ ロと見な せ る。 こ こで 、方 法論 を

巡 って議論をか さね て も、状況 は まった く好転 しない。無駄 発生の可能性 がゼ ロとは言

えな くて も、今可能 な方 向にア ブ.ローチす ることが必要 と考 える。 『

(4)実 用 的な業際EDIパ イ ロ ッ ト ・モデルの構i築

当プ ロジェク トでは、今す ぐ実現可能な実用 的業際EDIモ デル の構築 を 目標 と してい

る。 このために、前述 した よ うに、対象範 囲はかな り絞 らな けれ ばな らない。その結 果、

構築す るモデルが、多少、真の方 向か らずれ る可能性 も否定 で きな い。 しか し、業 際

EDIは 国際的に見 て もパイオ ニアの分野で、確実 な真 の方 向は誰 も分か らな いのが現状

であ り、新たな挑 戦には必ず ある リス クとして許容す る必要 が ある。

この ように リスクの大 きいプ ロジェク トは、 ビジネスの法 則が作 用す る環境 では推進

す ることが できな い。 このプ ロジ ェク トが、国家 フ.ロジ ェク トと して実施 されてい る大

きな理 由である。 また、対 象範 囲を限定 して も、業際EDIで あ る こ とに は違 い な いの

で、関係者 が多 くな ってい る。多 くの業界 の関係者 の英知 の結集 と合意 を得 るために も、

国家 プ ロジ ェク トとして実施 されて いる ことが、大 いに役だ ってい る。

対象範囲の限定 の方法は いろいろあるが、当プ ロジェク トでは、最 初に物流業際EDI

(納品処理に係わ るEDI)を と りあげ、平成4年 度 か ら検 討 を 開始 した 。 今年 度(平

成6年 度)ま での3年 間 で、 これ か ら一般化 してい くのに必要なベ ースであ るパイ ロッ

ト・モデル の構築 は、 ほぼ完 了 した と考 え られ る。 と りあげ られた業界 は、製 造業 の電

子機器業界 と鉄鋼業界 、流通業 の菓 子業 界 と小売業そ して物流業 の運送業 と倉 庫業で あ

る。構築 され たパイ ロ ッ ト・モデルは、運用実験に よって検証 され た実用性 の高 いモデ

ルで ある。

今後 、 このパイ ロッ ト ・モデル の成果 は他 の業界 へ応用 されていか なけれ ばな らない。

その応用過程で、 さらに具体的 な評価 を受 け るとともにマイナ ーチ ェンジが繰 り返 され

てい くことになろ う。そ してパイ ロ ッ ト・モデルがあ る レベル に達 した時 、物 流 業 際

EDI標 準 モデルが確立 され る ことになる。 本 プ ロジ ェク トは、そ こへ至 る長い作 業 の ト

リガー ・プ ロジェク トとして、大 きな役 割を担 って いる と確信 してい る。
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第4章 前年度(平 成5年 度)ま での検討 内容

本章 で は、平成4年 度 と5年 度 に実施 された検討 内容 と結果 について簡単 に述 べ る。

4.1対 象業界 とそれぞれ の業界 のアプ ローチ

(1)絞 り込み の方針 と対 象業 界

具体的 な業際EDIの パ イ ロ ッ ト・モデルを構築す るため には、局面の絞 り込みが どう

して も必要 である。当 プ ロジ ェク トでは、加 えて、業際EDIを 含め て発注か ら決済 まで

の トー タルなEDIを 構築す る ことと、運用実験 に基づ く評価 をす ることも、念頭 におか

なければな らない。そ こで、以下 の ような条件 を満 たす 業界 の協力が必要 にな って くる。

① 既 に、受発 注段階 のEDIが 構築 されてい る。

② 納 品段階 において も入 口の部分 のEDIが 検討 されて いる。

③ 以上 のEDIに 係わ る業界標準 が、CII標 準に よ り確立 されてい る・。

④ で きれ ば、業際EDIの 必要性が業界 内で高 まってい る。

以上 の条件 に適 合す る業界 と して、製造業 の電子機器業 界 と鉄鋼業界そ して流通業界

が選択 され た。

しか し、業際EDIで あるか ら、当然物流業界や金融業界 の参 加が必要 にな って くる。

そ こで、当プ ロジ ェク トでは、 プ ロジ ェク ト実施期 間 を前 期(3年)と 後 期(1年 予

定)に 分割 し、前期に納品に伴 う業際EDI(物 流業際EDI)を 実施す ること とし、輸送

業 と倉庫業 の参 加を求め るこ とにな った。実際には、路 線 トラ ック業界 が参加す る こと

にな った。

(2)そ れぞれの業 界 のアプ ローチ

前述 の各業 界は、業態 も異 なれば、業 際EDIの 三一ズ も異 な り、EDIの 普及率 さえ も

異 な ってい る。 そ こで、同 じ場 で業際EDIを 検討す るとい って も、運用実験 との関係 も

あ り、それぞれが多少異 なるアプ ローチを とる ことにな った。

① 電子機 器業 界

既に、納 品段階 の入 口まで、CII標 準に よる業界 標 準化 とEDIの 構 築 が進 んで い

る。 したが って、平成4年 度か らただちに、業際EDIの パ ー トナーで ある路線 トラ ッ

ク業界 とともに 、物流業 際EDIの コンセプ ト作 りと標 準 メ ッセ ージの開発 に着 手 し、

運用実験 を行 った。
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平成4年 度 は、CII標 準の物流業際EDIへ の適合試験 を行 い、平成5年 度に本格 的

な運用実験を行 った。 さらに、平成6年 度には、新 テーマ と して共 同配送を追加 して

運用実験 の継続 と総合評価 を計 画 した。

② 鉄鋼業界

鉄鋼業界 では、 中間加工物流 に関す る業 際EDIの 確立 を 目標 と して、平 成5年 度

に、 コンセプ トの確立 と標準 メ ッセージの開発 を行 い、平成6年 度 に運用実験 を計 画

した。

③ 流通業界

この業界では、従来型 の固定 フ ォー マ ヅ ト(J手 順 とチ ェー ンス トア統 一 フ ォー

マ ッ ト)を 使 って いるため、平成4年 度 、5年 度 の両年にわ た り、 メーカーと問屋 間、

問屋 と小売間のEDIへ のCII標 準適合性試験 を実 施 した。そ して、平成6年 度 には、

流通業界におけ る業際EDIの コンセ プ トの構築 を計画 した。

4.2電 子機器業界での物流業際EDlの 構築 と運用 実験(平 成4・5年 度)

4.2.1検 討体制

電子機器 業界では、 この検討 を行 うために、同業界 内のEDI標 準化 と りまとめ機関

と して、㈲ 日本電子機械工業会 の中に設置 してあ るEDIセ ンター内に、特別 ワーキ ン

グ ・グル ープを設置 して、作業 を行 った。

4.2.2平 成4年 度の検 討内容

電子機器業 界では、大手電気組み立 てメーカー と部 品 メーカー間の取 引の納 品処理

を基本モデルの対 象 と して と りあげ、物流業 際EDIの ビジネス ・フ ローを作成 す るこ

とか ら作業 を開始 した。 平成4年 度には、 このフ ローに基 づ き、15種 類 の標 準 メ ッ

セ ージを設定 し、 この中か ら もっとも基本的 な標準 メ ッセ ージで ある運送依 頼情報 の

開発 を行 い、運用実験 を行 った。

運用実験 は、電 子機器業 界 の㈱村 田製作所 と路線 トラ ック業界の 日本 ロジテム㈱ に、

それぞれ運用実験 に必要 な システムと両者間 のネ ッ トワー クが構築 されて、行われ た。

実験 の結果 、1:1で のデ ータ交換 であれ ば、CII標 準 の物流業 際EDIへ の適用 に

は、問題が ない ことが明確 にな ったが、N対Nの デ ータ交換 につ いて も確認す る方 が

よい とい う結論 にな った。 また、物流業際EDIを 使 うことで、物流計画の適性化が 図
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れ る可能性が あるな どの予測 がで きたが、 よ り正確に効果を実証す るためには、規模

を拡げた運用実験 が必要 であ ることがは っき りした。

4.2.3平 成5年 度の検討 内容

前年度(平 成4年 度)の 成果 を引 き継 ぎ、本格的 なパ イ ロ ッ ト ・モデルを構 築 して、

運 用実験 を行 った。

(1)業 務 モデル と対象業務

平成4年 度 の業務 モデルは基本 的に実用上 の問題が ないので、一部手直 しの うえ、

そ のまま用 い るとともに、標 準 メ ッセージにつ いては、平成4年 度開発の輸送依頼

業務(運 送依頼情報)に 加えて新 たに、集荷確認情報、運送 完了情 報、運 送料金 明

細情報 を開発 し、運 用実験 に用いた。

(2)モ デル システ ム構 築 と内容

表4-1に 示す4組 の荷主 と輸送者 のペ アーでモデル シス テムを構築 し、運用実験

を行 った。

㈱村 田製作所 一 日本 ロジテ ム㈱ のペアーは、平成4年 度か らの継続実験 であ り、

平成5年 度 は㈹ 日本 電子機 械工業 会で標 準化 した物流荷札(バ ーコー ド荷 札)も 実

験 に加 え、将 来のペ ーパ ー レス処 理の可能性につ いて も評価項 目と した。

各 モデル システムの 内容について も、表4-1に 示す。

(3)運 用 実験結 果 と評価

平成6年1月 か ら3月 にかけて、 当初計 画 どお り運用実験 が行われ、パ イ ロッ ト

・システ ムが実業務に適用 できることを確認 した。 以下 に、平成5年 度 の運用実験

の評価 を示す。

① 標 準 メ ッセージ

標 準 メ ッセージにつ いては、基本的 には問題 ない ものの若干 の変更 が必要 であ

ることが分か った。 さ らに、荷送 人 と運送業 者の間でのデ ータエ レメン ト調整 が

スムースにで きる ように、データエ レメン トの定義(内 容)を よ り明確 にす る必

要が ある。特 に、デー タエ レメン トの具体的な値(内 容)と な るデ ータ コー ドの

取扱方法 につ いて、今後検討す る必要 があることが判 明 した。

また 、荷受 人をあ らわす企業 コー ド(荷 受人 コー ド)が 統一 されていないため、

この運用実験 では各社管理 の顧客 コー ド(ロ ーカル コー ド)を 用いた。荷受人 コ
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表4-1各 社 トライ アルの概要(平 成5年 度 電子機器業界(製 造業))

トライアル事務所 トライアル対象運送業者 トライアルの範囲

荷送人 事業所名 運送業者 事業所名 取扱品名 取扱品 ト 運送依頼件 荷送先(配
企業名 企業名 ライアル 数(依 頼Nα 送エ リア/

率 単位) 対象先)
　

日本電気㈱

　

NECロ ジスティク 王子運送㈱ ・川崎営業
▼ 電子部品

　

・玉 川 デバ 平均25件/ ・関東甲信

(NECロ ジスティク ス㈱ 所 (IC、LS イス事業所 日 越地区
ス㈱) ・玉 川 デバイス ・相模原営 1、 コンデン 73% ・NEC特 約

事業所(→ 業所 サ等) ・相模原 店、販売店

川崎営業所 デバイス事 業

) 所42%
・相 模 原 デバ

イス事業所

(→相模営

業所)

富士通㈱ ㈱富士通ロジ 日本通運㈱ ・川崎航空 半導体製 26%(首 都 13件/日 東海、九州

(㈱富士通 ステイクス 支店 品 圏を 除く 259件/月 地区
ロジスティクス) ・宮 内事業 全国)

所

㈱日立製作 ㈱日立物流 日本通運㈱ ・多摩航空 半導体製 日通依頼 70件/日 ・名古屋を

所 ・羽村営業 支店 .品 ケース 数/ 1400件/月 除く全国
(㈱ 日立物 所 日立M8 全 出荷ケー ・販 社 、 ユ一

流) 40/50 ス 数 ・24% ザー

・高崎営業 (日 通依

所 端末 頼 は100%)

㈱村田製作 営業本部 日 本 ロジテム㈱ ・横浜営業 電子部品 5000件/日 東京都区内
所 横浜倉庫 所/富 士通 (セラミヲクコン

(ロジテム 横 浜 K-630 デンサ 等)

営業所内) ・羽田営業

所/富 士通
K-650

一 ドの統一 につ いては、今後 の課題 と して残 った。

② 物流EDIの 効果

輸送者側 では、配 車計画 の合理化、事務処理作業(物 流荷 札の転 記、追 跡 シス

テ ムへ のデ ータ入力)、 貨物追跡事務 処理工数等 の軽減 が図れ る可 能 性 の あ る こ

とが確 認 された。但 し、重量 ・容積等 の荷主側 か らの データの精 度 が上 がる こと

が条件 では ある。

荷送人側 では、運賃 明細 リス トを毎 日出力 しチ ェ ックす ることが可能 とな り、

チ ェ ック作業 の平準化 が図れ る、請 求金額 の明細 の把 握が出来 る等 の効果 ととも

に、運送料金 集計業務 の効率化が図れ る ことが確認 で きた。

③ 物流荷札(バ ーコー ド付 き)等 ・

運用 実験 では、物 流荷札 も併用 して行 われた。物 流荷札 につ いては今後 の標準
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化 の資料 を得 るためにバ ー コー ド付物 流荷札(ロ ーカル仕様)を 用 いて運用実験

を行 った。

実験 の結 果、 バー コー ド・システムのハ ー ドウェアに技術士の問題 があ り、 こ

れを解決す れば 、EDIと バー コー ド付物流荷札 の併用が有効で あるこ とが分か っ

た。 バー コー ド付 き荷札 はまだ標準化 され ていないので早急な標準化 が必要 であ

るが、関係者全体 の合意 を踏 まえた標準化 とす る必要が ある。

4.3鉄 鋼業界 での物 流業際EDlの 構築(平 成5年 度)

4.3.1検 討体制

鉄鋼業 界で は、 この検討を行 うために、同業 界内のEDI標 準化 と りま とめ機 関 と

し、聞鋼材倶楽 部 の中に設置 してある鉄鋼EDIセ ンターが事務局 とな り、特別委員会

(ワ ーキ ング ・グル ープを含む)を 設置 して、作 業を行 った。

4.3.2運 用実験計画 の策定

鉄鋼業 は、各 需要家 の多種多様 な注文 明細を積み上げ集約 した上で、合理 的 ・効率

的な生産実行計 画 に組 み込 んで生産す る受注生産方式を基本 としているが、 同時に、

各鉄鋼 メーカーは、需要家 それぞれ の仕様 ・納期 を保証 しつつ 、生産 ・物流 の一層 の

効率化 を追 求 してい る。

現在 、鉄鋼 メー カーか ら需要家間にわた る広範 ・多岐な受発信拠 点間で交 換 され る

全 ての情報を対象 に した 「鉄鋼EDI標 準」に よる一貫 したEDI化 を情報化 課題 と して

取 り組 ん でいるが、鋼材流通分野につ いては ニーズ ・効果 を勘案 し第1ス テ ップ とし

て 「自動軍用薄板 」を対象 としたEDI化 のため の標準開発を行 ってい る。

「広範 な受発信拠 点」 の うちのひ とつであ る中間物 流分野(コ イ ル セ ン ター ・倉庫

等)は 、

① 鉄鋼業 界 と需要業 界間の物流基盤 を支 える重要 な役割 を担 っている。

② 顧客 間 との多端末 現象 ・システ ム開発 の重複投資 、事務合理化 な どの課 題を抱

えてい る。

③ 同時に、要 員不足 ・高齢化等に伴 う情 報化 の社会的 ニーズが大 きい。

等 、需要業界 との業際EDIの ために も、情報化基 盤の整備 が強 く要請 され ている主要

分野 で ある。
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このため、平成5年 度 か ら2年 計 画で、 この分野におけ る課題解決 に寄与す ること

な らびに業 際EDIの 普及促進 を 目的 として、 『今後のEDIの 実務運用 システ ムの発展

性お よび 「標準」 内容 と業務 の整 合性 の確保』 を前提に した鉄 鋼 メーカー/商 社/コ

イル センター ・倉庫間のEDIの ためのパ イ ロ ッ ト・モデル構 築 と運 用実験を行 うこと

と し、平成5年 度は設計を行 った。

なお、鉄鋼製品 の物流に は、表 裏一体 とな った商流情報 と呼ばれ る注文 ・請求等の

契約関係の情報 の流れ あるが、物流関連情 報 のEDI化 のた めには、商流情報 も併せて

検討す るこ とが必須 である ことか ら、本調査 研究開発 にあた っては物流 関係情報を主

対象 とす るものの商流情報 もそ の対象 とした。

また・平成6年 度 は本概要 設計 に基づ く運 用実験 を行 い・そ の有効性 を検証す るこ

と と した。

4.3.3設 計結果 のアウ トライン

(1)主 要規約(EDI標 準)の 概 要

標 準 メ ッセ ージは、 「鉄鋼EDI標 準(原 案)」 を使 用 し、 デ ー タ表 現 形式(シ ン

タ ックスルール)は 、CIIシ ンタ ックスル ールを採用す る。EDI運 用 に関す る取決

め事項 については 「鉄鋼EDI標 準(原 案)」 に準拠す るが、運用 ス ケジ ュール ・デ ー

タ保存期 間等 は、当事者 間 での協議 事項 とす る。

(2)対 象業務 と情 報

コイルセ ンター ・倉庫 業 に関す る物 流関 係情報 で、表4-2に 示 す情 報 を対 象 と

す る。

運用実験 は平成6年 度に実 施す るこ ととす る。そ の運 用 イ メー ジを 図4-1に 示

す。

(3)評 価項 目

・EDIを 導入 した こ とに よる関係業務 の効率化 ・合理化 等の メ リヅ ト

・ パイ ロッ ト ・モデルの ノ ウハ ウを活 用 した他企業 へ の展開可能性

・ 「標準 メ ッセ ージ」 の業務 との整合性 お よび有効性

・ そ の他(技 術 的要件 の検証 な ど)
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表4-2対 象情 報の概要

情報名称 情報の流れ 情報の単位

出荷現品情報 メ ー カ ー⇒ 商 社 ⇒ コイルセンター ・倉 庫 メーカーか ら出荷 した ことの情報。

現品単位

入庫報告情報 コイルセンター ・倉 庫 ⇒ 商 社 コイルセンター ・倉 庫 で 入 庫 した こ との 情

報 。

出庫報告情報 コイルセンター ・倉 庫 ⇒ 商 社 コイルセンター ・倉 庫 か ら 出 庫 した こ との

情 報 。

在庫報告情報 コイルセンター ・倉 庫 ⇒ 商 社 コイルセンター ・倉 庫 で の 在 庫 の 情 報 。

注文請情報

母材 ・製品
請求情報

商 社 ⇒ コイルセンター ・倉 庫

商 社 ⇒ コイルセンター ・倉 庫

商社がコイルセンター ・倉庫か ら注文を受

けたことを伝え る情報。

母材あ るいは製品の代金請求情 報

メ

ー

カ

ー

・

商

社

出荷現品データ 一

コ

イ

ル

セ

ン

タ

1

/
母材 コイル

(口o

←

←

出荷現品データ一 コンビ仁 タ自

|

バーコード データ
一

追加項目

リーダーに て

現 品 貼 付1バ ーコード1

読込み

.入 庫処理完了

/
入 ・出 庫 報 告 データ

ノ{一コードSCAN

・実 地 棚 卸

-/

在庫(照 合用データ)

図4-1EDI情 報 とバ ー コー ドラベルの運 用イ メージ

4.4流 通 業界での物流業際EDIの 構築 と運用 実験(平 成4・5年 度)

4.4.1検 討体制L

流通業界 では、 この検討 を行 うために、㊥流通 システム開発 セ ンター内に、業界有

識 者に よ り構成 され る委員会 を設置 して、検討 を行 った。 また、運 用実験は、関係業

界 内の有志企業 の協 力を得 て実 施 され た。
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4.4.2平 成4年 度 の検討内容(菓 子業界(流 通業)で の実験)

菓子業界 の メLカ ーと卸 問屋 間の取 引をモデル と し、 図4-2の よ うな実験 シス テ

ムを構築 して運用実験 を行 った。

運用実験 は、業際EDIの 周辺処理 と して位置づけ られ る受発注、請 求、支払い処理

に伴 うデ ータ交換につい て行 った。実験 のための標 準 メ ッセージと して、受発注情報、

請求情報、支払情報を現状 の メ ッセー ジ(伝 票)に 準 じて新規に開発 し実験 に用 いた。

標準 メ ッセージの開発では、特 に、 メ ッセ ージ レベル(デ ータエ レメ ン トレベル)で

の国際標 準(UN-EDIFACTの サ ブセ ッ トで あるEANCOMメ ッセージ)と の整合性

を確保 した。

実験の結果、CII標 準 の適用 可能性 が確認 され ると ともに、心配 され た レスポ ンス

の低下 も最小限に留 まるこ とが判 明 した。

業務処 理上 の効果 と しては、 メ ッセー ジ レベ ルで 国 際標 準 と整 合 させ た標 準 メ ッ

セージが実用的で あることが実証 され た。

株式会社 サンエス 明治製菓 株式会社

買掛 ・経理
業務システム

竃

5250手 順

ファイル転 送

パ ソ コ ン

PS/55

CI

トランスレーター

支 払 い デ ー タ ⇒

発 注 デ ー タ ⇒

CIIシ ンタヲクスルール 用

試 作 可 変 フ+マ ヲト

菓 子
VAN

全 銀 手 順

9.6Kbps

公 衆 ・線

J手 順2.4Kbps'

売掛金

業務システム

パ ソ コ ン

PS/55

固 定 長

CI

トランスレーター 可 変 長

⇔ 請 求 デ ー タ

CIIシ ンタヲクスルール 用

試 作 可 変 フォーマット

図4-2実 験 システ ム構 成(平 成4年 度 菓 子業界(流 通業))

4.4.3平 成5年 度の検討内容(小 売業(流 通 業)で の実験)

平成4年 度 のメーカーの代わ りに、小売業の取 引を モデル とし運用 実験 を行 った。

新規の試 み として、商品 マス ター ファイル情報(POSメ ッセ ージ)の 配信 にCII標 準
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の適用 を試 みた。

(1)業 務 モデル

業務 モデルは、現行 のオ ンライ ン取 引(EDI取 引)を ベ ース と した。POSメ ッ

セージの配信 につ いて も、現行の業務処理 をそ のま ま踏襲 した。

(2)対 象業務

対象業務 は、小売業 か ら卸 への発注業務 とJICFSデ ー タベ ー スセ ンタ ー(VAN

センター)か ら小売業へ のPOSメ ッセージ配信 である。受発注 メ ッセージは前年度

に開発 した ものを用 い、POSメ ッセージにつ いては、運用実験用 の ものを新開発 し

た(暫 定 メ ッセー ジ)。

(3)モ デル シス テムの構築 と内容

① 小売 一 鈍 間の受発注

小売店2社 と卸1社 及 びVAN会 社 間でモデル システムを構築 し、発注 デ ータの

交換を行 った。

②POSメ ッセ ージの配信

小売店2社 とVAN会 社間 でモデル システ ムを構 築 し、POSメ ヅセー ジの配 信

実験 を行 った。

(4)運 用実験結果

実験 の結果 、小売業 か ら卸 への発注業務 とPOSメ ッセージ配信へ のCII標 準適 用

には特に 問題 が無 い ことが分か った。 しか し、現状 の流通業界の メ ヅセー ジは、固

定長 フ ォーマ ッ トを用 いて極限効率で運 用 して い るた め(こ のた め、 柔 軟性 は な

い)、 今 回の実 験 では、CII標 準に よる運用 では少 し効率が落 ちた(具 体的には メ ッ

セー ジ長 が若 干増加す る)。 その代わ り柔軟性 が増加 し、 フ ォーマ ッ、トの不統 一 の

状態 を改善 で きるわけ であるが、標 準 メ ッセ ージの工夫 に よ り、 メ ッセ ージ長 を極

力増加 させ ない方法を さらに検討す る必要 があ りそ うである。

4.5Cl|-UN/EDlFACTコ ンバ ー タ ー の検 討

この シス テ ムは 、VANな どに実 装 し、企 業 の要 望 に応 じて、CIIシ ン タ ック スル ー ル の

メ ッセ ー ジをEDIFACTシ ン タ ックス ル ー ル の メ ッセ ー ジ へ あ る い は そ の 逆 の 変 換 を 行

うもの で あ る。 具 体 的 な応 用 と して は図4-3に 示 す よ うに 、 国 際EDIネ ッ トワ ー ク と 国

内EDIネ ッ トワー クの接 点 に ゲ ー トウ ェイ と して設 置 し、国際EDIと 国 内EDIを 整 合 させ
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よ うとす る もの で あ る。

これ は 、CIIト ラ ンス レー タ ー とEDIFACTト ラ ンス レー タ ーを 併 設 して 国 内EDIと 国

際EDIへ 対 応 す るの を 避 け る場 合 に用 い る もの で あ るが 、EDIユ ーザ ー側 で は確 か に トラ

ンス レー タ ー の一 本 化 は 可能 で あ る が 、標 準 メ ッセ ー ジは 国 内 用 と国 際 用 に 分 け ざ るを得

な い の で 、運 用 まで 一 本 化 で き る か ど うか は不 明 で あ る。

VANのEDIサ ー ビ ス ・セ ン タ ー

ゲ ー トウ ェ イ

国 際 ネヲトワー

UN/EDIFAC

国 内 ネヲトワー

CII標 準

E

D

ー

ユ

ー

ザ

CII標 準

スイヲチング
システム

(
)

)

CII-UN/EDIFA

CT相 互 コンバーター

く

(
〉)
)

∈ う

図4-3CII-UN/EDIFACT相 互 コ ンバ ー タ ー設 置 イ メ ー ジ

4.5.1開 発計画

平成5年 度 までに詳細 設計 を完了 させ、平成6年 度 に変 換実験 と評価 を行 うことと

した。

4.5.2変 換 システムのアウ トライ ン

(1)メ ッセ ージに関す る制 限

当変換 システムは、 シ ンタ ックスル ールにつ いて技術的 な変換 を行 うもので あ り、

メ ッセージの業務上 の意味 の変換 は行わない。 したが って、CII標 準 お よびUN/

EDIFACT双 方 で ともに定 義 されて いる標準 メ ヅセー ジに限 り変換可能 とす る。 さ

らに、EDIの 実運用 では、CII標 準 では業界標準 、UN/EDIFACTに ついては業 界

標準サ ブセ ッ トが使 われ るので、 この レベルで対応 して い る標 準 メ ッセ ージとす る。

データエ レメ ン トレベル での対応 が必要であ るが、業務 に支 障が無いか ぎ り、対応

しないデータエ レメン トが あって も よい。対応関係 にないデ ータエ レメ ン トは変換
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に よ って 失 わ れ る こ とを原 則 とす る。

ま た 、CII標 準 特 有 の デ ー タ エ レメ ン トであ る漢 字 デ ー タや バ イ ナ リー デ ー タ は 、

変 換 対 象 外 で あ る(変 換 時 に 失 わ れ る)。

(2)基 本構 造

図4-4に 示 す よ うに 、一 度 フ ラ ッ トフ ァイル の 形 に 直 し て か ら、 目的 の フ ォ ー

マ ッ トに 変 換 す る方 式 で あ る。CIIト ラ ンス レー タ ー とEDIFACTト ラ ン ス レー

タ ー を 背 中 合 わ せ に した よ うな 形 態 に な る。

CII形 式

メ ッセ ー ジ

フ ラ ッ ト形 式 メ ッセ ー ジ

CII

形 式

c 1 1ト
一

EDI-

FACT

形 式

E D 宮Aフ

ン ス レ 一 夕 中 間 C T トラ ンく 〉

一 ス レ 一 一

変 換

EDIFACT形 式

メ ッセ ー ジ

図4-4CII-UN/EDIFACT相 互 コンバ ー タ ー イ メ ー ジ(間 接 変 換 方 式)
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第5章 今年度(平 成6年 度)の 検討概要

5.1今 年度検討の位置づ け

第4章 で述べた よ うに、今年度 は前期3年 間 のま とめの年 であ り、物 流業際EDIを 総括

す る検討 を行 った。運 用実験 につ いては、平成4・5年 度の成 果を踏 まえ、長期 、安定 的に

運用可能か どうか の検証 に主 眼を置 くとともに、新 しい テTマ も盛 り込 んだ。 また、 これ

らの成果 を踏 まえ、今後 の物流業 際EDIの 展開(実 用化)に ついて ま とめ ること とした。

さらに、次の業 際EDIの 課題 であ る金融業 と一般産業 との業際EDIへ のアプ ローチ方 法

について、検討を行 うことと した。

技術 的検討 としては、本 プ ロジェク トがCII標 準を採用 してい る関係で、国際標 準 との

融合方法 の一つで あるCII標 準 とUN/EDIFACTを 相互 に変換す るツール(CII-UN/

EDIFACT相 互 コンバ ー ター)の 、構築 と稼働 実験 を行 うことと した。

5.2今 年 度の実施体制

今年 度の実施体制を 図5-1に 示す。昨年度 と同様、側)日本情 報処理開発 協会 ・産業情報

化推進 セ ンター内に業際EDI実 行委員会 を設置 して、全体 の と りまとめを行 うとともに、

請 求支払EDI-WGを 別途設置 して、来年度の金融業 と一般産業間 との業際EDIの アブ

㈱日本情報処理開発協会
産業情報化推進センター

閲 日本電子機械工業会

働流通 システム開発セ ンター

㈱鋼材倶楽部

㈱ 日本ロジスティクスシステム協会

物流EDI研 究会

㈱ 日本電子
機械工業会

㈲流通 システム

開発 セ ンター

(社)鋼材

倶楽部

図5-1平 成6年 度の実施体制
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ローチ方法な どの検討 を行 った。 各業界部分の検討は、関 係業 界 に再 委 託実 施 した。 図

5-1に は明示 していないが、CII-UN/EDIFACT相 互 コンバ ーターは、産業情報化推進

セ ンターで検討 した。

5、3

5.3.1

今年度の検討概要

物流業際ED1運 用実験

今年度の運用実験 は、電 子機器業界を 中心 とす るグル ープ と鉄鋼業界 を中心 とす る

グル ープで行われた。詳細 につ いては、第6章(電 子機器業界)・お よび第7章(鉄 鋼

業界)を 参 照 されたい。

(1)電 子機器業界の物流 業際EDI運 用実験

電子機器業界では、平成4・5年 度 に引 き続 き、聞 日本 電子機 械工 業会EDIセ ン

ター内に特別 ワーキング ・グループを組織 して検討 を行 った』

① 運用実験 テーマ

平成5年 度 の運用実験 の追試 と、業際EDIを 活用 した共同配送 の実験 で ある。

共同配送 は物流合理化 の決 あ手 として期待 されていたが、従来、共 同配送 のだ ん

どりに手 間取 り、期待 した効果が得 られていない輸送方式 である。 この問題点 を

解決 しよ うとす る試 みで、物 流業 際EDIの 期待 され る応用分野 である。

② 運用実験参加企業(12社)

〔平成5年 度 の追試 、共同配送 と総 合評価〕

(荷 主)日 本電気㈱ 、富士通㈱ 、㈱ 日立製作所 、 日立電子部 品販売㈱

(代理 人)NECロ ジステ ィクス㈱、㈱富士通 ロジステ ィクス、㈱ 日立物 流

(輸送 者)王 子運送 ㈱、 日本通運㈱、名鉄 ゴールデ ン航空㈱

〔平成5年 度の追試 と総合評価〕

(荷 主)㈱ 村 田製作所(輸 送者)日 本 ロジテ ム㈱

③ 標準 メ ッセージ

平成5年 度 までに開発 した4種 の メ ッセージの うち、2種 のメ ッセー ジに共 同

配送用 のデー タ項 目を追 加 した。

④ ネ ッ トワー クの構成

図5-2に 共 同配送用 のネ ッ トワーク構成 を示す。尚、㈱村 田製作所 、 日本 ロジ

テム㈱ の追試用 のネ ッ トワー クは、平成5年 度 と基本 的に同一 であ る。
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⑤ 共 同配送 の考 え方

適用製品 は半導体製品で、:東北地 区、長野地 区、茨城地 区の3つ のエ リアにつ
'層・

・1ぺ
.t"t,

いて、エ ゾア別に輸送担当会社を決め、各荷主の荷物を該当担当会社に集めて共

∵.∴洞 酉己送す訪 致 ある吻 えば凍 北地区の担当会興NE9・ ジスデ ・クス㈱な

、 ので・富士通㈱ と㈱ 日立難 所では・東北駆 へ出荷する荷物を護NEC・ ジス

テ ィクス㈱へ送 り、そ こか ら、東北地 区へ一括 出荷す る。

このた め 、共 同配送 に伴 う集荷業務が新たに発生す るので、集荷専用 の巡 回便

を運行 した。 その状況 を図5-3に 示す。

⑥ 運用実験 期 間

平成7年1月 ～ 平成7年2月 、.'

⑦ そ の 他

共 同配送 に伴 う荷主 と運送業者 間の特別 な契約 の実 施、それ に、配送 先(荷 受

人)へ の共 同配送 実施への協力 につ いて説 明を行 った。

王子運送(株)川 崎営業所

神奈川県川崎市

NECロ ジスティクス(株}

玉川デバイス事業所

神奈川県川崎市中原区

名鉄 プーげ ン航空(株)

総務部情報システム謀

東京都中央区日本橋茅場町1-5-2

(株)日立物流 情報 システム部

東京都江東区東陽7.8

、(株)富士通 口ジステソ クス

神奈川県川崎市中原区

.富 士通(株}

神奈川県川崎市中原区

◆ ・荷指・

運送料金明細情報

匿]CII}」 … 一・一

日本通運(株)'

情報システムセ ンター

千葉県市川市原木a526・26

(株)日立製作所 半導体事業部 日立電子部品販売(株)

東京都小平市上水本町5・2al東 京都台東区大手町262

図5-2共 同配 送 ネ ッ トワー クの構 成
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日立物流

(羽村)

NECロジ スティ拡

(宮 内)

富士通ロゾステカス

(宮 内)

NECロ ジ スティクス

(宮 内)

日立物流

(羽村)

巡 回便

*:発 送時間
前倒し

13:00・

⊂已 更}一 … 榑
一'

》15:00 )15:30

-
一

与

＼

)16:00

唖

号L_鞠

●18:00

…箪 』
》 》

↓
茨城地区

号
自社配送便

一
易

咽

臥

H－ 弔 ・ 一一'

号 晦・
←

号'6聖

画
＼苦芯ノ 》

*

L

*

与
長野地区

*

マ
東北地区{

王子運送 自社配送便

共配便

出発時間

(夜間走行)

18:00 17二30 18:00

運 送 依頼 情 報

伝 送 スケシ'ユール

13'00 〉
》

15:00
)

)

13:30-一 →一レ

16:00_

図5-3共 同配送 荷物 の集荷方法 とスケジ ュール

(2)鉄 鋼業界 の物流業際EDI運 用 実験

鉄鋼業界 では、平成5年 度 に引 き続 き、㈲鋼材倶楽部 内に特別委員 会 と ワーキ ン

グ ・グループを組織 して検討 を行 った。

① 運用実験 テーマ

平成5'年 度 に設計 され た鋼板(薄 板)の 中間加工 物流 の業際EDIを 、実際に構i

築 して運用実験 を行 い、検証評価す ることであ る。

② 運 用実験参加企業(23社)

(コ イルセ ンター)

㈱九州鉄鋼セ ンター、㈱広 島鉄 鋼 センター、広 島 スチールセ ンター㈱ 、菱和 ス

チール㈱、菱進運 輸倉庫㈱ 、豊 田スチ ール セ ンター㈱ 、㈱ 関東 コイルセ ンター、

奥澤産業㈱

(高炉 メーカー)

新 日本製鉄㈱、NKK、 川崎製鉄㈱ 、住友金属 工業㈱、㈱神戸製鋼所 、 日新製鋼

㈱

(商 社)

住友商事㈱ 、丸紅㈱ 、 日産 トレーデ ィング㈱ 、伊藤 忠商事㈱ 、 日商岩井㈱ 、三
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菱 商事㈱ 、㈱ トー メン、三井物産㈱ 、川鉄 商事㈱

③ 標 準 メ ッセー ジ

平成5年 度 までに開発 した7種 の メ ッセ ージを使用 した。

④ ネ ッ トワー クの構成

今回の運 用実験 では、原則 と して、CII-EDIサ ー ビスを使 用 した 。CII-

EDIサ ービス のイ メージを 図5-4に 示す。

⑤ 運用 実験 期 間

平成6年7月 ～ 平成7年2月

⑥ そ の 他

一 部の コイルセ ンターでは
、今 回の業際EDIの ために、社 内システムの大幅 な

改造を行 った。

EDIユ ー ザ ー II

肋
ビ

IIEDI

サ ピ

E不 ッ ワ ー ク

(V接 続)

VAN間 接続 により、

あらゆる所 と接続可能

EDIユ ー ザ ー

図5-4CII-EDIサ ー ビ ス の イ メ ー ジ

5.3.2物 流業際EDlの 構築

㈱流通 システ ム開発 セ ンターでは、物 流業際EDI構 築 のための検討委 員会を設置 し

て、平成4・5年 度 の実験結果 を踏 まえた、流通業 界 の物流業際EDiの 展望や将来 の

トータルEDIへ 向けての方 向について、検討 が行 われた。
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5.3.3Cll-UN/EDlFACTコ ン バ ー ター の 構 築 と変 換 実 験

平 成5年 度 まで に 実 施 され た 詳細 設 計 に基 づ き、 ユ ニ ック ス ・ワー クス テ ー シ ョン

上 に 実 際 に コ ンバ ー タ ー を構 築 した 。 また 、 実験 用 標 準 メ ッセ ー ジ と して 、 電 子機 器

業 界 の注 文 メ ッセ ー ジ(EIAJ標 準)とUN/EDIFACTの 注 文 メ ッセ ー ジ(日 米 欧

の3極 共 同 で開 発 され た電 子 機 器 業 界 サ ブセ ッ ト)の 相 互 マ ッ ピ ン グ を 行 い 、 想 定

デ ー タを入 力 して 相 互 変 換 実 験 を 行 った 。

5.4今 年度 の検討結果

5.4.1運 用実験 によ り確認 された効 果

今年度 の運用実験 に よ り、物 流業際EDIに よって、下記 の効果 が確認 された。

(1)電 子機器業界 の運用実験

① 共同配送 の実現

・ 輸送効率 向上 に よる物 流 コス トの削減

・ 共 同配送 メ ッセー ジの標準化

② 事務作業 の効率化

・ 貨物原票 、物流荷札 の 自動作成及び枚数削減

・ 運送料金集計 、チ ェ ック作業 の効率化

③ 入力工数(シ ステ ムへ のイ ップ ッ ト)の 削減

・ 貨物追跡 システ ム等 へのEDIデ ータの自動入力 に よるイ ンプ ッ ト工数 の削減

お よび正確性 の向上

(2)鉄 鋼業界 の運用実験

① 業務処理時 間の合理化 と短縮

・ 倉庫(コ イルセ ンター)で の荷物取卸 しスペースの事 前確保

・ 倉庫(コ イルセ ンター)で の荷扱 い時間 の大幅 な短縮(入 荷お よび 出荷)

・ 荷扱い作業員 の減少

② 事務処理 の効率化

・ 搬入依頼書 、製 品請 求 デー タ等 の作成時 間の短縮

・ 伝 票送付作業 の廃 止

・ 業務の標 準化 と平 準化

③ 入力工数(シ ステ ムへ のイ ップ ッ ト)の 削減
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・・ 在庫管理 システ ム等 へのEDIデ ー タの自動入力に よるイ ンプ ッ ト工数 の削減

お よび正確性 の向上

・ 在庫把握 の正確化

④ 業務処理 の高度化

・ 在庫把握 の正確化 ・迅速化 に伴 う在庫問合わせ応答 の正確化 ・迅速化

⑤ そ の 他

・ 情報の正確性 の向上

・ その他波及効果 に よる業務効率 の向上

5.4.2流 通 業界におけ る トー タルEDlの 展望

平成4年 度お よび5年 度 の流通EDIへ のCII標 準適用実験 、UN/EDIFACTの サブ

セ ッ トであ るEANCOM標 準の分析結果及 び現状調査 ・分析結 果を踏 まえ、流通業 際

EDI標 準 に必要 な条件 と流通業 際EDIの 推進 に関 して一 つの試 案を まとめた。

(1)流 通業際EDI標 準に必要 な条件 ・ ご

① わが国の流通業 の一般 的なデ ータ交換 に適用 で きる。

② システムの構築 、運用 が し易い こと。

(2)流 通業際EDIの 推進 体制(試 案)

従来、流通業種別EDI標 準は各業種 の業界 団体 を 中心 に進 め られ て きた。 然 る

に、流通業際EDIの 整備 、開発/推 進 をす る体制 は未 だ整 備 され て いな い。 業 際

EDI標 準化 を推 進す るため に、流通業際EDI推 進 協議 会(仮 称)の 設 立 が望 まれ

る。 この組織 は、次 の要件 を備 え るべ きであろ う。

① それを利 用 し、かつ、従来 の業種別EDI標 準を推進 して きてい る各業 界の意志

が反映で きる こと。

② 恒常的な組 織が事務局 を務 め、流通情報化行政の実務 に連絡 がで きる組織作 り

で あること。

③ 国 内全業 際 との方針調整 も可能 な こと。 一 一〒

④ 国際EDIと の方針調整 も可能 な こと。

5.4.3C川 －UN/EDlFACT相 互 変 換 実験

実 験 の結 果 、CII標 準 メ ッセ ー ジ とUN/EDIFACT標 準 メ ッセ ー ジが実 用'レ ベ ル で

一47一



対応 していれ ば、 シンタ ックスル ールの変 換につ いて、技術 上の問題 がない ことを確

認 した。

今回の実験 では、EIAJの 国 内メ ッセ ージ(94年 版)と92年 版UN/EDIFACTの

国際電子業界 サ ブセ ッ トとを対応 させたため、 マ ッピング上無理が生 じた部 分が幾つ

か あ り、フ リーテキス トに よる対応を余儀な くされ た。国 内での業 務のや り方 と国際

貿易での業務 のや り方 が違 うので、当然 の ことであ る。

この方式 で、実用 システ ムを構築す る時は、 国際標 準 メ ッセージを安定化 させ ると

ともに、そ の国際標 準 メ ッセージに合わせたCII標 準ベ ースのメ ヅセ ージを作 成す る

必要があ る。 国際標 準 メ ッセージを安定化 させ るため に、 わ が 国 は さ らに積 極 的に

UN/EDIFACTに 参加す る必要 があ るが、わが 国一 国でで きるこ とで はな い の で、

同時に国際協 力を もっと強化 しなければ な らない。 尚、国際標準 メ ッセージが安定化

すれば、それに合わせてCII標 準ベ ースの メ ッセ ージを作 成す るのは容 易で ある。

また、国内標 準 メ ヅセージ と国際標準 メ ッセ ージは、 シ ンタ ックスル ール が同一 で

あ って もな くて も、それ とは無 関係 に、別 にせ ざるを得 ない ことも明確に な った。

5.5ま と め

物流業際EDIの 検 討 は平成4年 度 か ら3年 間 に渡 って実施 され、受発注 か ら納 品 までの

トータルEDIを 製造業2業 界につ いて構築す る とともに、合 わせて12種 類 の標準 メ ッセ ー

ジを 開発 し、運 用実験を行 って、効果を検証 した。 流通 業 界 に お いて も、 テス ト用 標 準

メ ッセージ数種 を用 いた実験を行 うとともに、受発注 か ら納 品 までの トータルEDIに つい

て、 その展望を示 した。

運用実験参加企業 は、平成4年 度に4社 、平成5年 度 に16社 、そ して、平 成6年 度 は

35社 に達 し、延 べ55社 の参加 とな り、稀 に見 る大規 模 な運用実験 にな った。この ことは、

物流業 際EDIの 重要性 を示 してい ると言 え よう。

3年 間の検討を通 じて、物流 業際EDIが 実現可能 で ある ことや 、効果 が大 きい こ とは、

十分実証 され、 当プ ロジ ック トの 目的を達成 した と考 え る。 しか し、 この検討 で確立 され

た コンセプ トは、特殊解 であ る。 これ で完成 したのではな く、 これか ら一般的 な物流業際

EDIへ 拡張 しなけれ ばな らない。す なわ ち、一般的 な物流業 際EDI構 築へ の入 口を よ うや

く通 りぬけた とい うところであ ろ う。

例 えば、当 プ ロジ ェク トとは独立 な物流業 際EDIヘ アブ ローチ もある。す なわち複数 の
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アプ ローチがあ り、それ らは巧妙 に組み合わせれて、一般 的な物流業際EDIの 確立 に向か

うべ きだ と考 え る。 したが って、それを検討す る場 を設け、実現 へ 向けて努 力すべ きこと

を提案す る。

5.6今 後 の課題

当 プ ロジ ェク トは、第1の 目的で ある物流業 際EDIの 実 現可能性や効果 の検証 につ いて

の作 業 を完了 した。 また、受発 注か ら納 品 までの トー タルEDIに つ いて一つ の コンセプ ト

を確 立 した。次 に残 ってい るのは、 この コンセ プ トを拡張 して受発注か ら決済 までの最終

的な トータルEDIの 確立 であ る。

このために、請求 ・支払 いの業 際EDIに ついて検討す る必要 が あ る。既 に、請 求 ・支

払EDI-WGを 設置 し、予備 的検討 と して現状把握 ・ニーズ調査 等を開始 して いるが、来

年度 に本格 的な検 討 を行 い、 目的を達成す る必要 がある。
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第ll編 メ ッセ ー ジ設 計 ガ イ ドラ イ ン

第 皿編 では、CIIシ ンタ ックスルールをベ ースとした標準 メ ッセ ージの設計方法につ いて、

技術面 を中心 に説 明す る。

第1編 で述べ た よ うに、CIIシ ンタ ックスル ールは、業界EDIか ら業際EDIへ 応用 分野を拡

大 している。 これ まで、CIIシ ンタ ックスルールは、主に製造業 界のEDIへ 応用 されてお り、

標準 メ ッセー ジの設計 は、産業 情報化推進 セ ンターの直接 の指導 の もとで行われて きた。そ の

ため 、マニ ュアル化 され た標 準 メ ッセージの設計方法は特 に な く、 それぞれ の応用 分野 の特 性

をそ の都度分析 しなが ら、最適 な標準 メ ッセージの開発 を進 め て きた。

しか し、応用分野 が拡大 した今 日、 もはや前述 した よ うな方法 で、 ニーズが増大 してい る新

しい標準 メ ヅセージの設計 を行 うことが困難に なって きた。そ こで、これ まで約10業 界 で開発

され てきた標準 メ ッセージの設計技 法を マニ ュアル化す る ことに し、本編 が発行 され る ことに

な った。

本編では、通常 ご く一般的 に使 われてい る伝票を標準 メ ッセ ージ化す る ことを念頭に おいて、

解 説を まとめた。 したが って、 バイナ リーデ ータのハ ン ドリング方 法や、 マルチ明細 の複雑 な

ネス テ ィングが必要 とな る標準 メ ッセ ージの設計 につ いて は、割愛 した。 これ らの技 術的 ポイ

ン トが必要 な時は、産業情 報化推進 セ ンターへ直接 問い合わせ てほ しい。標準 メッセージの設

計 を始め る前に必要な手続 、設計完 了後 に必要 な手続等につ いて も、簡単 に記述 した。

本編 と下 記に示す3種 の資料 を用 いれ ば、通常必要 にな るEDI用 の標準 メ ッセージが設計 で

きる筈 であ る。下記の資料 は、すべ て産業情報化推進 センターで入手可能 である。

①CIIシ ンタ ックスル ール1.11及 び1.51

②CII-EDIサ ー ビス運用 ガイ ドライ ン

③CII-EDIサ ー ビスを用 いたEDI導 入 ガイ ド

また、本編 に は、拡張テ クニ ックと して、UN/EDIFACTメ ッセー ジを シ ュ ミレーシ ョンす

る手法 も収録 した。 これ を活用す る ことで、UN/EDIFACTの 標 準 メ ッセー ジ(UNSM)を 、

CIIシ ンタ ックスル ールで活用 できる。国 内EDIと 国際EDIの 画期 的な融合方法を可能 にす る

手法 で もある。UNSMと 完全 にマ ッチ ング したCIIシ ンタ ックス ル ー ル ・ベ ース の標 準 メ ッ

セージを設計す る ことがで き、相 互互換性に富 んだEDIを 構築 で きる よ うにな るだろ う。

本編は、第1版 であ り、記述 が不完全な部分や分か りに くい部分 が多 数 あると思わ れ る。 今

後 、気がついた都度、修正 を行 い、完全 な マニ ュアルに してい きた い と考 えてい る。
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第1章CII標 準 の 構 造

1.1伝 票 とデー タ項 目

一般 的に取 引に使われ る伝票 は
、デー タ項 目を集めて構 成 され て い ます 。 例 え ば 、 図

1-1に 示す注文書 は、13種 類 のデー タ項 目で構成 され ています。 この伝 票では、品名 ・仕

様 とい う項 目が5つ あ ります が、同 じ種類 の項 目が5回 繰 り返 してい るとい うよ うに把握

し、1種 類 として数 え ます。数量や単価 について も同様 です 。一 方 、 図1-2の 請 求書 で

は、12種 類 のデー タ項 目で構成 されて います。

①
注 文 書

③1東 西南北商事1殿

下記の通 り注文 します。

④

② 匡 成7年3月1日}

㈱日本情報処理開発協会
産業情報化推進センター

⑤ 品 名 ・ 仕 様 ⑥数 量 ⑦単 価 ⑧金 額

OA用 椅子AXF-3561-2 1 10,000 10,000

⑨ 合 計 10,000

⑩
納 期 平成7年3月31日

⑪
納入部 推進セ ンター

⑫
担当者 推進 太郎

⑬
備

考

①情報区分 ②注文年月日 ③受注者 ④発注者 ⑤品名 ・番号
⑧発注金額 ⑨発注合計 ⑩納 期 ⑪納入場所 ⑫購買担当

図1-1注 文書 の例

⑥発注数量 ⑦単 価
⑬備 考
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①
請 求 書

②1平 成7年3月31日1

③ (財旧 本情報処理開発協会
産業情報化推進センター 殿 ④1東 西南北商事 株式会社1

⑤TEL5123-4567

合計金額6¥10,300円

⑦ 品 名 ・ 仕 様 ⑧数 量 ⑨単 価 ⑩金 額

OA用 椅子AXF-3561-2 1 10,000 ,10,000

F

⑪ 消 費 税 300

⑫ 合 計 10,300

`①情報区分 ②請求年月日 ③請求先

⑦品名 ・仕様 ⑧納入数量 ⑨納入単価

図1-2

④請求者 ⑤請求者電話番号 ⑥請求金額
⑩納入金額 ⑪消費税 ⑫合 計

請求書の例

1.2シ ンタ ックス ルール と標準 メ ッセー ジ

前述 の ように、伝票はデ ータ項 目を集 めて構成 され てい るので、これに合わせ て、CII標

準 で もデ ータ項 目を集 あて、 メ ッセ ージを構成 してい ます。従 って、 メ ッセー ジが伝票に

相 当 しています。 これ を数学 的にい うと、'CII標 準リ メ ッセージはデー タ項 目の集合体 で

あ るとい うことにな ります。そ こで、図1-3の よ うに、必要なデ ータ項 目を詰 めた封筒 を

取 引の相手 に電子的 に伝送す るのが、CII標 準に よるEDIと い うことにな ります。

この時 、封筒 の中にただ闇雲 にデ ータ項 目を詰 めたのでは、 データ項 目を構成 してい る

数字や文字 がい っし ょくたにな り、 この封筒 を受 け取 って開封 した時に、単な る数字や文

字 の固ま りにな って しまい、伝票 の意味か分 か らな くな って しまいます。ですか ら、例え

ば、封筒 にデー タ項 目を詰 め る時は デー タ項 目の形を失わ ない よ うに とか い うル ール が必
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要 に な ります 。 この ル ール を 定 め た もの を 、一 般 的 に シ ン タ ックスル ール と呼 び 、CII標 準

のそ れ を 『CIIシ ン タ ックス ル ー ル』 と呼 び ます 。-t

－ 方 、 封 筒 の 中 に 詰 あ るべ きデ ー タ項 目は 、伝 票 の 種類 に よ って異 な って き ます 。 例 え

ば 、注 文 書 に は 、 注 文 す る商 品名 な どを 詰 め る必 要 が あ り、請 求 書 に は請 求金 額 を 詰 め る

必要 が あ ります 。 この よ うに 、 それ ぞれ の伝 票 には 必 要 とす るデ ー タ項 目が そ れ ぞれ あ り

ます。EDIで は伝 票 の こ とを 一 般 的 に メ ッセ ー ジ とい い 、 こ の 必 要 とす る デ ー タ 項 目を

メ ッセ ー ジの 種 類 ご とに取 り決 め た もの を 『標 準 メ ッセ ー ジ』 と呼 び ます 。 シ ンタ ・ックス

ル ール と標 準 メ ッセ ー ジは 、後 述 す る よ うに密 接 な関 係 が あ ります ので 、CII標 準 の標 準

メ ッセ ー ジは 『CIIベ ー ス標 準 メ ッセ ー ジ』、UN/EDIFACTの 標 準 メ ッセ ー ジ は 『EDI-

FACTベ ース標 準 メ ッセ ー ジ』 な どの よ うに呼 び ます 。 本 書 で は 『CIIベ ー ス 標 準 メ ッ

セ ー ジ』 の 設 計 方 法 を 解説 します 。

①情報区分 ②注文年月日 ③受注者 ④発注者
注文書 平成7年3月1日 東西南北商事 翻 日本情報処理開発協会

産業情報化推進センター

⑤品名 ・番号
OA椅 子

AXF-3561-2

⑦単 価 ⑧発注金額
10,00010・,000

⑨発 注合計 ⑩納 期 ⑪納入場所 ⑫購買担当
10,000平 成7年3月31日 推進セ ンター 推進太郎

メ ッセー ジを

入れ る封筒

魎
備考は使用 しな
いので送らない

図1-3必 要 なデ ータ項 目を集め てメ ッセージを構成

一55一



1.3C口 標 準の体 系

CII標 準は、一つのCIIシ ンタ ックスル ール と業界 ごとの標準 メ ッセー ジで構成 され て

お り、図1-4の 体系 にな ってい ます。図1-4の 中 の共通部分 とは、データ項 目の共通部 分

とい う意味 で、標準 メ ッセ ージが共通 とい うことではあ りません。図1-5は 、図1-4の 中

の一 つの業界 を取 り出 して細か くした図で、複数 の標 準 メ ッセージが規定 され ています。

これ は、その業界 で必要 な取引 に合 わせて標 準 メ ッセージが規定 され ているためで、 これ

全体 をサブセ ッ トと呼 びます。

す なわ ち、業界 ご とに標準 メ ッセ ージのサ ブセ ッ トが存 在 し、それをす べて含 めた全体

をCII標 準 の標準 メ ッセ ージと呼 び、 さらに、 この標 準 メ ッセ ー ジ とCIIシ ンタ ックス

ルールを合わせ たものが 『CII標 準』 とい うことにな ります。

、十

CII標 準 メ ッセ ー ジ群

EIAJ標 準

(標準 メ ヅセ ージ)

A業 界 標準

(標準 メ ッセージ)

繭 遊主
▲ ▲

B業 界 標準

(標準 メヅセージ)

各 区 ・分

C業 界 標準

(標準 メッセージ)

:8.lAJ

iタンタッ撒ス靹 ル Cll¶ シ ン タ ッ ク ス ル}ノ レ

図1-4CII標 準 の構i成

BPID=EIAJOl1D

Dツセブ

群

サ

準

ジ

J

標

－
A

J

セ

ー

A

ツ
E

ー

メ

(

E

照合確認情報

図1-5EIAJ標 準(セ ッ ト)の 構 成
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(1)BPID

業界 ごとにある標 準 メ ッセージのサブセ ッ トを識別 す る記号 を 『BPID』 と呼び ます。

図1-4お よび図1-5か らCII標 準では、例えば、業界 ごとに注文 書が存在す る ことが容

易に想像 で きます。 これ らを区別す るために 『BPID』 が識別 子 として使用 され ます。

(2)情 報 区分 とBPID+情 報 区分

図1-5に 示す よ うに、特定 の標 準 メ ッセージのサ ブセ ッ トの 中に は複数 の標 準 メ ッ

セ ージが あ りますの で、 これを情 報区分に よって区別 します 。

CII標 準 のなか で、特定 の標準 メ ッセージを区別す るため には、『BPID+情 報 区分』

を使 わなければな りませ ん。
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第2章CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル ・ベ ー ス標 準 メ ッセ ー ジ 設 計 総 論

2.1標 準 メ ッセージの開発が必要 になる時

CIIシ ンタ ックスルールを用 いたEDIシ ステムを構築す るためには、標準 メ ッセージが

必要 です。産業情 報化推進 セ ンタLで 発行 して いる別途資料 『-CII-EDIサ ー ビスを 用

いた－EDI導 入 ガイ ド』 には、既 に開発 されて いる標 準 メ ッセ ージを入手 して使 うように

指示 され ています が、時には、必要 とす るメ ヅ七一ジが まだ 開発 されていな い こともあ り

ます。 こ うい う時 には、新 たに標準 メ ッセージを開発 しなけれ ばな りません。

2.2標 準 メ ッセ ージの開発者

標準 メ ッセージを新 たに開発す る必要 が生 じた場合、誰 で も標準 メ ッセ ージを開発 で き

るのか とい うと、 そ うではあ りません。例 えば、新 しい標 準 メ ッセー ジを必要 とす る企業

'が 、それぞれ標準 メ ッセ ージを開発 した と した ら、たち まち、数千種類 の標 準 メ ッセージ

がで きて しまい ます。

CII標 準 は、EDIの 標準化 をす るために あるので、 こん なに標準 メ ッセ ージがで きて し

まった ら、標 準化 の意味 が消滅 して しまいます。標準 メ ッセ ージは少なけれ ば少な い程 よ

く、理論 的な理想値 は、1種 類 の標 準 メ ッセー ジですべ てに対応 で きるこ とです。勿論、現

実 的に この状 況を作 る ことは不可能 で、何種類か の標準 メ ヅ'セージが必要 にな ります。何

種類必要 かを厳 密に決 める ことは、非常に難 しい ことで あ り、科 学的な理論 とい うのは あ

りません。現状 では、経験的に必要 な標準 メ ッセージを定 めてい ます。

必要 な標準 メ ッセ ージを経 験的 に定め るの は人間です。 ここでの大 きな問題 は、誰が標

準 メ ッセー ジを決め るか とい う問題 です。 これについては、様 々な試行 錯誤が繰 り返 され

てきま したが、 現在 では、利用者 自身が定め るのが最善 で ある とい う結 論に なってい ます。

しか し、利用者 であ る個 々の企業がそれぞれ標準 メ ッセ ージを定 めた とすれば、数千種類

を遥 に越 える標 準 メ ッセージが作 られ ることにな り、標 準 ではな くな って しまい ます。

そ こで、図2二1の ような方法を と ります。個 々の企業 が必要 とす るものを メ ッセ ージと

して捕 らえ、それ らを合わせて標 準 メ ヅセ ージに します 。例 えば、図2-1で は、A社 、B

社;C社 お よびD社 それぞれ が必 要な注文 メ ッセ ージを、デ ータ項 目レベ ルで突 き合わせ 、

全体を標準 の注文 メ ッセ ージと します。A社 が実際に使 う注文 メ ッセ ージは、標準の注文

メ ッセージか ら見れ ば、一部 にな ってい ますので、 これ は実使用上 のサブセ ッ トと言え ま
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す6そ こで、標 準 メ ッセ ージは、企業 ご とのサ ブセ ッ トの集合体 とい うこともで きます。

そ して、図2-1の 標 準 メ ッセー ジは、A社 、B社 、C社 お よびD社 が共 同で作 業すれ ば作

成 で きることにな ります。 この よ うなグループを、標準 メ ッセ ージ開発機関 とい います。

日本 中の企業 を全部 集めて、標 準 メッセージ開発機 関を結成 すれば、国 内標 準 メ ヅセー

ジが開発 で きます。 しか し、実際 に 日本 中の企業を全部 集めて検討 グル ープをつ くる こと

は不可能 です し、集あ られて も作 業 で きません。可 能 なのは、たかだか 同一業界 の中の代

表 的企業 の代表 者を集めた委員会 の結成 です。CII標 準では、原則 として、この委員会(も

しくは、委員会の事務 局で ある団体等)を 標 準 メ ッセ ージの開発者 としています。

この方法 で気をつけなければな らないのは、同 じ種類 のメ ッセージが複数 で きる ことで

す。例 えば、鉄鋼業界 と石油化学業界 が標 準 メ ッセ ージの開発者 にな っています が、両標

準 メ ッセージ開発機関 ともに、注文 メ ッセージを開発す る ことは明 白です。 しか し、2つ

の注文 メ ッセー ジは、種類 とい うレベルでは同一で ある ものの、現実 的な機能面 ではかな

り異 なる もので、区別す る必要 が あ ります。 この区別 のためにあ るのが、『BPID』 と呼 ば

れ る識別子 です。

『BPID』 は、標準 メ ッセー ジ開発機関に与 えられ る一種 の名前であ り、『BPID』 を持 っ

てい る機 関だけがCII標 準 の標 準 メ ヅセージを開発す る ことがで きます。
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項 目3
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項 目1 項 目2 項 目3項 目4項 目5項 目6項 目7項 目8項 目9 項目10 項 目11

図2-1 あ る標準 メ ッセ ー ジに お け るA社 、B社 、C社 、D社 間 の デ ー タ項 目の 関 係
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2.3標 準 メ ッセージの種 類 と情報区分 コー ド

標準 メ ッセー ジは、直観的には、伝票 と考えて問題 あ りません。 しか し、厳密かつ科学

的に考 え ると、その定義が極めて難 しいことが分か ります。 ですか ら、通常、利用者 が実

際 の使用 時に都合 の よい ように標準 メ ジセージを決め まず:そ ラす ると、伝票 と似た もの

になる例 が多 いのです。 あま り合理的ではあ りませんが 、 これで十分役立つ ものです。

さて、標 準 メ ッセ ージは 『BPID』 を持 ってい る機関 が作 りますが、2種 類 以上必要 にな

るのが普通 です。例 えば、注 文情報、納品情報 、請求情 報、……… の よ うにです。そ こで

これ らの標準 メ ッセ ージを特 定す るキーが必要 にな ります。 これが、情報区分 コー ドと呼

ばれ る4桁 の文字列 です。

尚、一般 的に標準 メ ッセ ージを特定す るたあには、『BPID』+r情 報 区分 コー ド』で行

います。

2.4標 準 メ ッセー ジの 開発手順

CII標 準に よる標準 メ ッセ ージの開発手順は、一般的 に以下 の よ うにな ります。

(1)開 発組織の結成 と 『BPID』 の取得

rBPID』 は、 図2-2に 示す よ うに、4文 字 の識別 子 と4文 字 のバージ ョン管理 コー ド

(標 準 メ ッセ ージのバ ー ジ ョンを表す)か ら構成 されて お り、産業情報化推進 セ ンター

に あるrデ ータタグ委員会』 とい う常設 の委員会 が、4文 字 の識 別子 のみを管理 して い

ます。4文 字 のバー ジ ョン管理 コー ド(標 準 メ ッセ ージのバ ージ ョンを表す)は 、『BP-

ID』 を持 っている開発機 関が管 理 します。

rBPID』 は、産業情報化推進 セ ンターへ 申請す る ことで取得 で きます 。rBPID』 の

4文 字の識別子は、 申請者 自身が作成 します。 申請を受けた産業情報化推進 セ シ ター で

は、申請 内容をrデ ータタグ委員会』に諮問 します。rデ ータタグ委員会』では、新 しい

開発機 関が標 準 メ ッセージ開発機 関 として妥当か ど うかを検討 します。従来、 この検討

で妥 当でない と判 断 された例 はあ りませんが、既 にあ る開発機関 と明 らかに重複 してい

る場合 には、申請 その ものを認 めないケースはあ り得 ます。 申請が妥 当と判断 されれ ば、

申請 された新 しい識別 子が既 に登録 されてい る識別 子 と重な るか どうか チ ェック します。

重 な らない場 合は、それを登録 します。重な る場合 は、重な らない別 の識別子を 申請者

自身 が新 たに作成 し、それを登録 します。

申請 は、開発機 関名で行 い ます。巻末の資料 を参考 に して、 申請 して下 さい。
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標準メッセージ管理機

標準

∈.' 〉
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標準 メ ッセー ジのバージ ョン管理用

BPIDは8桁 の英数字で構成

図2-2BPIDの 構 造

(2)ビ ジネス ・モデルの作 成

ビジネス ・モデル とは、EDIに よる業務処理 フ ロー と考 えて も間違 い では あ りませ

ん。 シナ リオ とい う言 い方 もあ ります。図2-3に 例を示 します。 ビジネス ・モデルを作

成す る ことで、 ど うい う種類 の標 準 メ ッセー ジが必要 にな るかが明確にな ります。

そ こで、 このモ デル で必要に な る標準 メ ッセ ージを作成 すれば よい訳ですがv作 成す

る前 に、他の業界 で丁度 当てはま る標準 メ ッセ ージがないか どうかチ ェック して下 さい。

もし当ては まるものが あれ ば、新 たに作成す ることは止めて、既にあ るものを使 って く

だ さい。 同 じものを二度作成す ることは、是非 とも避 けた い ことです。 同 じものがなけ

れば、新たに作 成す る ことにな ります。

尚、既に ある標準 メ ッセー ジについては、産 業情 報化 推進 セ ンターへ問 い合わせ て下

さい。

(3)標 準 メッセージの作成

前述 の ビジネス ・モデル に したが って、必 要な標 準 メ ッセ ー ジを作 成 します 。標 準

メ ッセージは、だ いだ い以下 の手順 で行 い ます。 これで、暫定版 ができます。

① ビジネス ・モデル に従 って、その標 準 メ ヅセージの機能 を明確 に します。

② 必要 とな る機能 を満 たす よ うにデ ータ項 目を決め ます。

③ それ ぞれ のデ ータ項 目の意 味を明確 に定 義 します。

④ データ項 目の属性 と長 さ(最 大長)を 決め ます。

⑤ それぞれ のデー タ項 目にデ ータタグ番 号を付け ます。 デー タタグ番 号については、

3章 を参照 して くだ さい。

⑥ 作成 され た標 準 メ ッセ ージを 、図2-4の 例の ように まとめます。

(4)標 準 メ ッセー ジの検証

新規に作成 され た標 準 メ ッセー ジは暫定版 です か ら、検証 す る必要が あ ります。検証

は、 トライアル と称 す る試 行運用 で行 うのが一番 よい方 法です。試行運用 の結果 に よ り、
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不具合点 な どを修正 し、第1バ ージ ョンの標 準 メッセ]ジ がで きあが ります。
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(5)標 準 メ ッセージの公 開 ・ 一

で きあが った標準 メ ッセージは、何 らか の方法 で公開 します。通常 、規格 書 と してま

とめ、頒布(有 料 の場合 もあ る)す る等 の方法 が とられます。尚、CIIベ ースの標準 メ ッ

セー ジ(す なわ ちCII標 準)の 著作権 は開発者 に属 します が 、使 用 や使 用 料 に つ いて

は、無償 公開 が原則 です。`"㍉ ∵

(6)デ ータ項 目の登録制度 お よび標 準 メ ッセー ジの届 け出につ いそ

産 業情 報化推進 セ ンターには、新 規に開発 され たデ ータ項 目を登 録す る制 度が あ りま

す。 登録 された デー タ項 目は、全業 界共有 の ものにな つ、新規 の標 準 メ ッセ ージの開発

に役 立つ ことにな ります。

また、新規 の標 準 メ ッセージにつ いては、産業情報化推進 セ ンターへ届 け る必要 があ

ります。通常、規格書 の提 出で代 用 され ます。

注文情報 BPID=EIAJOl1D

項目Nα 項 目 名 必 キー 項 目 内 容 属性(桁 数)

001 データ処理Nα ● 受信データの処理順序を表す番号 9(5)

002 情報区分 コー ド ● 情 報の種類 を表すコード(確 定注文=0502)・ X(4)

003 データ作成 日 デ ータを作成 した 日付 9(6).

004
弓

発注者 コー ド ● ☆ 注文を行う企業を表す(標 準企業コー ド) X(12)

005 受注者 コー ド ● 受注を行う企業を表す(標 準企業コー ド) X(12)

006 発注部 門 コー ド

一

原価の責任部門又は納入部門を表す X(8)

007 注文番号 ●' ☆ 発注者が注文情報に付与 した管理番号 X(23)

008 製造番号 発注品の原価管理に結びつ く製造管理番号 X(19)

009 訂正 コー ド ● 情報 の新規 ・変更 ・取消 を示す コー ド X(1)

010 コ ック区分 通常品 か コック品かを示す コー ド X(1)

011 注文年月日 ● 注文を行 った日付 9(6)

012 単 位 ● ・ 数量を表す基準を示すコー ド X(3)

013 単 価 ● 製品1単 位あたりの価格 9(10)V(3)

014 単価区分 ● 単価が確定単価か単価未定がを表す X(1)

015 注文数量 ● 受注者に対する発注数量 9(9)V(3)

7 ＼ 一一/ ＼
図2-4標 準 メ ッセ ー ジ例
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第3章 標 準 メ ッセ ー ジ 作 成 技 術

本章 では、CIIベ ース標 準 メ ッセージを作成す る上 での技術的 なテ クニ ックについて説 明 し

ます 。

3.1Cllジ ンタ ックス ルールの特徴

CIIシ ンタ ックスル ールは、必要 なデ ータ項 目を集めて メ ジセー ジを構成 します。 しか

し、ルール無 しでデ ータ項 目を集 めて メ ッセ ージを構成 したのでは、そ のメ ッセージを受

け取 った相手 が意味を解釈 出来 な ぐな ります。 そ こで、あ る特 定 の意味を持つ メ ッセ ージ

に含め て もいいデ ータ項 目の リス トを作 り、その リス トに含 まれていないデ ータ項 目は使

用禁止 に します。 この りろ トを標準 メ ッセー ジといいます。

これか ら説 明す るの は、そ の リス トを作 るのに必要 な技術的 テ クニ ックです。

3./1Cllシ ン タ ッ ク スル ー ル に よ る制 限

CIIシ ンタ ック スル ール で は 、 いか な る デ ー タ項 目 も使 え るの で は あ りませ ん 。 い

くつ か の制 限 が あ ります 。 これ をCIIシ ン タ ックス ル ー ル に よ る制 限 と し ます 。

(1)デ ー タ項 目に つ い て

以下 の属 性 と最 大 長 以下 の デ ー タ項 目が使 用 可能 で す 。

①8bitの 文 字(最 大長32,767byte)

②16bitの 漢 字(最 ×長32,766byte(16,383文 字))

③ ビ ッ ト列(最 大 長32,767byte(byte単 位))

④ 数 字(最 大 長30桁(整 数 部+小 数 部))

⑤ 年 月 日(6桁 又 は8桁)

(2)メ ッセ ー ジ の 構i造

以下 の メ ッセ ー ジ構 造 が 使 用 可 能 で す 。

① 単 純 列 構 造(図3-1参 照)

② 単 純 列 繰 返 し構 造(図3-2参 照)

③ 繰 返 し構 造 の ネ ス ト(図3-2参 照)r

④ 繰返 し構 造 の種 類 は 、最 大256種 類
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項 目1 項 目2 項目3 項 目4 項目5 項 目n

図3-1単 純 列 構 造 の メ ッセ ー ジ

∈

← 繰返 し単位 →

マルチ明細 ∋

`

項 目1 項目2 ■ ● ■ ■

.

項 目11i項 目12 囎11i囎12 囎11i囎12 ● ● ■ ● 項目n

図3-2単 純 列繰返 し構造 のメ ッセ ージ

∈ 外側のマルチ明細
∈ 繰返 し単位 ≧

く 内側 のマルチ明細

← 繰返 し単位 →

〉 ∈ 内側の

項 目1項 目2・ … 項 目11 項 目21i項 目22
.

囎21i囎22 項 目11 囎21i囎22

マルチ明細

〉

〉ら ∈ 内側の マルチ明細

囎21i囎22 項 目11

11

項 目21i項 目22項 目21i項 目22
.'

● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● 項 目n

図3-3繰 返 し構造 のネス トを含 む メ ッセージ

(3)バ イ ナ リーデ ー タ

長 大 ビ ッ ト列 を バ イ ナ リーデ ー タ と呼 び ます 。CADデ ー タ や 画 像 デ ー タ な ど は

バ イ ナ リー デ ー タ と して扱 い ます 。

3.1.2Cl1ト ラン ス レー タ ー よ る制 限

CII標 準 に よるEDIに は 、CIIト ラ ンス レー ター を 使 い ます 。CIIト ラ ンス レー タ ー

は 有 限 の大 き さの コ ン ピ ュー タ上 で動 か す た め に 、CHシ ン タ ヅク スル ール で 示 さ れ

た 制 限 よ り、強 い制 限 が あ ります 。 した が って 、'標準 メ ヅセ ー ジは実 質 的 にCIIト ラ

ンス レー ター に よ って制 限 され ます 。
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さ て、産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ーで は 、CIい ラ ンス'レ 一 夕 ーの 標 準 的 な仕 様 を 定 め 、

こ の仕 様 を 満 たす トラ ンス レー タ ーをCII推 奨+ラ ンス レー タ ー と称 し て認 定 して い

ます 。 以 下 に 、 このCII推 奨 トラ ンス レー タ ーを使 う場 合 の制 限 を示 します 。

(1)デ ー タ項 目に つ い て

以 下 の属 性 と最 大 長 以下 の デ ー タ項 目が使 用 可 能 です8

①8bitの 文 字(最 大 長2,000byte)

②.16bitの 漢 字(最 大長2,000byte(1,000文 字))'

③ ビ ッ ト列(最 大 長2,000byte(byte単 位))

④ 数 字(最 大長30桁(整 数 部+小 数 部))

⑤ 年 月 日(6桁 又 は8桁)

⑥1メ ッセ ー ジ中 の デ ー タ項 目の種 類(繰 返 しデ ー タ項 目は1種 類 とす る)

(最 大200種 類).

注1)文 字 、漢 字 につ い て は 、JIS-XO201及 びJIS-XO208と す る必 要 が あ る。

注2)CII推 奨 トラ ンス レー タ ーに ビ ッ ト属 性 は あ りませ ん の で、文 字 属 性 の文

字 コー ド変 換 無 しで代 用 します 。

(2)メ ッセ ー ジ の構 造

以 下 の メ ッセ ー ジ構 造 が 使 用 可 能 です 。

① 単 純 列 構 造

"② 単 純 列 繰 返 し構 造

③ 繰 返 し構 造 のネ ス ト(3レ ベ ル まで)

④ 繰 返 し構 造 の種 類 は 、 最 大35種 類

(3)バ イ ナ リー デ ー タ

CII推 奨 トラ ンス レー タ ー で は、 オ プ シ ョン ・サ ポ ー トに な っ て い ます 。 こ の

デ ー タを使 う場 合 に は 、 トラ ンス レー タ ーの 吟味 が必 要 で す 。

(4)メ ッセ ー ジ長

CII推 奨 トラ ンス レー タ ー で は、 最 大 メ ッセ ー ジ長32,000byteに な って い ます 。

最 大 メ ヅセ ー ジ長 が これ を越 え る場 合 は 、 トラ ンス レー タ ー の吟 味 が必 要 です 。
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3.2単 純列構造 メ ッセー ジ作成上の技術

データ項 目を単純に並べて1つ の メ ッセージ とす る構造 を、単純列構 造 メ ッセージとい

います(図3-1参 照)。

(1)単 純列構造 メ ッセー ジ内のデ ータ項 目の種類

単純 列構造 メ ッセ ージでは、同一 の メ ッセ ージ内に 同一種類 のデー タ項 目が2つ 以上

あってはいけ ません。

CIIシ ンタ ックスル ールでは、 データ項 目の種類 は、デ ータタグ番号で表 現 され ます

か ら、一つの標 準 メ ッセージ内に含 まれ るデー タ項 目のタグ番 号は、すべて異な ってい

なければな らない(ユ ニーク)こ とにな ります。

もし、一つ の標準 メ ッセージ内に同一 タグ番 号のデ ータ項 目が2つ 以上 あれ ば、 トラ

ンス レーターがエ ラー と解釈 します 。

(2)単 純 列構造 メ ッセー ジ内のデー タ項 目の順 番

単純 列構造 メ ッセ ージでは、デ ータ項 目の並 びの順番は、 メ ッセ ージの意 味に関係 し

ません。逆 に、デ ータ項 目の並 び の順番に、 メ ッセージの意 味を含 めてはな りません。

(3)単 純列構 造 メ ッセ ージの記述 方法

通常、図3-4に 示す記述 方 法 が 使 われ ます。 デ ー タ属 性 と長 さの表 現 方 法 を 、表

3-1に 示 します。

長 さは、最大値 で表 します。CIIシ ンタ ックスル ール では、任意 のデrタ 項 目の省略 が

許 され ますが、業務処理上省略 されては困 るデ ータ項 目が あ ります。 この よ うな項 目に

ついては、省略不可 の印をつ けます。
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襯 メ㍍ ㍗ 　 ジョン＼ 　 ㌻ 表す

_/　 'BPID-EIAJOl1D

.項 目No
/負 目 名 必 キー 項 目 内,容 属彰(桁 数)

⑩ 炉データ処理Nα ● 受信データの処理順序を表す番号 9(5)

00002 情 報区分 コー ド ● 情報の種類 を表すコード(確 定注文=0502) X(4)

00003 データ作成 日 デー タを作成 した 日付 ・ ,9(6)

00004 発注者 コー ド ● ☆ 注文を行 う企業を表す(標 準企業コー ド) X(12)

00005 受注者 コー ド ● 受注を行 う企業を表す(標 準企業コー ド) X(12)

00006 発注部門コー ド 原価の責任部門又は納入部門を表す X(8)

00007 注文番号 ● ☆ 発注者が注文情報に付与した管理番号 X(23)

00008 製造番号 発注品の原価管理に結びつ く製造管理番号 X(19)

00009 訂正 コー ド ● 情 報の新規 ・変更 ・取消を示す コー ド X(1)

00010 コ ック区分 通常品か コ ック品かを示す コー ド X(1)

00011 注文年月 日 ● 注文を行った日付 9(6)

00012 単 位 ● 数量を表す基準を示すコー ド X(3)

00013 単 価 ● 製 品1単 位あた りの価格. 9(10)V(3)

00014 単価区分 ● 単価が確定単価か単価未定かを表す X(1)

00015 注文数量 ρ 受注者に対する発注数量 ＼ 9(9)V(3)
一

㌫ う_7L
ユ一/＼

項目内容は誤解が発生しない
その他参考になる情報 ように、簡潔にまとめる

図3-4標 準 メ ッセージの一般的方法
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表3-1CIIシ ンタ ックス ル ール の デ ー タエ レメ ン トの標 準 メ ッセ ー ジ上 で の表 現 方 法

標 準 メッセージ,デ一夕ェレメ

デ ー タ ・タ イ プ ント・ディレクトリーでの表 現 デ ー タ 例 備 考

例) 長 さ は 、byte数 で 表 す 。

8bit文 字 列 X属 性 X(n) X(8)の 時 EIAJシ ン タ ッ ク ス

(JISXO201) n:最 大 長(byte) ABCDEFGH ル ー ル と 同 一 で あ る 。

文
字 ～ 例) 長 さ は 、・byte数 で 表 す 。

デ B、IT列 B属 性 B(n) B(2)の 時 文字 コー ド変換 を しない

1 n:最 大 長(byte) X'5F2D' 文字列の意味でもある。

タ A

例) 長 さは、byte数 で表す:

16bit文 字 列 K属 性 K(n) K(10)の 時 ㌻、 漢字文字数の2倍

(JISXO208) n:最 大 長(byte) 産業と情報 に な る。

《

例)9(5)の 時 9(5)V(0)と9(5)は 同 一 の
1

固定小数点 9(n), 23456 意味であ る。

正 数 9属 性 9(n)V(m) 例)9(3)V(2)の 時 EIAJシ ン タ ッ ク ス

(JISXO201) n:整 数部の桁数 23456 ル ー ル と 同 一 で あ る 。

数 m:小 数部の桁数 (小数点は、4と5の 間)

値
デ N(n), 例)N(5)の 時

| 浮動小数点数 N(n)V(m) 一23456 N(5)V(0)とN(5)は 同 一 の

夕 (JISXO201) N属 性 n:整 数部 の桁 数 例)N(4)V(2)の 時 意味であ る。

! 皿:小数部の桁 数 一2345
.6

例)Y(6)の 時YYWDDタ 〃

日 付 Y(n) 一930331 西暦 日付である。

(JISXO201) Y属 性 nは6又 は8 例)Y(8)の 時YYYY㎜DD〃 プ

19930331
《

3.3単 純列繰返構造 を含 む メ ッセー ジ作成上 の技術 、

単純 列の中に単純列繰返構造 を含む メ ッセ ージを、一般型 メ ッセ ー ジ とい い ます(図

3-2)。 単純列繰返構 造には、暗示 的繰返構 造 と明示的繰返構造 があ り、通常 明示 的繰返構

造を、 マルチ明細 といい ます。'`

CII推 奨 トランス レー ターでは、暗示 的繰返構 造 は オ プ シ ョンに な って お り、'通常 サ

ポー トされてい ません ので、使用 を避け る ことをお薦 め します。 した が って以下 では、マ

ルチ明細を含む メ ッセージについ て説 明 します。

3.3.1マ ルチ明細 を一 つ含む メ ッセージ

図3-5に 示す伝票 を標 準 メ ヅセ ージにす ると、 マル チ明細 を一 つ含 む メ ヅセー ジ

にな ります。

(1)マ ルチ明細 の構成方法

CIIシ ンタ ックスル ール では、単純 列に繰返 しの制御子 を付 けてマルチ明細 と し
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ます。一"'"∵

① 繰返 し単位"…,.

複 数 のデ7タ 項 目で繰返 し単位を構成 じます。勿論、.デ占タ項 目一 つで も繰返

し単位 に で きます。 同 じ繰返 し単位 内には、同一 のデ ータタグ番 号を持 つデ ータ

項 目を2つ 以上含 める ことはで ぎませ ん。.∴'

② 同一繰返 し単位 内のデータ項 目の並 びの順番に、'特定 の意味 はあ りま せん。逆

に、特定 の意味 を含め る設計 を してはいけません。'

③1東 西南北商事}殿

①
注 文 劃

下記 の通 り注文 します。

④

②1平 成 ・7年.31月1日1

㈲ 日本情報処理開発協会
産業情報化推進センター

⑤ ＼品 品1名 ・ 仕 様

1∫'

⑥数 量 ⑦単 価`

A'

⑧金 額

OA用 椅子AXF-3561-2 1 10,000 10,000

'

、

・

、A

一' ∂

㌧∠

⑨ 合 計 ・ 10,000

⑩
納 期 平成7年3月31日

⑪
納入部 推進 セ ンター

⑫
担当者 推進 太郎

⑬
備

考

①情報区分 ②注文年月日
⑧発注金額 ⑨発注合計

③受注者 ④発注者 ⑤ 品名 ・番号
⑩納 期 ⑪納入場所 ⑫購買担当

図3-5注 文書 の例

⑥発注数量 ⑦単 価
⑬備 考
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③ 繰返 し回数 に制 限はあ りませんが、通常、 メ ッセージ長 で制限を受け ます。

④ 繰返 しの先頭 に、マル チ明細 ヘ ッダーをつけ ます。 マルチ 明細 ヘ ッダーには、

明細識別 子を付 け、マルチ明細 の名前 に します。 明細識 別子 は、1文 字 の英数字

,を 用 い ますが、
、『0』 をつかっ てはな りません。

⑤ あ る繰返 し単位 と次の繰返 し単位 の間に改行 マー クをつけ ます。

⑥ 繰 返 しの最後 に、マルチ明細 トレー ラをつけます。

(2)マ ルチ 明細の記述 方法

前述(1)の ④、⑤及び⑥は、 トランス レーターが 自動 的に処理 を します ので、標準

メ ッセージには、 マル チ明細 の名前 と最 大繰返 し回数 及び繰返 し単位を記述 します。

一般的 には
、図3-6の 記述 に な ります。

(3)マ ルチ明細 内の繰返 し単位 の特徴

同一 マルチ明細 内では、 どの繰返 し単位 も、 同一 の構造(同 一 のデ ータ項 目を含

む)に な ります。 したが って、標 準 メ ッセー ジでは、繰返 し単位一 つ分の構 造のみ

定義 します。

項 目Nα 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

「

明細識別子一 『1ヨ 最大繰返数=5

TagOO5 品名 ・仕様 ● 図3-5の 伝票の⑤ X(30)

TagOO6 発注数量 ● 〃 ⑥ 9(9)

TagOO7 単 価' ● 〃 ⑦ 9(10)V(3)

TagOO8 発注金額 ● 〃 ⑧ 9(10)V(3)

/ ＼ ,

図3-6マ ルチ明細記述 の例
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(4)マ ルチ明細 内の繰返 し単位 の繰返 しの順番

繰返 し単位 の繰返 しの順番 は、常 に、厳密に守 られ ます(再 現 され ます)。

(5)マ ルチ明細 を一つ含む メ ッセー ジの記述例

図3-5に 示す伝票を標準 メ ッセージにす ると、一般的に、図3-7の 記述 にな り

ます。

注文書 BPID=JCIIOl1A

項 目Nα 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

TagOO1 情報区分 コー ド ● 図3-5の 伝票の① X(4)

TagOO2 注文年月日 ● 〃 ② Y(6)

TagOO3 受注者 コー ド ● 〃 ③ X(12)

TagOO4 発注者 コー ド ● 〃 ④ X(12)

最夫繰返数5

TagOO5 品名 ・仕様 ● 図3-5の 伝票の⑤ X(30)

TagOO6 発注数量 ● 〃 ⑥ 9(9)

TagOO7 単 価 ● 〃 ⑦ 9(10)V(3)

TagOO8 発注金額 ● 〃 ⑧ 9(10)V(3)

TagOO9 発注合計 ● 図3-5の 伝票の⑨ 9(10)V(3)

TagO10 納 期 〃 ⑩ Y(6)

TagO11 納入場所 〃 ⑪ K(60)

TagO12 購買担当 〃 ⑫ K(16)

TagO13 備 考 〃 ⑬ K(100)

図3-7図3-5(注 文伝 票)の 標 準 メ ッセ ー ジ

3.3.2複 数 のマルチ明細 を含む メ ッセ ージ

図3-8の 伝票 には、マルチ 明細 が2つ あ ります。 この よ うに、互 いに包含 関係にな

い複数 のマルチ明細は、独立 の関係にある といいます。CIIシ ンタ ックスル ール では、

一つ の メ ッセー ジ内に必要な数だ け独立の関係に あるマル チ明細 を含 め ることがで き

ます。 それ ぞれ の マル チ明細 にはユニークな マルチ 明細 識別子 をつけなければな りま

せ ん。結果 として、図3-9に 示す記述 の標 準 メ ッセ ージに な ります。
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○○○06書

据細 1

べ .

、
明細

図3-8マ ルチ明細 が2つ ある伝票

(1)マ ル チ 明細 識 別 子 は 、 一 つ の⊥メ ッセ ー ジ内 で ユ ニ ー クに な る よ うに します 。

(2)同 一 メ ッセ ー ジ 内 の マル チ 明細 の順 番 に意 味 は あ りませ ん 。 逆 に 、 マ ル チ 明細 の

順 番 に 意 味 を 持 た せ て はな りませ ん。
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項 目Nα 項 目 ・名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

TagO11 項 目11

TagO12 項 目12

TagO13 項 目13

一

TagO21 項 目21

TagO22 項 目22 」

TagO23 項 目23

TagO24 項 目24

/ ＼
図3-9マ ル チ 明 細 が2つ あ る伝 票 の標 準 メ ッセ ー ジ

3.3.3マ ルチ明細 のネステ ィング

マルチ明細 の繰返 し単位 の中に、別 のマルチ明細を含め る ことがで きます。 これは

伝票 の中に、図3-10の よ うな表 があ る時に、必要 にな ります。こめ構 造を、マルチ

明細 のネステ ィングと呼びます。

それ ぞれ のマルチ明細 にユニー クなマルチ明細識別子を付け て、 マルチ明細のネス

テ ィングを構成 します。そ の結果標準 メ ッセージは、図3-11Qよ うな記述 にな り

ます。

マル チ明細識別 子は、一つ の メ ッセ ージ内でユニー クに な るよ うに します。
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①

品名 ・仕 様
②
数 量

③
単 価

④
金 額

⑤ 納 入 日 付

1回 目 2回 目 3回 目 4回 目 5回 目

図3-10マ ルチ明細 のネ ス トが必要な表 の例

項 目Nα 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

最大繰返数=4

TagO51 品名 ・仕様 図3-10の ① X(30)

TagO52 数 量 図3-10の ② 9(9)

TagO53 単 価 図3-10の ③ 9(9)

TagO54 金 額 図3-10の ④ 9(9)

Tag110 納入 日付 図3-10の ⑤ Y(6)

/ ＼
図3-11図3-10の 伝 票 の標 準 メ ッセ ー ジの表 の部 分 の 記述

3.4デ ータ タグ番号の付 け方

デ ータタグ番号は、 データ項 目の意味を表す重要 な識別子です。 同 じデー タ項 目に同一

の番 号が付か なけれ ばな りません し、違 うデータ項 目には別 々の番 号が付 かなければな り

ません。

CIIベ ースの標 準 メ ッセ ージは、あ る開発機 関 に よって作 成 され ますが、 開発機 関は複
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数存在 します。 特定 の開発機 関が、そ の開発機関 内で作 成 す る標 準 メ ッセ ー ジ全 体 で ユ

ニー クなデー タタグ番号 をデー タ項 目に割 り当てることが可能ですが、デ ータタグ番号 は

開発機関 を越 えて、わ が国全体 でユニークに割 り当て るこ とにな ってい ます。

この よ うな状 況は、特定 の開発機関 内だけ の管理では実現で きません。そ こで、産業情

報化推進 セ ンタ ーで は、 データ タグ番号の グル ープ管理を実施 してい ます。特定 の開発機

関に対 して、通 常999個 のデ ータタグ番号枠 を割 当 て、 そ の 開発機 関は 割 り当 て られ た

データタグ番号枠 の中 の番号 をデータ項 目に割 り当て ます。

この ような方法 で、一つ のデータタグ番 号が2つ のデ ータ項 目を表 す とい う状況(デ ー

タ項 目重複 割 当)は 回避で きますが、同 じデ ータ項 目に2つ 以上のデ ータタグ番 号が割 り

当てられ る(デ ータタグ番号重複割当)こ とは、回避 で きません。 デ ータタグ番 号重複割

当については実害 はあ りませ んが、可能 な限 り回避 したい ものです。

そ こで、産業情報化 推進 センターでは、デ ータ項 目の登 録制度 が実施 され てい ます。 こ

れは、既 に安定 した標 準 メ ッセージに含 まれ てい るデ ー タ項 目の 『デ ータ タ グ番 号 』 と

『意味』 を産 業情報化推進 セ ンターへ登録す る制度 で、登録 された データタグ番 号は、わ

が国共通 のデ ータ項 目と して公開 され ます。標準 メ ッセー ジを作成す る時には、 この登 録

されたデー タ項 目を可能 な限 り使 うことに よって、 デー タタグ番号重複割 当を回避 しよ う

とい うものです。

1995年3月31日 に現在 で、197種 類 のデータ項 目が登録 されてお り、新 メ ッセージの開発

に使 うことがで きます。登録 されたデータ項 目に含 まれ ないデータ項 目につ いては、新 た

にデー タタグ番 号枠 の中か ら適当な番号 を取 り出 し、割 り当てます。

データ タグ番 号枠 の申請 は、通常 、『BPID』 申請の時 にい っしょに行 い ます。巻末 の資

料 を参考 に して下 さい。
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第4章 拡 張 テ ク ニ ッ ク

本章では、CIIシ ンタックスルールの性質を高度に活用 した標準 メッセージQ作 成方法を説

明 します。1

4.1ト ータル ・セ クシ ョンのある標準 メ ッセ ージ

図4-1に 示 す よ うに 、複数 の伝票 とそ の トータルで メ ッセ ー ジ ・グル ープ を構成 した

い場合 があ ります。 これ は、1枚 の伝 票を マルチ明細 の繰返 し単位 にマ ッピングす る ピ と

で実現 で きますが、複数 の伝票 が1つ のメ ッセージに含 まれ ることにな り、伝 票 の枚数が

非常 に多 い時に、 トランス レーターの扱 える最大 メ ッセ ージ長 の制 限を越 えて しま う可能

性 が大 き くな ります。

トランス レー ターの扱 える最大 メ ッセージ長の制 限に触 れない よ うにす るためには、1

枚 の伝票を1メ ッセ ージに マ ッピングす る必要 があ ります。 そ こで、 以下 の よ うに標 準

メ ッセージを作成 します。

①1枚 の伝票 を1つ の メ ッセージにマ ッピングす る。

② で きあが った メ ッセ ージに、 トータル項 目を追加す る。

その結 果、図4-2の よ うにな ります。これは注文書 の例で、 トータル項 目と して、『注文

金額の合計』を追加 してい ます。

この時、個 々の注 文 メ ッセー ジ上 では、『注文金額合計』が無駄 な項 目になる よ うに見え

ます。 しか し、 トランス レーターでは、個 々の注文 メ ッセージを作 り出す時、『注文金額合

計』がゼ ロで あれば 削除 しますので、実 際の電文 に含 め られ る ことはあ りません。

尚、図4-2の 先頭 にあ る 『トータル識別 子』は、個 々の伝票か トータルかを識別す るス

イ ッチです。

トー ル ー票

←

注文伝票

∨

←一 注文金額合計を記述

＼ 個。の注文伝票の集合

図4-1複 数の伝票 と トータル伝 票が ある例
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注文情報 BPID=XXXXnnnn

項 目No 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

X(1)TAGOO1 トータル識別子 ●
TAGOO1 項 目1
TAGOO2 項 目2

途中省略

TAGmmm

TAGnnn 注文金額合計 ● 9(12)

図4-2図4-1の 伝 票 の標 準 メ ッセ ー ジの構 造 例

4.2UN/EDIFACTの セ グ メ ン トや セ グ メ ン ト ・グ ル ー プ の実 現

UN/EDIFACTの 標 準 メ ッセ ー ジをCIIシ ン タ ック スル ール に マ ッピ ン グ し よ うとす る

時 、 セ グ メ ン トや セ グ メ ン ト ・グル ー プ の処 理 が 問 題 に な ります 。 これ を 、 マ ル チ 明細 の

活 用 で解 決 す る方 法 を説 明 します 。

産 業 情 報 化 推 進 セ ン ター のCIIモ デ ル ・トラ ンス レー タ ー標 準 ロジ ックに 準拠 したCIIト

ラ ン ス レー タ ーに は 、次 の よ うな 性 質 が あ ります 。

① 単純 列構 造 内の デ ー タ タ グ番 号nの デ ー タ項 目 とマル チ 明細 内 の デ ー タ タ グ番 号n

のデ ー タ項 目は 、別 の デ ー タ項 目と見 な す。

② あ るマ ル チ 明細 内に あ るデ ー タ タ グ番 号nの デ ー タ項 目 と別 の マ ル チ 明細 内 の デ ー

タ タ グ番 号nの デ ー タ項 目は 、 別 の デ ー タ項 目と見 なす 。

この性 質 を 使 う と、 セ グ メ ン トや セ グ メ ン ト ・グル ー プが 構 成 で きます 。

4.2.1セ グ メ ン トの構 成 方 法

実 際 の セ グ メ ン トを用 い て 、 構 成 方 法 を説 明 します 。 図4-3は 、1992年 版UNSM

デ ィ レク トリー のNADセ グ メ ン トで す 。 これ を 、忠 実 にCIIベ ー ス に マ ッ ピン グ した

結 果 を 図4-4に 示 します 。

以下 に 、 具体 的 な方 法 を 述 べ ます 。
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NAD:Nameandaddress(1992版 デ ィ レ ク ト リ ー よ り)
歌

an..33035/MPARTYQUALIFIER

CO82/CPARTYIDETIFICATIONDETAILS ,

an..173039/MPartyididentification

an...3・1131/CCodelistquali・fier

an..33055/CCodelistresponsibleageency,coded

CO58/CNAMEANDADDRESS

an..353124/MNameandaddressline'

an..353124/CNameandaddresslineCII標 準 で は 、

an..353124/CNameandaddressline・35×5=175文 字 に

an..353124/CNameandaddressline－ 括 し て 定 義 す る 。,

an..353124/CNameandaddressline.'

CO80/CPARTYNAME

an..353036/MPartyname'

an..353036/CPartynameCII標 準 で は 、 .

an..353036/CPartyname・35×5=175文 字 に

an..353036/CPartyname－ 括 し て 定 義 す る 。

an..353036/CPartyname,

an..33703/CPartynameformat,coded

CO59/CSTREET

an..353042/MStreetandnumber/P.0.Box'

an..353042/CStreetandnumber/P .0.BoxCII標 準 で は 、

an..353042/CStreetandnumber/P.0.Box・35×5=175文 字 に

an,.353042/CStreetandnumber/P.0.Box－ 括 し て 定 義 す る 。

an..353042/CStreetandnumber/P .0.Box,

an..33001/CStreetandnumber/P .0.Boxformat,coded

an..353164/CCITYNAME

an..93229/CCOUNTRYSUB-ENTITYIDENTIFICATION

an..93251/CPOSTCODEIDENTIFICATION'

an..33207/CCOUNTRY,CODED

図4-3NADセ グ メ ン ト の 完 全 な 構 造(1992版 デ ィ レ ク ト リ ー)

項 目Nα 必 項 自 名 属性(桁 数)

明 細 識 別 酷=・Xlli.・'最 大 繰i返 数 ≡.・,n

(Ni森 函
3035 σ PARTYQUALIFIER X(1)
3039 Partyididentification X(17)
1131 Codelistqualifier X(3)
3035 Codelistresponsibleageency,coded X(3)
3124 Nameandaddressline X(175)
3036 Partyname X(175)
3703 Partynameformat,coded X(3)
3042 Streetandnumber/P.0.Box X(175)
3001 Streetandnumber/P.0.Boxformat,coded X(3)
3164 CITYNAME X(35)
3229 COUNTRYSUB-ENTITYIDENTIFICATION X(9)
3251 POSTCODEIDENTIFICATION X(9)
3207 COUNTRY,CODED X(3)

|

図4-4NADセ グ メ ン トの完 全 なCII標 準 メ ッセ ー ジ記 述
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(1)マ ル チ 明細 化 …

NADセ グ メ ン トを 一 つ の マ ル チ 明細 に します 。-UNSM内 で は 、 必 要 に 応 じて 、

NADセ グ メ ン トは 複 数 使 わ れ ます 。 この時 、同 じデ ー タ タ グ番 号 が 同一 の メ ッセ ー

ジ内 に生 じる こ とに な り、CIIシ ン タ ックス ル ール に と って 都 合 の悪 い状 況 とな り

ます 。

しか しご マ ル チ 明細 にす れ ば、 この 問題 を'クipア ー で き ます 。UNSMに お け る

NADセ グ メ ン トの反 復 は 、マル チ 明細 の機 能 そ の もの に置 き換 え られ る と と もに 、

別 の場 所 に2つ 目のNADセ グ メ ン トが表 れ た 時 は 、マ ル チ 明細 識 別 子(以 下 、明細

識 別 子 と略 す)を 変 え る こ とで対 応 で き ま す 。 二 股化 す れ ば 、 以下 の よ うに な りま

す 。'、 ・

① セ グ メ ン トは マ ル チ 明細 化 す る。"

② 明細 識 別 子 は 、CIIシ ンタ ックスル ール上 で の セ グ メ ン トの名 に な る。

③ 明細 識 別 子 は 、 一 つ の メ ッセ ー ジ 内 の セ グ メ ン トが ユ ニー クに識 別 で きる よ

うに割 り当 て る。

(2)複 合 デ ー タ エ レ メ ン トの 処 理

① 要 素 デ ー タ項 目を単 純 に 並 べ る方 法

図4-3の 『CO82/C:PARTYIDETIFICATIONDETAILS』 は 、3つ の デ ー

タ項 目の集 合体 です 。CIIシ'ン タ ック スル ール 上 で は、単 純 に3つ の 要 素 デ ー タ項

目を並 べ て い ます 。 これ で 、特 に 問題 は あ りませ ん 。

② 要 素 デ ー タ項 目を 合体 させ る方 法

図4-3の 『CO58/C:NAMEANDADDRESS』 は、35×5=175byteに く くっ

て、CIIシ ンタ ックスル ール 上 の デ ー タ項 目と して い ます 。 、

こ の項 目は 何 か の都 合 で 、 単 純 に5分 割 した もの と思 わ れ ます の で 、 これ で、

特 に 問 題 が 発 生 す る こ とは あ りませ ん。

③ 内部 マル チ 明細 化'・

前 述 ② の方 法 で は納 得 出来 な い時 は 、rCl58/qlNAMEANDADDRESS』 .を

『3036/M:Partyname』 ×5回 の 内部 マ ル チ 明細 と して じま え ば完 全 です 。・

④ ① 、② お よび③ の組 み 合 わ せ

図4-3のrCO80/C:PARTYNAME』 は 、① と② を組 み 合 わ せ て 、CIIシ ン

タ ックス ル ール 上 の デ ー タ項 目と して い ます 。
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必要であれば、③ の方法 も組 み合わせて、CIIシ ンタ ヅクスルール上のデ ー タ

項 目とす ることが で きます。

4.2.2セ グ メ ン ト ・グ ル ー プ の構 成 方 法

セ グ メ ン ト ・グル ー プ も、マ ル チ 明細 の応 用 で 実 現 で きま す 。例 えば 、図4-5の よ

うに す れ ば セ グ メ ン ト ・グル ー フ。が マ ッピ ングで ぎ ます 。UNSMで は 、セ グ メ ン ト ・

グル ー フ.が反 復 す る こ とが あ ります の で 、 マル チ 明細 に よ って マ ッ ピングす る のは 、

理 に か な って い ます 。

尚、 反 復 しな い セ グ メイ ト ・グル ー プは 、'あえ て マル チ 明細 化 しな くて も、 特 に 問

題 が 発 生す る こ とは あ りませ ん 。

＼/＼
' 、

マル チ明細A(セ グメン ト・グループ α)

メント・グルーア

の 範 囲

爪

Xセ グメント

の 範 囲

、/

マル チ明細C(Xセ グメ ン ト)

爪

Yセグメント
の範囲

、'

マルチ明細D(Yセ グメン ト)

マルチ明細E(Zセ グメン ト)
爪

Zセ グメント

の 範 囲

/、 〆

A

/ /＼
図4-5セ グ メ ン ト ・グル ー フ。の構 成 方 法

4.2.3セ ク シ ョン の構 成 方 法

セ ク シ ョンにつ い て も、.マ'ルチ 明細 で実 現 で き ます 。 通 常 、UNSMは 、 ヘ ヅデ ィン
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グ ・セ ク シ ョン、詳 細 セ クシ ョンそ して サ マ リー ・セ ク シ ョンで構 成 され て い ます 。

この 内 、 ヘ ッデ ィン グ ・セ ク シ ョンとサ マ リー ・セ ク シ ョンは反 復 が な い の で 、特 に

マル チ 明細 化 す る必 要 は あ りませ ん 。 詳 細 セ クシ ョンは 、反 復 す るの が普 通 です か ら、

マル チ 明細 化 します 。

4.3UNSMのCllシ ン タ ック ス ル ー ル ・シ ュ ミ レー シ ョン

実 際 のUNSMを 用 い て 、UNSMをCII化(CIIシ ン タ ッ クスル ール ・シ ュ ミ レー シ ョ

ン)し た 例 を示 します 。

UNSMと して は 、1993年 版 のEANCOMサ ブセ ッ トの 注 文 書 を例 に します 。資 料 と して

『流 通 業 に お け る電 子化 取 引 標 準 化 調 査 研 究 報 告 書 平 成7年3月 ㊥ 流通 シス テ ム開 発 セ

ン ター』 に 掲載 され たEANCOMサ ブ セ ヅ トの 注 文 書 の翻 訳 版 を用 い ま した。

以下 に、 マ ッ ピン グの ポ イ ン トを示 す と と もに 、次 ペ ー ジ以 後 に 、 マ ッ ピン グ結 果 を 示

す 。

①CII標 準 に お け るBPIDを 『UNSM』 と し、特 別 な デ ィ レ ク ト リー ・セ ッ トを 用 い る

こ とと し、 デ ー タ タ グ番 号 は 、UNSMと 同一 と した 。

② デ ー タ属 性 に つ い て は、ran』 タイ プ はrX』 に 、rn』 タ イ プ はr9』 に マ ッ ピ ン グ

した 。

③ 情 報 区 分 コー ドは 、 仮 に、rORDR』 と した 。

④ ヘ ッデ ィ ング ・セ ク シ ョン とサ マ リー ・セ ク シ ョンは 、 反 復 が な い た め、 マ ル チ 明

細 化 しな か った 。 詳 細 セ ク シ ョンは反 復 す るた め 、 マル チ 明細 化 した。

⑤ ヘ ッデ ィ ング ・セ クシ ョンに含 まれ るセ グ メ ン トに つ い て は、 マ ル チ 明細 識 別 子 と

して 『1』 か ら 『7』 を 順 に 割 り当 て た。

⑥ 詳 細 セ ク シ ョンは、 マ ル チ 明細 識 別 子 と してr@』 を割 当 て 、 それ に含 まれ るセ グ

メ ン トに つ い て は、 マ ル チ 明細 識 別 子 と して 『A』 か ら 『H』 を順 に 割 り当 て た 。

⑦ サ マ リー ・セ クシ ョンに含 まれ るセ グ メ ン トに つ い て は 、 マ ル チ 明細 識 別 子 と して

r#』,『$』,『%』,『&』 を 順 に 割 り当 て た 。

⑧ ヘ ッデ ィ ン グ ・セク シ ョン 内 の 『FTX』 内 のrC108(フ リー テ キ ス ト)』 に つ い て

は 、 デ ー タ項 目の使 用 方 法 を 考 慮 し、 く くらな い で 内部 マル チ 明細 を設 定 し、35文 字

×5と した 。

⑨ 詳細 セ ク シ ョン内 の 『PIA』 内の 『C212(明 細 識 別 子)』 にっ い て は 、セ グ メ ン トの
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〔EANCOM1993年 版 注 文 メ ッセ ー ジのCllシ ュ ミ レー シ ョン〕

(流 通業 に おけ る電 子化 取 引標 準化調 査研 究報 告書⑱ 流 通 シス テ ム開発 セ ンタ ー(1995-3)に 基 づ く)

情報区分 コー ドニ 『ORDR』BPlD=rUNSMOOOO』(分 析用)

No.'・

ヘ ッ デ ィ ン グ ・セ ク シ ョ ン 始 め

(UNH)
明細識別子=1最 大繰返数=1

0062 ● メ ッ セ ー ジ リ フ ァ レ ン ス ナ ンバ ー X(14)
0065 ● メッセーフ・タィアID' X(6)
0052 ● メッセづ ・バージョンNα 9(3)
0054 ● メッセづ ・リリースNα ・ メッセ弓 識 別 子 9(3)
0051 ● 管理機関コード X(2)
0057 ● 協会コード, X(6)

明細識別子=2最 大繰返数=1
(BGM)
1001 ● ドキュメント名 コード' X(3)
1131 ]一ド制定機関 ・ドキュメント X(3)
3055 仲介責任コード X(3)
1000 ドキュメント名 、 X(35)

1004 ● ドキュメント番 号 X(35)
1225 メッセージ 機 能 コード X(3)

明 細 識 別 子=3最 大 繰 返 数=9

(DTM)(2005=2,H、6L63、64、69ほ 累137.200の 順 と す る)

2005● 日付/時 刻/期 間修飾子/ X(3)'
2380● 日付/時 刻/期 間 /日付/時 刻/期 間 X(35)
2379● 日付/時 刻/期 間フォーマット修飾子 ノ X(3)

明細識別 子=4

(FTX)
曇天繰返数一 ユ

4451 ● テキスト・タイトル・コード X(3)
4453 テキスト機 能 コード X(3)
4441 フリー・テキスト・コード X(3)
1131 仁ド体系の馴 ド1酬 醐 X(3)
3055 コード 体 系 の 管 理 機 関 コード X(3)

明細識別子=5最 大繰返数=5

(C108:文 字テねD1番 目は伝票区分,2番 目は自由使用欄
4440 ● フリーテキスト(1番 目の伝票区分のみ必須) X(70)1
3453 言語 コー ド X(3)

明細識別子=6最 大繰返数=8

(NAD)(3035=B輻C軌DPI蹴S凡S礼SUWHの 順 とす る)
3035 ● 相手を限定す るコード X(3)
3039 ● 相手 先識別コード(相 手先識別) X(17)
3055 コード体系の管理機関のコード(") X(3)
3124 名前 と住所(名 前 と住所ライン) X(175)
3036 相手先名(相 手先の名) X(175)・

3045 相 手 先 名 フォーマヲト・コード(") X(3)
3042 町(町 名と番号) X(105)

3164 都市名 X(35)
3229 地域 コー ド X(9)
3251 郵便番号 X(9)
3207 国 コ ー ド X(3)

明細識別子=7最 大繰返数=1

(REF)
1153 ● 参 照 コード X(3)
1154 参照番号 X(35)

ヘ ッデ ィ ン グ ・セ ク シ ョ ン終
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α ノ ・ 1

詳細 セクシ ョン始 め

明細識別子=@最 大繰返数=n
(詳細セ クシ ョン ・ル ープ)i"

明細識別子=A最 大繰返薮=1
(LIN)

1082 ● ライ ン品 目番号 9(6)
7140 ● 商品 コー ド X(35)
7143 商品番号識別コード 製品ID X(3)
3055 コード体 系 管 理 機 関 コード 戊 X(3)

5495 サブライン の 指 示 、 コ ー ド X(3)
7083 構 成 、 コ ー ド X(3)
明細識別 子=B

(PIA)

最大繰返数=1

顧.;i'

Iiiii…

4347 ● 製品ID機能修飾子 X(3)
7140 ● 商品番号 X(35)
7143 ・ 商品番号の種馴1製 品番号識別 X(3)
3055 ● コードリストの 責 任 、 コード X(3)

明細識別子=C最 大繰返数=4

(C212:製 品識別)
7140●1商 品番号 X(35)
7143}商 品 番 号 の 種 類 、 コード X(3)

13055コ ード体 系 管 理 機 関 コード X(3)
明細識別子=D最 大繰返数=1

(IMI))
liiii:

・::ii:

7077 ● 商品の説明のタイプを示す コー ド X(3)
7081 商品特性を示す コー ド X(3)
7009 ● 商品区別コード/ X(7)
1131 コードリスト修 飾 子 ・コードで 表 した 品 目説 明 X(3)、

3055 コード体 系 の 管 理 機 関 コード X(3)
7008 ● 商品の説明 、 X(70)
明細識別子=E最 大繰返数=1
(QTY)

1 6063● 数量修飾子 X(3)
6060● 数 量 数量詳細' 9(15)

1

6411計 量単位修飾子 戊 X(3)

明細識別子二F巌 穴繰返数=1
(MOA)

5025● 合計金額タイプ修飾子(金 額合計) X(3)
5004● 合計金額(〃) 9(18)

明細識別子=G最 大繰返数=1
(PRI),

紅iii

5125 ● 価格修飾子' X(3)
5118 ● 価 格 X(15)
5375 価 格 の タイプ、コード 価格情報 X(3)
5387 ● 価格のタイプ修飾子 X(3)
5284 ○ 単位価格基準 9(9)
6411 ○ 計量単位修飾子 、 X(3)

明細識別子=H最 大繰返数=1
(PAC)

7224 ● 梱包の個数 9(8)
7233 梱包関連の情報、コード(梱 包の詳細) X(3)
7073 梱包条件、コード(") X(3)
7065 梱 包 の 形 態 コード X(7)
1131 コードリスト修 飾 子 !梱 包形態 X(3)
3055 コード体 系 管 理 機 関 コード X(3)
7064 梱包形態 ・ X(35)

詳細セク ション終
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1項 目Nol必}項 目 名1属 性(桁 数)1312111

サ マ リ ー ・セ ク シ ョ ン 始 め

明細識別子=#最 大繰返i数=1

(UNS)
OG811●1セ クシ ョンIDコ ー ド}x(3)1

明細識別子=$最 ×繰返数=1
(MOA)
5025 ● 金額合計タイプ修飾子(金 額合計) X(3)
5004 ● 金額合計(") 9(18)

明細識別子=%最 大繰返数=1
(CNT)
6069 ● 調 整 内 容 コード X(3)
6066 ● 調整数 コントロール 9(18)
6411 測定単位を指定す るコード戊 X(3)

明細識別子=&最 大繰返数=1
(UNT)
0074 メッ七一フ の 中 の セグメント の 数(使 用 し な い) 9(6)
0062 ● メヲ七一フリファレンスナンバー X(14)

サ マ リー ・セ ク シ ョ ン終

構 造 を考 慮 し、 く くらな い で 内部 マル チ明細 を設 定 し、5回 反 復 と した 。

⑩ 詳細 セ ク シ ョ ンの繰 返 し数 は 、特 に 決 め て い な い。

⑪ マル チ 明細 の ネ ス トは 最 大3レ ベル で実 現 で きた。

⑫EANCOMサ ブ セ ッ トで 、省 略 が指 示 され てい る もの は 、 マ ッ ピン グ して いな い 。

⑬ わ が 国 の 流 通 サ ブ セ ッ トと して⑱ 流 通 シス テ ム開発 セ ン タ ーの 報 告 書 で 必 須 が 指 示

され て い る もの に つ いて 、 『● 』 が付 け て あ る。

4.4UNSMのCllシ ン タ ック ス ル ー ル ・シ ュ ミレー シ ョン の有 効 性

前 項4.3で 述 べ たUNSMのCIIシ ュ ミレー シ ョンの利 点 は 以 下 とな ります 。

①UNSMをCIIシ ン タ ックス ル ール で活 用 で き る。 トラ ン ス レー タ ーは 、CII推 奨 ト

ラ ンス レー タ ーが 活 用 で き る。 ただ し、 市 販 のCII推 奨 トラ ンス レー タ ーで は 、CII

モ デ ル ・トラ ン ス レー タ ー ・ロ ジ ックに 準 拠 す る こ とが 義 務 づ け られ て いな い ので 、

実 際 に応 用 す る場 合 に は 、 個 々 の トラ ン ス レー タ ーに つ い て 吟 味 が 必 要 に な ります 。

②CIIシ ン タ ック スル ール でUNSMを 活 用 す るた め 、 メ ッセ ー ジ構 造 を含 め て 、ほ ぼ

完 全 な互 換 性 を も った 標 準 メ ッセ ー ジを 、EDIFACTシ ンタ ッ クスル ー ル とCIIシ ン

タ ックス ル ール の 両 方 で 運 用 可 能 とな ります 。

③ メ ッセ ー ジの 互 換 性 に つ い て詳 細 に 述 べ れ ば 、 以 下 とな ります 。

・ 各 デ ー タ項 目のデ ー タ タ グ番 号 、 デ ー タ コー ドの値 がUNSMデ ィ レ ク ト リー と

一 致 す る
。
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・ デ ー タ セ グ メ ン トの構 造 がCIIシ ン タ ックス ル ール で実 現 され る。

・ セ グ メ ン ト ・グル ーフ.構造 を ふ くむ メ ッセ ー ジ全 体 に つ い て 、UNSMと 同一 の も

の がCIIシ ン タ ックスル ー ル で 実現 され る。
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第5章 標 準 メ ッセー ジの運 用





]

第5章 標 準 メ ッ セ ー ジ の 運 用

5.1実 運用用 メ ッセー ジの作成

標準 メ ッセー ジは、様 々な ケースを想定 して作 られ てい ますか ら、特定 の運用 に用 いる

場合 には使わ ないデ ータ項 目が多数含 まれてい ます。 そ こで、標 準 メ ッセージか ら実際 に

使 うデ ータ項 目のみを ピックア ップす る作 業が必要 とな り、 これを実運 用 メ ッセージの切

り出 しといいます。図5-1に その よ うす を しめ します。 図5-1の 上段 が標 準 メ ッセー ジ

を表 し、下段 が実運 用 メ ッセージ表 す もの とします。納 入場所 と備考 は使 用 しな いため、

これを カ ッ トして実運 用 メ ッセ ージを まとめてい ます。実運用 メ ッセ ージは、個 々のユー

ザ ーが作成 します。

注文書
工 目Na 目 必 目

BPID=JCIIOl1A

谷 属 性 桁

TagOO1 情 報区分 コー ド ● 図3-5の 伝票の① X(4)
TagOO2 注文年月 日 ● 〃 ② Y(6)
TagOO3 受注者 コー ド ● 〃 ③ X(12)
TagOO4 発注者 コー ド ● 〃 ④ X(12)

明細識別子=r1』 最大繰返数=5
TagOO5 品名 ・仕様 ● 図3-5の 伝票の⑤ X(30)
TagOO6 発注数量 ● 〃 ⑥ 9(9)
TagOO7 単 価 ● 〃 ⑦ 9(10)V(3)
TagOO8 発注金額 ● 〃 ⑧ 9(10)V(3)

TagOO9 発注合計 ●1図3-5の 伝票の⑨9(10)V(3)
TagO10 納 期

1"⑩Y(6)ψ市1↓ 日 －r 〃AY■/ρ ∩、
‡α呂θH 4Ψ】ノ ＼ノ勿rツ1 W1、 、U)ノ

TagO12 購買担当
1〃 ⑫IK(16)〔 ∩寸o '丑 ヰる 〃 倫1ノ/寸((、

1α6)」 ・∪ り田 ノワ 1、'11、 μ ∪)ノ

注文書 BPID==JCIIOl1A

使用しない

使用 しない

TagOO1 情 報区分 コー ド ● 図3-5の 伝票の① X(4)
TagOO2 注文年月日 ● 〃 ② Y(6)
TagOO3 受 注者 コー ド ● 〃 ③ X(12)
TagOO4 発 注者 コー ド ● 〃 ④ X(12)

明細き喪別 子=r1』 逼猷 繰返数=5
TagOO5 品名 ・仕様 ● 図3-5の 伝票の⑤ X(30)
TagOO6 発注数量 ● 〃 ⑥ 9(9)
TagOO7 単 価 ● 〃 ⑦ 9(10)V(3)
TagOO8 発注金額 ● "@ .. 9(10)V(3)

TagOO9 発注合計 ● 図3-5の 伝票の⑨ 9(10)V(3)
TagO10 納 期 〃 ⑩ Y(6)
TagO12 購買担当 〃 ⑫ K(16)

注)上 段 は標準 メ ッセージ(図3-5の 注文メ ッセージ)

下段 は実運用 メ ッセー ジ(上 段の標準メ ッセージか ら切 り出 した もの)

図5-1実 運 用 メ ッセ ー ジの切 り出 し例

一89一



5.2中 間 フ ァイ ル のtt計L

CII標 準 のEDIシ ス テ ムを構 築 す る時 に は 通 常CIIト ラ ン ス レー タ ーを 使 い ます が、 こ

の 時 ユ ーザ ー シス テ ム との イ ン タ フ ェー ス用 と して 、 中 間 フ ァ イ ル が必 要 に な ります 。 中

間 フ;アイ ル は 、 別 名EDIフ ラ ッ トフ ァイ ル と も呼 ばれ 、EDIシ ス テ ムで は 大変 重 要 な フ ァ

イ ル で す 。'一 、

中 間 フ ァイ ル は 固定 フ ォー=マ ッ トで 、CII標 準 の場 合 に は 、図5-1の 下 段 の フ ォー マ ヅ

トが 基 本 とな ります 。つ ま り、図5-1の 下 段 の フ ォーマ ッ トが 基 本 的 な 中 間 フ ァイル を 表

して お り、 この フ ォー マ ッ トを 固定 長 レコ ー ド上 に 実 現 す れ ば 、 も っ と も 基 本 的 な 中 間

フ ァイ ル が作 成 で き ま す 。 こ の 時 、 デ ー タ長 は す べ て 最 大 長 で 定 義 し ま す 。 ま た 、 図

5-1のTagOO5～TagOO8の 繰 返 しは配 列(Arrey)と して 定 義 しま す 。 図5-1の 場 合 に

は1次 元 の 配 列 に な ります 。

注 意 す べ き点 は 次 の事項 です 。 標 準 メ ッセ ー ジに は変 更 が つ き もの で す 。 標 準 メ ッセ ー

ジ 自体 は可 変 長 か つ 可 変 フ ォーマ ッ トです か ら変 更 に は柔 軟 に 対 応 で き る よ うに な って い

ます 。 しか し、 中 間 フ ァイル は 固 定 フ ォーマ ッ トです か ら、 一 般 的 に 変 更 が苦 手 に な って

い ます 。 した が って 、実 運 用 メ ッセ ー ジを そ の ま ま 中間 フ ァイ ル に して しま うと、後 日困

難 が発 生 す る可能 性 が 大 きい と言 え ます 。 そ こで 、 中 間 フ、アイ ル を設 計 す る時 に は 、 余 白

を 確保 して後 日の変 更 に 対応 で き る よ うにす る必 要 が あ ります 。 ど こに どれ だ け 余 白を 入

れ るか は1ユ ーザ ー シ ス テ ムの 状 況 や 標 準 メ ッセ ー ジの性 質 な ど様 々な 要 素 を 使 って判 断

しな け れ ぽ な りませ ん。 トラ ン ス レー ター の機 能 に よ って も違 って き ます 。 必 要 に応 じて、

トラ ンス レー ター め メー カ ーや 専 門家(コ ンサ ル タ ン ト)な どに 相 談 す る の も よい か と思

い ます 。

5.3ト ラ ン ス レー ター に つ い て

トラ ンス レー タ,一は 、 使用 す る標 準 メ ッセ ー ジを処 理 で き る もの で な け れ ば な りませ ん 。

第3.1.2項 で 述 べ た よ うに 、CII推 奨 トラ ン ス レー タ ー の制 限 内 で標 準 メttッセ ー ジが設 計

され て い れ ば 、す べ て のCII推 奨 トラ ンス レー タ ーを使 う『こ とが で き ます 。 この制 限 を越

えて標 準 メ ッセ ー ジが 設 計 され て い る(例 え ば 、 メ ッセ ⊇ ジ長 が32001byte以 上 等)場 合

には 、 個 々 の トラ ンス レー タ ー につ い て 、機 能 確 認 が 必 要 です 。

CII推 奨 トラ ンス レー タ ーは 、CII推 奨 基 準 に 基 づ い て機 能 設 定 され て い ます が 、CII推

奨 基 準 とは 、通 常 の取 引用 メ ッセ ー ジに 支 障 な く使 え る トラ ンス レー タ ーが 保 持 す べ き機
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能を定めた ものです 。 しか し、業界 に よっては、標準 メ ッセ ージを作 るために推奨機能 を

越 えた機能を使 わざ るを えない状況 もあ り、 この場合 、標 準 メ ッセージに明記す ることが

望 まれ ます。

5.4標 準 メ ッセー ジの メンテナ ンス(変 更)

標準 メ ッセー ジの変更 は一般 的に影響が大 きいため、第2.4項 で述べた ように、試行運

用 を行 って不具 合点を修正 してか ら確定 させ ます。 しか し、取 引環境の変化が激 しいた め、

定期 的な標準 メ ッセ ージの改定 は避 け られ ません。改定の 内容 は様 々ですが、本質的 な改

定 は混乱 を生 じる可能性 があ り避 け るべ きです。既存 の標準 メ ッセージに大幅な改定が必

要 な場合 は、む しろ新規 に作成 す ることをお薦め します。

既存 の標準 メ ッセー ジの改定 では、ア ッパ ー コンパチ ブル(上 方互換)を 維持す るこ と

が重要 で下記 の事項 に注意 します。

① データ属性 の変更 を避 け る。止むをえない場合で もr数 字(9又 はN)か ら英 数 字

(X)へ の変 更』 に限 るべ きで ある。

② データ長 の変 更 は、デ ータ長 の増加 のみに限 る。

③ 既存 のデ ータ項 目を削除す ることは、極力避け る。

④ 新規 のデー タ項 目の追加 は、通常、問題を発生 しな いが、改定後に追 加デ ータ項 目

を明記 してお くことが望 ま しい。

改定後 の標準 メ ッセー ジのバ ージ ョン番号 は、 当然、変 えなけれ ぽな りませ ん。統一 的

なバ ージ ョン番 号 の設定方法 はあ りませんが、現在 、BPIDの 下2桁 を使 い、第1バ ージ ョ

ンを 『1A』 と し、以下 『1B』 、『1C』 と続け るのが多 い よ うです。新バ ージ ョンが有 効

にな ったあ との 旧バ ー ジ ョンの取扱について も明確 にす る必要 があ ります。

CII標 準では、 これ ら標 準 メ ッセージの メンテナ ンス方法(ル ール)に つ いては、標 準

メ ッセ ージ開発機 関 が責任 を もって作成 し、運用す る ことが義務づけ られて います。

標 準 メ ッセ ージの改定 を行 った開発機 関は、改定 内容 に つ い て、産 業 情報 化 推 進 セ ン

ターへ届 け ることにな ってい ます。通常、新 しい規格書 の提 出で代用 され ています。新 規

に作成 したデー タ項 目は、登録す る ことがで きます。登録 につ いては、第6章 を参照 して

くだ さい。

尚、産業情報 化推進 セ ンターに既 に登録済 のデ ータ項 目の属 性 を変 更す る場 合 に は 、

デ ータタグ委員 会 の承認 が必要 です。詳細 は第6章 を参 照 して下 さい。
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第6章 登 録 と届 出 制 度 に つ い て

6.1登 録 ・届出制度 の概要

CIIシ ンタ ックスルールは、EDIデ ータ交換 の技術 上の規格を定めた もので、 これ だ け

では スムーズなEDIの 運 用は実現で きませ ん。 これを補 うのが各種 の運用ル ール です が、

このル ール の一部 で あるデータ項 目や標準 メ ッセージな どの登録 ・届 出制度 について述 べ

ます。

(1)標 準 メ ッセー ジ開発機 関の認定

CII標 準 では、業 界別 に標 準 メ ッセージを開発 してい ますが、業界 であれ ば誰 で も標

準 メ ッセ ージを開発 で きる訳 ではあ りません。既 に述べ た よ うに、『BPID』 がなければ

標 準 メ ッセー ジを開発 で きませ ん。 『BPID』 の付与は、産業情報化推進 セ ンターに常設

されて いるrデ ー タタグ委員会』 の承認事項 になってお り、rBPID』 の取 得を以 て、標

準 メ ッセ ージ開発機 関 と して認定 された とい うことにな ります。

『BPID』 は、産業 情報化推進 セ ンターへ 申請す ることで取 得で きます;i;.;

(2)『 デ ータタグ番 号枠』 の付与

rデ ータタグ委員会』では、認定 され た標準 メ ッセージ開発機関へ必要に応 じて 『デー

タタグ番号枠』 を付与 します。 『デ ータタグ番 号枠』 とは、未使用 の デ ⊥ タ タグの 集合

で、 このデ ータタ グ番号を用い て新規のデ ータ項 目を作成 す ることがで きます。

(3)デ ー タ項 目の登録'

ある標準 メ ッセー ジ開発機 関で開発 したデ ータ項 目を他 の標 準 メ ッセ ージ開発機関 で

有効利用 して もら うためにある制度 です。

標準 メ ッセー ジ開発機関(デ ー タ項 目開発機 関)が 産業情報化推進 セ ンターへ登 録 申

請す ることで行 い ます。申請 されたデ ータ項 目は、原則 的に登録 され、rデ ータ タグ委員

会』 へ報 告 され ます。

尚、登録 され たデ ータ項 目は全産業 界共通 のデ ータ項 目とな るため、 オ リジナル 開発

機 関でデー タ項 目の属性 を変 更す る時は、rデ ータタグ委員会』 の承 認 手続 きが 必要 に

な ります。

(4)標 準 メ ッセ ージの届 出制度

特定の標準 メ ッセージ開発機 関が開発 した標 準メ ッセー ジを、広 く告知 す るために あ

る制度 です。標準 メ ッセージ開発機関が産業情報化推進 セ ンターへ 、規格書 を届 出す る
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ことで実施 され ます。届 出があ った ことは、rデ ータタグ委員会』へ報告 され ます。

この結果、産業情報化推進 セ ンターにはCII標 準の規格 書がすべて揃 って お り、閲覧

可能 ですか ら、新 規の標 準 メ ッセー ジを開発す る時 の参考とす ることがで きます。

6.2デ ー タタグ委員会 につ いて

『デー タタグ委員会』は、BPIDを 保 持 している標 準 メ ッセ・rジ開発機 関の代表に よって

構成 されてい る委員会 で、産業情報 化推進 セ ンターに常設 されてい ます。

新規 のBPID取 得機 関は、原則 的に取得後 に 自動的 に委員 にな ります。委 員長は、参 加

標準 メ ッセージ開発機 関の持 ち回 りで、1年 交代 にな ってい ます。

委員会 では、新規 の 『BPID』 の審議 ・承認 、『デ]ダ タグ番 号枠』付与の審議'承 認、

デ ータ項 目登録 の承 認、登録済デ ータ項 目属性変更 の審議 ・承認 そ してその他 関係事項 の

検討を行 ってい ます。

6.3各 種 手続き方法

(1)rBPID』 の申請

巻末 の申請書 のフ ォーマ ッ トに従 い、 申請 書を作 成 し、産業情報化推進 セ ンターの ビ

ジネスプ ロ トコル課 に送 付 して下 さい。'

・ 申請者 は、団体役員名、事務 局長名 もしくは 関係委員会委 員長 名な どに します。

・ 『BPID』 と して、英数字4文 字 の識別符 号を記述 して下 さい。先頭が数字 のもの

は、避 けて下 さい。

・ 『BPID』 の候 補 として複 数記述す る時は、優 先順位 を記述 して下 さい。

・ デ ー タタグ番号枠 が必要 な場合 は、『データタ グ番 号枠 必要 』 と記述 して下 さい。

・ 連絡先 は、申請 内容 に係わ る事業 関係者で 内容が分か る担 当者 に して下 さい。

(2)『 データ タグ番 号枠 』 の追加 申請

既 に 『BPID』 を保持 してい て、手持 ちの 『データタ グ番 号枠』 が足 りな くな ったた

め、新規 のrデ ータタグ番号枠』 が必要 にな った時 行 う手 続 きです 。 巻 末 の 申請書 の

フ ォーマ ッ トに従 い、 申請書 を作 成 し、産業情報化推進 セ ンターの ビジネスプ ロ トコル

課に送付 して下 さい。

・ 申請者 は、団体役 員名、事務局長 名 も しくは関係委員会委員長 名な どに します。

・ 連絡 先は、申請 内容に係わ る事業関係者 で内容 が分か る担当者に して下 さい。
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(3)デ ータ項 目の登録 申請

巻末 の申請書 の フ ォーマ ッ トに従 い、 申請書 を作成 し、産 業情 報化推進 セ ンターの ビ

ジネスプ ロ トコル課に送付 して下 さい。

・ 申請者 は、団体役 員名、事務局長名 もし くは関係委員会委 員長名 な どに します。

・ 添付す る登録 用デ ータ項 目の リス トにつ いては、標準 メ ッセ ージ開発機 関が発行

している規格書 で代 用で きます。

・ 連絡先 は、 申請 内容に係わ る事業 関係者 で内容 が分か る担 当者 に して下 さい。

(4)登 録済デ ータ項 目の変 更 申請

巻 末の 申請書の フ ォーマ ッ トに従 い、申請書を作成 し、産業情報化推進 セ ンターの ビ

ジネス プ ロ トコル課 に送付 して下 さい。

・ 申請者 は、団体役員名、事務局長名 も しくは関係委員 会委員長名な どに します。

・ 添付す る変 更 内容 には、r変 更す るデ ータ項 目の タグ番号』、r変 更前 の属性 』そ し

て 『変更後 の属性 』を 明確に記述 して下 さい。

・ 連絡先 は、 申請 内容に係わ る事業 関係者 で内容 が分か る担当者 に して下 さい。

(5)標 準 メ ッセージの届 出

標 準 メ ッセージ開発機 関が発行 している規格書を下記に送付 して くだ さい。

・ 産業情報化推進 セ ンター ビジネスプ ロ トコル課

尚、申請結果 につい ては、 申請書 に記述 された連絡 先に通知 され ます。
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『BPID』 申請 書"∵''"用 紙1まA4を 使 肌 て下 さい・

様 式A
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『デ ータタグ番号枠 の追 加』 申請書 ……… 用紙はA4を 使 用 して下 さい。

様 式B

財団法人 日本情報処理開発協会

年 月
産業情報化推進 セ ンター

所 長 殿

申請者名

rデ ー タタグ番号枠の追加』を申請 します。

1.取 得済rBPID』

希望rデ ータタグ番号枠』(記 入 しな くて もよい)

連絡先

住所、社名(団 体名)所 属、名前

TELFAX
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『デー タ項 目の登録』 申請書 ……… 用紙 はA4を 使用 して下 さい。

様 式C
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r登録 済 データ項 目の変更』 申請書 ……… 用紙 はA4を 使用 して下 さい。

様 式D

財団法人日本情報処理開発協会
年 月

産業情報化推進センター

所 長 殿

申請者名

『登録済データ項目の変更』を申請します。

1・ 取 得 済 『BPID』lll

2.変 更 内 容

日

日E

① データタグ番号、項 目名

② 変更内容

③ 変更予定年月 日

(で きるだけ詳 しく記述 して下 さい。添付 リス トで も可)

3.連 絡先

住所、社名(団 体名)、 所属、名前

TELFAX
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